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…
本
誌
の
掲
載
分
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

"

…
い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

…

【
が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

…

"
ま
た
肩
書
等
は
現
行
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

…

…
時
の
も
の
で
す
。



道
路
法
四
〇
年
に
当
た
っ
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

山
本

正
尭

今
年
道
路
法
制
定
四
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
同
法
が
制
定
さ
れ
た
昭
和

二
七
年
は
、
四
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
が
発
効
す
る
な
ど
、戦
後

の
日
本
が
新
た
な
一
歩
を
刻
ん
だ
年
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
我
が
国

は
、
戦
争
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
か
ら
完
全
に
脱
し
た
と
は
言
え
ず
、
経

済
的
な
自
立
の
達
成
の
為
に
は
、
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
基
盤
の

整
備
が
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
道
路
法
制
定
以
降

の
我
が
国
の
道
路
整
備
事
業
は
、
昭
和
二
九
年
度
以
来
累
次
に
わ
た
る

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
い
て
計
画
的
か
つ
着
実
に
推
進
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
同
法
制
定
当
時
に
比
べ
れ
ば
、
道
路
事
情
の
向
上
は
め
ざ

ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
日
本
経
済
の
成
長
と
国
民
生
活
の
向
上
の
た
め
、

道
路
は
大
き
く
貢
献
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回

の
特
集
で
は
、
戦
後
の
道
路
行
政
を
法
制
度
の
面
か
ら
支
え
て
き
た
道

路
法
を
始
め
と
す
る
道
路
法
制
に
つ
い
て
解
説
等
を
加
え
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
現
行
道
路
法
制
定
の
意
義
に
つ
い
て
多
少

触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

我
が
国
に
お
い
て
近
代
的
道
路
法
規
の
制
定
の
機
運
が
生
ま
れ
た
の

は
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は
道
路

に
関
す
る
行
政
需
要
が
小
さ
く
、
明
治
三
〇
年
、
第
一
〇
回
帝
国
議
会

に
提
出
さ
れ
た

｢公
共
道
路
法
案
｣
が
衆
議
院
に
お
い
て
否
決
さ
れ
る

な
ど
、
道
路
管
理
の
基
本
法
の
成
立
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

よ
う
な
明
治
期
に
お
け
る
立
法
の
試
み
の
失
敗
の
積
み
重
ね
の
上
に
、

大
正
八
年
、
よ
う
や
く
道
路
法
の
制
定
を
迎
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

の

｢旧
道
路
法
｣
は
、
現
行
道
路
法
制
定
ま
で
の
三
〇
余
年
間
に
わ
た

り
道
路
行
政
の
根
本
と
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
に
は
大
き
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
が
、
当
時
の
政
治
体
制
を
反
映
し
て
、
中
央
集
権
的
、
軍
事

的
色
彩
の
濃
い
法
律
で
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
新
憲
法
体
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
諸
制
度
は

民
主
主
義
的
な
変
革
を
迫
ら
れ
ま
す
。
特
に
昭
和
二
二
年
地
方
自
治
法

道路糞芸 40 年



が
制
定
さ
れ
、
地
方
制
度
の
大
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

と
地
方
公
共
団
体
と
の
相
互
に
関
連
す
る
公
物
管
理
に
関
す
る
行
政
制

度
の
根
本
的
な
見
直
し
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
道
路
法
は
全

面
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
に
、
｢道
路
は
す
べ
て
国
の
営
造
物
で
あ
る
｣
と
い
う
考
え
方
を
改

め
、
都
道
府
県
道
、
及
び
市
町
村
道
を
地
方
公
共
団
体
の
営
造
物
と
位

置
づ
け
て
、
地
方
公
共
団
体
が
道
路
の
管
理
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
う

る
制
度
と
し
ま
し
た
。
第
二
に
、
国
道
の
路
線
の
基
準
に
関
し
、
政
治
、

経
済
、
文
化
上
の
観
点
か
ら
全
国
的
に
均
衡
の
と
れ
た
国
道
網
を
配
置

す
る
よ
う
改
め
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
道
の
認
定
等
、
道
路
行
政
の

指
揮
監
督
体
制
を
整
え
ま
し
た
。
第
三
に
、
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
詳

細
な
規
定
を
設
け
、
道
路
の
様
々
な
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
制
度
の

整
備
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
に
よ
り
、
国
と
地
方
公
共
団
体

が
、
そ
の
責
任
分
野
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
有
機
的
一
体
性
を
有
し
た

道
路
網
を
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
と
も
に
、
道
路
の
占
用
等

の
制
度
の
充
実
に
よ
り
、
道
路
を
効
率
よ
く
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
昭
和
二
七
年
道
路
法
は
、
道
路
関
係
法
令
体
系
の
中
心

と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
新
た
に
整
備
さ
れ
た
公
物

法
規
の
さ
き
が
け
で
も
あ
り
、
河
川
法
、
海
岸
法
等
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
点
か
ら
も
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
道
路
法
改

正
に
続
い
て
、
昭
和
二
七
年
に
は
道
路
整
備
特
別
措
置
法
制
定
に
よ
り

有
料
道
路
制
度
が
創
設
さ
れ
、
翌
二
八
年
に
は
道
路
整
備
費
の
財
源
等

に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
制
定
に
よ
り
道
路
特
定
財
源
制
度
が
創
設
さ

れ
る
と
と
も
に
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
策
定
さ
れ
る
な
ど
、
我
が

国
の
道
路
行
政
上
特
筆
す
べ
き
大
変
革
が
行
わ
れ
、
今
日
の
道
路
行
政

の
基
本
的
な
形
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

道
路
法
は
制
定
以
降
、
経
済
社
会
の
諸
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た

め
、
幾
多
の
改
正
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
、
多
数
の
特
別
法
が
制
定
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
道
路
法
制
は
非
常
に
多
面
的
か
つ
複
雑
な

構
造
を
有
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
い
て
着
実
に
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
、

昨
年
末
に
は
高
速
自
動
車
国
道
の
供
用
延
長
五
、
0
0
0
蝿
を
突
破
し

ま
し
た
。
ま
た
、
来
年
四
月
に
は
一
般
国
道
の
供
用
延
長
五
万
蝿
を
達

成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭
和
三
一
年
に
ワ
ト
キ
ン
ス
調
査
団
に
よ

り
指
摘
さ
れ
た

｢経
済
力
と
比
較
す
る
と
信
じ
が
た
い
ほ
ど
悪
い
道

路
｣
も
著
し
く
改
善
さ
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
し

か
し
、
我
が
国
の
道
路
整
備
は
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
歴
史
が
浅
く
、
ま

た
、
近
年
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
道
路
整
備
を
上
回
る
速
度
で
進

展
し
た
た
め
、
道
路
整
備
水
準
は
未
だ
不
十
分
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
社
会
の
高
齢
化
、
情
報
化
、
国
際
化
等
、
今
日
の
道
路
を
と
り

ま
く
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
道
路
行
政
が
応
え
て
い
く
べ
き
課
題
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
｢
エ
コ
ロ
ジ
ー
｣
と
い
う
言
葉
が
定
着
す

る
ほ
ど
環
境
問
題
へ
の
関
心
は
強
く
、
道
路
行
政
に
も
環
境
と
の
調
和

が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
道
路
行
政
に
携
わ
る
私
ど
も
は
、
こ
の
よ

う
な
国
民
の
期
待
に
沿
う
道
路
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
着
実
な

道
路
整
備
を
支
え
る
道
路
法
制
の
構
築
を
図
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
道
路
行
政
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
が
不
可

欠
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
特
集
が
読
者
諸
賢
の
道
路
法
制
に
対
す

る
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

道路法40年に当たって
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道路関係法40年の歩み

道路法令研究会

現
在
の
道
路
関
係
法
制
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の

法
令
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
わ
ず

か
の
例
外
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
第
二

次
世
界
大
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
道
路
関
係
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は

｢道
路
関
係
法
概
説
｣
で
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
主
要
な
法
律
ご
と
に
、
立
法
、
改
正
等

の
主
な
戦
後
の
流
れ
を
年
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
道

路
法
に
つ
い
て
は
、
過
去
一
〇
年
間
の
改
正
の
経
緯
,

も
別
に
ま
と
め
て
み
た
。

道路関係法令年譜

区分 年 基 本 法 計画 ･財源法 高速道路法 有料道路法 交通安全法 空間利用法

過
渡
期

昭
和
一

○道路の修繕に関する法律

(法律第282号)

国が地方公共団体に対して修繕に要す

る費用の一部補助及び直接修繕を行う

ことができる旨制定する。

基
礎
作
り
期

昭
和
二
七

○道路法 (法律第180号)
道路網の整備を図るため道路に関して、
路線の設定、 管理、 構造、 保全、 費用の

負担区分等を定め、 交通の発達に寄与し、
公共の福祉を増進するため制定する。

○特定道路整備事業特別会計法
(法律第170号)

国及び地方公共団体が行う特定道路の
新設、 改築に要する資金の貸付等に関

する経理を定める。

○道路整備特別措置法 (法律第169
号)
道路の整備を促進するため、 有料

の道路の新設改築その他の管理に

ついて、 特別措置を制定する。

昭
和
二
八

○道路整備費の財源等に関する臨時措置
法
(法律第73号)

昭和29年度以降5箇年間、揮発油税収
入額相当額を道路整備5箇年計画の財
源に充当する。 ･･

昭
和
三
〇

○地方道路税法
(法律第104号)

○地方道路譲与税法
(法律第n 3号)

昭
和一

○積雪寒冷特別地域
における道路交通

の確保に関する特

別措置法 (法律第
72号) 積雪寒冷地
域の道路交通を確
保するため、 除雪、

○日本道路公団法
(法律第6号)
有料の道路の新
設、 改築その他

の管理を行う機

関として日本道

路公団を設立し、
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区分 年 基 本 法 計画 ･財源法 高速道路法 有料道路法 交通安全法 空間利用法

｢
$"男三
ロリ

昭
和
一

防雪及び凍雪害の
防止について特別

の措置を定める。

その組織、業務、
財務、会計等に
関し規定を設け

る。
○道路整備特別措
置法 (法律第7
号)。有料道路
の新設改築その

他の管理に関し、
道路法に対する

特別の措置を定
める。

昭
和
一

○国土開発縦貫自動車道建設法 (法律
第68号)

国土の普遍的な開発を行うため、 全

国的な高速自動車道の開設に関する
所要の事項を規定する。

○高速自動車国道法 (法律第79号)
高速自動車国道の路線の指定、整備
計画、 管理、 構造、 保全等に関する

事項を規定する。

昭
和
一

○道路整備緊急措置法 (法律第34号)
道路整備5箇年計画を定め、 これに充

てる道路整備費の財源その他道路の整

備に関し必要な措置を定める。
○道路整備特別会計法 (法律第35号)
道路整備5箇年計画に係る道路整備事
業等に関する政府の経理を一般会計と

区分して、 特別会計を設置する。

昭
和一

道路法の一部改正
一級国道の新設又は改築を促進し、 維持

修繕、 その他の管理を効率的に実施する

ため、 新設又は改築は、 原則として建設

大臣が行なうとともに、 指定区間の制度

を設ける。
(第1次改正)

昭
和
三
四

○道路法の一部改正
自動車専用道路の指定及びこれに伴う自
動車専用道路の構造その他関連規定を整
備する。
(第2次改正)

○日本道路公団法の一部改正
資本金の増加、国際復興開発銀行
から外貨資金を倍入れる場合にお

ける同銀行の債権者としての地位

の保護等に関する規定を整備
○首都高速道路公団法 (法律第133
号)
首都高速道路を建設、管理するた
めに首都高速道路公団を設立し、
その組織、 財務等について定める。

昭
和
三
五

○東海道幹線自動車国道建設法
(法律第129号)

予定路線、整備計画等を定め、幹線
自動車国道の整備を図る。



◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

区分 年 基 本 法 計画 ･財源法 l 高速道路法 有料道路法 交通安全法 空間利用法

･事少日打

昭
和一

○道路整備緊急措置法の一部改正
昭和36年度を初年度とする道路整備 5

箇年計画を定める等道路整備に関し必
要な措置を講ずる。

○踏切道改良促進法 (法律第195
号)
交通事故防止と交通の円滑化に
寄与するため、 踏切道の改良を

促進することを目的として、 改

良すべき踏切道の指定、 改良の

実施に係る費用の負担、補助等
について定める。

昭
和
三
七

○阪神高速道路公団法 (法律第43
号)
阪神高速道路を建設、管理するた
めに阪神高速道路公団を設立し、
その組織、 財務等について定める。

○道路整備特別措置法の一部改正
権限の代行、 不正に料金を免れた

者から割増金を徴収する権限等に
関し所要の改正を加えた。

昭
和
三
八

○関越自動車道建
設法
(法律第158号)

予定路線、基本
計画の案の作成
等について定め

る。

○共同溝の整備
等に関する特
別措置法
(法律第81号)
特定の道路に
ついて共同溝

を整備するこ

とるこより、 道

路の構造の保
金と円滑な道

路交通の確保
を図るため、
共同溝の建設
及び管理等に

関し特別の措
置を講ずる。

昭
和
三
九

○道路整備緊急措置法の一部改正
道路を緊急に整備して経済基盤の強化

に寄与するため、 新たに昭和39年度を

初年度とする道路整備5箇年計画を定
める。

○奥地等産業開発道
路整備臨時措置法
(法律第115号)
奥地等における産

業の総合的な開発
の基盤となるべき

奥地等産業開発道
路の新設又は改築
に要する費用に係

る国の負担割合又
は補助率について

特別の措置を講ず
る。
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区分 年 基 本 法 l 計画 ･財源法 , 高速道路法 有料道路法 交通安全法 空間利用法
ー
ー
拡
大
鰭
浸
月

昭
和
四
〇

○道路法の一部改正
従来の一級国道及び二級国道の区別を廃
し、 国道についての建設大臣の管理責任
を強化し、安全な道路交通の確保に寄与
するため規定の整備を行う。
(第三次改正)

○石油ガス税法 (法徐

○東海北陸自動車道建設法 (法律第
131号)
予定路線、基本計画の案の作成等に
ついて定める。

○九州横断自動車道建設法(法律第92号)
0 中国横断自動車道建設法 (法律第
132号)

第156号)

≧
バ

J処

ふこ冨K′｣ロHJ

昭
和
四

○国土開発縦貫自動車道建設法の一部
改正
高速自動車交通網の整備を図るため、
題名を国土開発幹線自動車道建設法
に改めるとともに、 国土開発幹線自
動車道の予定路線を定め、東海道幹
線自動車国道建設法ほか4法を廃止
する。

0踏切道改良促進法の一部改正
交通事故の防止と交通の円滑化
に寄与するため、 昭和41年度以
降5箇年間において、 引き続き
踏切道の改良を促進する。

○交通安全施設等整備事業に関す
る緊急措置法 (法律第45号)
交通事故の防止を図るため、 交
通安全施設等整備事業3箇年計
画の作成その他交通安全施設等
整備事業の実施に関して必要な
事項を定める。

昭
和
四
一

○道路整備緊急措置法の一部改正
昭和42年度を初年度とする道路整備 5
箇年計画を定め、 道路の整備に関し必
要な措置を講ずる。

○通学路に係る交通安全施設等の
整備及び踏切道の構造改良等に
関する緊急措置法 (法律第107
号)
緊急に交通の安全を確保する必
要がある通学路及び踏切道につ
いて、交通安全施設等整備事業
及び踏切道の構造改良に関する
事業をすみやかに実施する。

昭
和
四
一

○道路整備特別措置法の一部改正
国は、 有料道路の新設又は改築を
行う地方公共団体に対して必要な
資金を貸し付けることができる。

昭
和
四
四

○交通安全施設等整備事業に関す
る緊急措置法の一部を改正する
法律 (法律第 9号) 新たに地方
単独事業を対象事業として加え、
特定交通安全施設等整備事業3
箇年計画等の作成等について定
める。 (通学路法は廃止)

昭
和
四
五

○道路整備緊急措置法等の一部を改正す
る法律
建設大臣は、 昭和45年度を初年度とす
る道路整備5箇年計画の案を作成し、
閣議の決定を求めなければならないも
のとすること、 その他の規定を定めた
もの。

○道路整備特別措置法の一部を改正
する法律
2以上の有料道路であって、 一定
の要件をもつものについては、 こ
れを 1の道路として料金を徴収し
うるものとしたもの。

、首 , 、れ

/"≠律坐E16JEL｢

自動車道の整備を促進するため
の措置を定めたもの。

○本州四国連絡橋公団法(法律第81号)
本州と四国の連絡橋に係る有料の
道路及び鉄道の建設及び管理を総
合的かつ効率的に行うため、 本州
四国連絡橋公団を設立しうるもの
とし、 所要の規定を定めたもの。
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)

む′をBUKノ｣ロHu

昭
和
四
五

0地方道路公社法 (法律第82号)
地方的な幹線道路の整備を、民間
資金を導入する等によって、 急速
に促進させるため、 地方道路公社
を設立しうるものとし、 所要の規
定を定めたもの。

昭
和
四
六

0道路法等の一部を改正する法律 (法律第
46号)
車両の通行の規制についていわゆる車両
制限令の直罰化を行うとともに、 自転車
専用道路等に関する規定を整備するほか、
都道府県公安委員会との調整措置を設け
る等所要の規定の整備を図ったもの。

○自動車重量税法
(法律第89号)

○踏切道改良促進法の一部を改正
する法律 (法律第14号)
踏切道改良促進法により改良す
べき踏切道として指定すること
ができる期限が昭和45年度末と
されているが、 これを 5箇年間
延長することとしたもの。

○交通安全施設等整備事業に関す
る緊急措置法の一部を改正する
法律 (法律第27号)
緊急に交通の安全を確保する必
要がある道路について、 新たに
昭和46年度を初年度とする特定
交通安全施設等整備事業5箇年
計画等を作成することとすると
ともに、 交通管制センターの設
置に関する事業を交通安全施設
等整備事業に加えたもの。

昭
和
四
八

○道路整備緊急措置法等の一部を改正す
る法律
昭和48年度を初年度とする道路整備 5
箇年計画を定める等道路の整備に関し
必要な措置を講じたもの。

○石油パイプライン
事業法 (法律第
105号)石油パイプ
ラインの設置、 石
油パイプライン事
業の運営の適正を
はかり、 あわせて
その施設の保安に
関し必要な規制を
行うことを目的と
するもの。

○都市モノレールの
整備の促進に関す
る法律
(法律第129号)

都市モノレールの
整備促進につき、
必要な措置を定め
たもの。

昭
和
四
九

○日本道路公団法の一部を改正する
法律 (法律第66号)
公団が高速自動車道国道と密接に
関連するトラックターミナル、 貨
物保管施設その他の施設の管理を
行うことができることとし、 又、
これらの業務を行うことを主たる
目的とする事業に投資することが
できる等の改正を行ったもの。
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封口日･

昭
和
五
0
s
五

○昭和50年度における道路整備費の財源

の特例等に関する法律
昭和49年度の揮発油税等の決算調整額
を昭和50年度の道路整備費の財源に充

てることとしたもの。

○交通安全施設等整備事業に関す
る緊急措置法及び踏切道改良促
進法の一部を改正する法律

昭和51年度以降の 5ヵ年間にお

いて、交通安全施設等整備事業
の実施及び踏切道の改良の促進
を図ることとしたもの。

昭
和
五
二
;
五

○道路整備緊急措置法及び奥地等産業開
発道路整備臨時措置法の一部を改正す
る法律
道路を緊急かつ計画的に整備して道路

交通の安全の確保とその円滑化を図る

ととも“こ、 生活環境の改善に資するた

め、 新たに昭和53年度を初年度とする

道路整備5箇年計画を定める等道路の
整備に関し必要な措置を講じたもの。

昭
和
五
四
5
五
五

○道路法の一部改正
自動車道専用道路
について、 道路交

通騒音により生ず

る障害の防止とい

う面からも指定で

きるよう要件を緩

和した。

道路環境対策法
○幹線道路の沿
道の整備に関
する法律 (法
律第34号)
道路交通騒音
の著しい幹線
道路の沿道に
ついて、 道路

交通騒音によ

り生ずる障害

の防止と適正
かつ合理的な

土地利用の促

進を図るため、
沿道整備計画
の決定等を行

うとともに、
沿道の整備を

促進するため

の措置を講ず
ることとした

もの。

昭
和
五

○本州四国連絡橋
の建設に伴う一
般旅客定期航路
事業等に関する
特別措置法
本州四国連絡橋
の建設に伴い影
響を受ける一般

旅客定期航路事
業の再編成、当
該事業を営む者

○交通安全施設等整備事業に関す
る緊急措置法及び踏切道改良促
進法の一部を改正する法律

昭和56年度以降の 5ヵ年間にお

いて、交通安全施設等整備事業
の実施及び踏切道の改良の促進
を図ることとしたもの。
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歳平事犯
習熟

一広
橋℃
日リ

昭
和
五
山

に対する助成及

び離職者の再就
職の促進等に関
する特別措置を
定めたもの。

昭
和
五
八

0道路整備緊急措置
法及び奥地等産業
開発道路整備特別
措置法の一部を改
正する法律
昭和58年を初年度
とする道路整備5

箇年計画を定める
等道路の整備に関
し必要な措置を講

じたもの。

昭
和
五
九

○道路法の一部改正
･第47条の 2第 4

項及び第73条第
2 項の手数料に

係る規定を改正
する。

･第35条 (道路の

占用の特例) か
ら日本専売公社
及び日本電信電
話公社を削る。
その他電気通信
事業法の施行に
伴い所要の改正
をする。

昭
和
六
〇

○道路法の一部改正
･第50条 第 1 項

(国道の管理に

要する費用) の

国の負担率昭和
60年度における

特例
･一般自動車道運
送事業に係る運
輸大臣の免許等
に当たり道路管
理者が運輸大臣
へ提出した意見

の建設大臣又は

都道府県知事に
対する報告を廃
止 (第 76条関
係)

○昭和59年度におけ

る道路整備費の財
源の特例等に関す
る法律
昭和58年度の揮発
油税等の決算調整
額を昭和59年度の

道路整備費の財源

に充てることとし

たもの。
○奥地等産業開発道
路整備臨時措置法
の一部改正
第5条第 2項に定
める国の負担割合
又は補助率の昭和
60年度における特

例

○日本道路公団法の一部改正
余裕金の運用先を拡大。
道路債権の紛失等の場合の代わり債
権の発行につき、 建設大臣認可を不

要とする。

○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急措
置法の一部改
正
第10条第2項
に定める国の

補助率の昭和

60年度におけ

る特例。
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;

一殴
る爬
日リ

昭
和
六
〇

○道路整備緊急措置
法の一部改正
･第 4条に定める

国の負担金の割
合の昭和60年度
における特例

･道路整備特別会
計法の一部改正
･地方道路整備臨
時交付金の交付
に要する費用の
財源に充てるた

め、毎会計年度
道路整備特別会
計の歳入に揮発
油税の収入の一

部を組み入れる
こととした。

昭
和
ふ

0道路法の一部改正
･第50条 第 1.項
(国道の管理に
要する費用) の
国の負担率の昭
和61年度から63
年度までにおけ
る特定

0道路法の一部改正
･国鉄改革に伴う
所要の改正

○昭和59年度におけ
る道路整備費の財
源の特例等に関す
る法律の一部改正
･昭和59年度の揮

l 発油税等の決算
調整額を昭和60
年度の道路整備
費の財源に充て
ることとしたも
の。

○道路整備緊急措置
法の一部改正
･第 4.条に定める
国の負担金の割
合の昭和61年度
及び62年度にお
ける特例

○積雪寒冷特別地域
における道路交通

の確保に関する特
別措置法の一部改
正
･第 6条に定める

国の補助率の昭
和61年度から63
年度までにおけ
る特例

○高速自動車道国
道法の一部改正
･国鉄改革に伴
う所要の改正

○東京湾横断道路
の建設に関する
特別措置法 (昭
和61年法律第45
号)
･民間の資金、
経営能力及び
技術的能力を
活用して東京
湾横断道路の
建設を図るた
めの特別の措
置を定めるも
の。

○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急措
置法の一部改
正
･昭和61年度
以降5箇年
において実
施すべき交
通安全施設
等整備事業
に関する計
画を作成す
る等交通安
全施設等整
備事業の実
施に関し必
要な措置を
講じたもの。

･第10条第 3項
に定める国
の補助率の
昭和61年度
から63年度
までにおけ
る特例

○踏切道改良促
進法の一部改
正
･昭和61年度
以降5箇年
間において
改良するこ
とが必要と
認められる
踏切道につ
いて指定す
るものとし
たもの。

○鉄道事業法
(昭 和61年 法
律第92号)

･鉄道線路を道
路に敷設しよ
うとするとき
は、 建設大臣
の許可が必要
としたもの。

○軌道法の一部
改正

･国鉄改革に伴
う所要の改正
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i広
量
金田約

昭
和
÷

○道路法の一部改正
･第50条 第 1 項
(国道の管理に
要する費用) の

国の負担率の昭
和62年度及び63
年度における特

例

○道路法の一部改正
･ N T T 株式の売
払収入の活用に
よる道路整備の
促進のための所

要の改正

○積雪寒冷特別地域
における道路交通

の確保に関する特

別措置法
･同左

○国土開発幹線目
動車道建設法の
一部改正
･国土開発幹線
自動車道の予
定路線を追加
して定めたも

の。
○道路整備特別法

の一部改正

･ N T T 株式の
売払収入の活
用による道路

整備の促進の
ための所要の

改正

○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急指
置法
･同左

○共同溝の整備
等に関する特

別措置法
･同左

昭
和
ム

○道路整備緊急措置
法及び農地等産業
開発道路整備臨時
措置法の一部を改
正する法律

昭和63年度を初年
度とする道路整備
5箇年計画を定め
る等道路の整備に
関し必要な措置を
講じたもの。

平
成
元

○道路法の一部改正
･第50条 第 1 項
(国道の管理に
要する費用) の

国の負担率の昭
和63年度までに
おける特例を平
成 2年度まで延
長する。

○道路法等の一部改
正
道路区域を立体的
に定めること等に
より道路の上下空

間を建物の利用に

共するとともに、
道路と建物とを一

体的に建築 ･管理
することができる
こととする。

○積雪寒冷特別地域
における道路交通

の確保に関する特

別措置法の一部改
正
･第 6条の国の負

担率の昭和63年

度の数字を平成
2年度まで延長

する。
○道路整備緊急措置

法の一部改正
･第4条に定める国

の負担率の割合
の昭和63年度の

.数字を平成 2年
度まで延長する。

○奥地等産業開発道
路整備臨時措置法
の一部改正
･第 5条第 2項の

国の負担割合の昭
和63年度の数字を
平成 2年度まで延
長する。

･

○日本道路公、
団法

0首都高速道
路公団法 の

〇阪神高速道
,諏

路公団法 談
○本州四国連 正
絡橋公団法

○地方道路公
社法 ′

各公団、 公社の

業務に道路と建
築物との一体的
な整備に関する

業務を追加する。
○道路整備特別措

置法の一部改正

有料道路につい
て、 日本道路公

団等が代行する

道路管理者の権
眼に、道路一体
建物に関する協

定の締結等を加
える等所要の改
正を行ったもの。

○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急措
置法の一部改
正
･第10条第 3
項の国の補

助率の昭和
63年度の数
字を平成 2

年度まで延
長する。
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区分 年 基 本 法 計画 ･財源法 高速道路法 有料道路法 交通安全法 空間利用法

=
を]
き
裔て日月

平
成
一

○道路法の一部改正

･第50条 第 1 項

(国道の管理に

要する費用) の

国の負担率の平
成 3年度から 5

年度までの特例

を定める。
○道路法の一部改正

･新幹線鉄道保有
機構の解散に伴
う、 鉄道との交

差の規定につい

ての形式的な改

正である。
○道路法の一部改正

･有料の自動車駐
車場制度の整備、
違法放置物件に
対する措置の明

確化及び長時間
放置車両の移動
等の措置の制度
化を行う。

○道路整備緊急措置
法の一部改正

･第 4条に定める

国の負担率の割
合の平成3年度
及び 4年度の特

例を定める。

○積雪寒冷特別地域
における道路交通

の確保に関する特
別措置法の一部改
正
･第 6条の国の負

担率の平成2年
度の数字を平成
5年度まで延長
する。

○奥地等産業開発道
整備臨時措置法
の一部改正

･第 5条第 2項の

国の負担率の割
合の平成3年度
及び 4年度の特

例を定める。

○高速自動車国道
法の一部改正
･新幹線鉄道保
有機構の解散
に伴う、 鉄道

との交差の親

定についての

形式的な改正
である。

○道路整備特別措
置法の一部改正
･有料道路につ

いて日本道路

公団等が代行
する道路管理
者の権限に、
違法放置物件、
長時間放置車
両に係る権限
等を加える等

の改正を行う。

○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急措
置法の一部改
正
･平成3年度
以降五箇年
において実

施すべき交

通安全施設
等整備事業
に関する計

画を作成す
る計画を作
成する等交
通安全施設
等整備事業
の実施に必

要な措置を

講じたもの
○交通安全施設
等整備事業に
関する緊急指
置法の一部改
正
･第10条第 3

項の国の補

助率の平成
2年度の数
字を平成 5
年度まで延
長する。

0踏切道改良促
進法の一部改
正
･平成3年度
以降5箇年
間において

改良するこ

とが必要と

認められる

踏切道につ
いて指定す

るものとす

る。

く



①

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る

法
律

(昭
和
五
十
八
年
法
律
第
七
十
八
号
)
に

よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
百
六
十
九
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
中

｢建
設
省
の
附
属
機
関
と
し

て
｣
を

｢建
設
省
に
｣
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条

削
除

(説
明
)道

路
審
議
会
の
規
定
に
つ
い
て
の
形
式
的
な

改
正
で
あ
る
o

②

各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規
定
の
合

理
化
に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第

二
十
三
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
四
十
二
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
中

｢千
円
を
超
え
な
い
金
額

の
範
囲
内
で
｣
を

｢実
費
を
勘
案
し
て
｣
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢但
し
｣
を

｢た
だ

し
｣
に
改
め
、
｢手
数
料
｣
の
下
に
｢の
額
｣
を
加
え
、

｢二
十
円
を
｣
を

｢督
促
状
の
郵
送
に
要
す
る
費
用
を
勘

案
し
て
定
め
｣
に
、
｢こ
え
な
い
｣
を

｢超
え
な
い
｣
に

改
め
る
。

(説
明
)特

認
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
数
料
及
び
負

担
金
等
の
強
制
徴
収
の
手
数
料
に
つ
い
て
額
の

引
き
上
げ
を
図
っ
た
実
質
的
改
正
で
あ
る
。

③

た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
九
年
法

律
第
七
十
一
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一部
改
正
)

第
五
十
五
条

道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
中

｢日
本
専
売
公
社
｣
を
削
る
。

(説
明
)日

本
専
売
公
社
の
解
散
に
伴
う
、
道
路
の
占

用
の
特
例
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
の
形
式
的

改
正
で
あ
る
。

④

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信

事
業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に

関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
七

号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
六
十
七
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
中

｢若
し
く
は
日
本
電
信
電
話
公
社
｣
を

削
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
｢又
は
電
気
事
業
法

(昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)｣
を
｢、
電
気
事
業
法
(昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)
又
は
電
気
通
信
事
業
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
)｣
に
、
｢基
き
｣
を

｢基
づ
き
｣
に
、
｢、
電
柱
又
は
電
線
｣
を

｢又
は
電
柱
、

電
線
若
し
く
は
公
衆
電
話
所

(こ
れ
ら
の
う
ち
、
同
法
に

基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。)
｣
に
、
｢但
し
｣
を

｢た
だ
し
｣
に

改
め
る
。

(説
明
)日

本
電
信
電
話
公
社
の
解
散
及
び
電
気
通
信

事
業
法
の
施
行
に
伴
う
、
道
路
の
占
用
の
特
例

に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
改
正
で

あ
る
。

⑤

国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に

臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
七
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
五
十
一
条

道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え

る
0

2

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
の
昭
和
六
十
年
度
に
お
け

過
去
10
年
間
の
道
路
法
改
正
経
緯



る
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢三
分
の
二
｣
と
あ
る

の
は

｢十
分
の
六
｣
と
、
｢三
分
の
一
｣
と
あ
る
の
は

｢十
分
の
四
｣
と
、
｢四
分
の
三
｣
と
あ
る
の
は

｢三
分

の
二
｣
と
す
る
。

(説
明
)一

般
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
の
国
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
、
昭
和

六
十
年
度
に
お
け
る
特
例

(引
き
下
げ
)
を
定

め
た
実
質
的
か
つ
眼
時
の
改
正
で
あ
る
。

◎

⑥

地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
係
る
国
の
関
与
等

箋

の
整
理
、
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和
六

鉤

十
年
法
律
第
九
十
号
)
に
よ
る
改
正

箋

(道
路
法
の
-部
改
正
)

◎

第
四
十
一
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

鐙

号
)
の
‐
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
o

◎

第
七
十
六
条
中

｢左
に
｣
を

｢次
に
｣
に
改
め
、
第
五

箋

号
を
削
る
0

◎

(説
明
)

箋

-
般
自
動
車
道
運
送
事
業
に
係
る
運
輸
大
臣

銹

の
免
許
等
に
当
た
り
道
路
管
理
者
が
運
輸
大
臣

燐

へ
提
出
し
た
意
見
の
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県

　

“
⑦

国
の
補
助
金
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
宮

法

年0

律

(昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
六
号
)
に
よ

蹴

る
改
正

道

(道
路
法
の
一部
改
正
)

第
三
十
九
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中

｢昭
和
六
十
年
度
｣
の
下
に
｢か
ら
昭

和
六
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
｣
を
加
え
る
。

(説
明
)⑤

の
特
例
措
置
を
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
延

長
し
た
実
質
的
か
つ
眼
時
の
改
正
で
あ
る
。

⑧

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法

(昭
和
六

十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
百
五
十
八
条

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中

｢日
本
国
有
鉄
道
、
地
方
鉄

道
｣
を

｢鉄
道
｣
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中

｢日
本
国
有
鉄
道
、
｣
を
削
り
、

｢若
し
く
は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
鉄
道
若
し
く
は
地

方
鉄
道
｣
を

｢、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
若
し
く
は
鉄
道

事
業
者
の
鉄
道
｣
に
、
｢交
さ
部
分
｣
を

｢交
差
部
分
｣

に
、
｢但
し
｣
を

｢た
だ
し
｣
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中

｢日
本
国
有
鉄
道
、
｣
を
削
り
、

｢若
し
く
は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
鉄
道
又
は
地
方
鉄

道
｣
を

｢、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
新
幹
線
鉄
道
保
有

機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
｣
に
、
｢交
さ
す
る
｣
を

｢交
差
す
る
｣
に
、
｢且
つ
｣
を

｢か
つ
｣
に
、
｢若
し
く

は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
又
は
当
該
地
方
鉄
道
業
者
｣
を

｢、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
又

は
当
該
鉄
道
事
業
者
｣
に
、
｢但
し
｣
を

｢た
だ
し
｣
に
、

｢除
く
外
｣
を

｢除
く
ほ
か
｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
中

｢日
本
国
有
鉄
道
、
｣
を
削
り
、
｢若
し
く

は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
又
は
地
方
鉄
道
業
者
｣
を

｢、

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
又
は
鉄

道
事
業
者
｣
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢、
日
本
国
有
鉄

道
｣
を
削
り
、
｢若
し
く
は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
又
は

当
該
地
方
鉄
道
業
者
｣
を

｢、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、

新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
｣
に
、

｢統
轄
す
る
｣
を

｢統
括
す
る
｣
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中

｢日
本
国
有
鉄
道
、
｣
を
削
り
、
｢若
し
く
は
本
州
四

国
連
絡
橋
公
団
又
は
当
該
地
方
鉄
道
業
者
｣
を

｢、
本
州

四
国
連
絡
橋
公
団
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
又
は
当
該
鉄

道
事
業
者
｣
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中

｢国
等
｣
を

｢国
｣
に
改
め
、

同
条
中

｢又
は
日
本
国
有
鉄
道
の
行
う
事
業
｣
を
削
り
、

｢こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
者
｣
を

｢国
｣
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一項
中
｢地
方
鉄
道
法
(大
正
八
年
法

律
第
五
十
二
号
)｣
を
｢鉄
道
事
業
法

(昭
和
六
十
一
年

法
律
第
九
十
二
号
)
若
し
く
は
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
)｣
に
、
｢公
衆
の
用

に
供
す
る
地
方
鉄
道
｣
を

｢公
衆
の
用
に
供
す
る
鉄
道
｣

に
、
｢置
か
な
け
れ
ば
｣
を

｢お
か
な
け
れ
ば
｣
に
、
｢因

る
｣
を

｢よ
る
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)日

本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び
新
幹
線
鉄
道
保

有
機
構
の
設
立
に
伴
う
、
都
道
府
県
道
の
路
線

の
要
件
、
兼
用
工
作
物
、
鉄
道
と
道
路
と
の
交

差
及
び
道
路
の
占
用
の
特
例
に
関
す
る
規
定
に

つ
い
て
の
形
式
的
な
改
正
で
あ
る
。

⑨

砂
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

(昭

和
六
十
二
年
法
律
第
十
一
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
五
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中

｢か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
各
年



度
｣
を

｢及
び
昭
和
六
十
一
年
度
｣
に
改
め
、
附
則
に
次

第
一
項
の
規
定

(こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
割
合

の
一
項
を
加
え
る
。

に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の

3

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
の
昭
和
六
十
二
年
度
及
び

昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中

｢三
分
の
二
｣
と
あ
る
の
は

｢十
分
の
五
･五
｣
と
、

｢三
分
の
こ

と
あ
る
の
は

｢十
分
の
四
･
五
｣
と
、

｢四
分
の
三
｣
と
あ
る
の
は

｢十
分
の
六
｣
と
す
る
。

(説
明
)

⑦
の
特
例
措
置
を
改
め
、
昭
和
六
十
二
年
度

及
び
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
い
て
は
さ
ら
に
国

の
負
担
割
合
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
実
質

的
か
つ
眼
時
の
改
正
で
あ
る
。

⑩

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
却
収

入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(昭
和
六
十
二
年
法

律
第
八
十
七
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
八
条

道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
定
す
る
。

附
則
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

4

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
に
対
し
、
第
五
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担

す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
で

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用

に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
｢社
会

資
本
整
備
特
別
措
置
法
｣
と
い
う
。)
第
二
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資

金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
条

に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の

規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法

令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
に
よ
り
国
が
負
担

す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

5

国
は
、
当
分
の
間
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
に
対
し
、
第
五
十
六
条
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
し
、
又

は
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築
で

社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一項
第
二
号
に

該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
六
条
又
は
第

八
十
八
条
第
一
項
の
規
定

(こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
国

の
補
助
又
は
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下

同
じ
。)
に
よ
り
国
が
補
助
し
、
又
は
負
担
す
る
こ
と

が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

前
二
項
の
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
は
、
二
十
年

(五
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。)
以
内
で
政
令
で
定

め
る
期
間
と
す
る
。

7

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
則
第
四
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
方
法
、
償
還
期
限

の
繰
上
げ
そ
の
他
償
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。

8

国
は
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
に

対
し
貸
付
け
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対

象
で
あ
る
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
係
る
第
五
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸

付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に

相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

9

国
は
、
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
に
対
し
貸
付
け
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け

の
対
象
で
あ
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
つ
い
て
、
第

五
十
六
条
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当

該
貸
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
補
助
又
は
負
担
を
行
う

も
の
と
し
、
当
該
補
助
又
は
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該

貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金

に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

m

都
道
府
県
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
附
則
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
無
利
子
貸

付
金
に
つ
い
て
、
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
定
め
ら
れ
る
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
て
償
還
を

行
っ
た
場
合

(政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。)
に
お

け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
償
還

は
、
当
該
償
還
期
限
の
到
来
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

(説
明
)道

路
の
新
設
又
は
改
築
の
う
ち
一
定
の
も
の

に
つ
い
て
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
負
担

金
及
び
補
助
金
を
当
初
無
利
子
で
貸
し
付
け
、

後
に
そ
れ
を
負
担
金
又
は
補
助
金
に
振
り
替
え

る
方
法
に
よ
り
事
業
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る

実
質
的
か
つ
眼
時
の
改
正
で
あ
る
。

⑪

国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に

臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(平
成
元
年
法
律

第
二
十
二
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
三
十
八
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



附
則
第
三
項
中

｢及
び
昭
和
六
十
三
年
度
｣
を

｢か
ら

平
成
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)⑨

の
特
例
措
置
を
平
成
二
年
度
ま
で
延
長
し

た
実
質
的
か
つ
眼
時
の
改
正
で
あ
る
。

⑫

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成

元
年
法
律
第
五
十
六
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
一条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢第
四
節
、
道
路
の
保
全
等

(第
四
十
二
条
l

第
四
十
八
条
)｣
を
鰯
鯛
蒄
繍
箋
絆
鞠
増
豚

ー
第
四
十
七
条
の
四
)

十
七
条
の
五
-
第
四
十
八
条
｣
に
、
｢第
九
十
八
条
｣
を

｢第
九

十
八
条
の
二
｣
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中

｢且
つ
｣
を

｢か
つ
｣
に
改
め
、

｢事
務
所
｣
の
下
に
｢
(以
下

｢道
路
管
理
者
の
事
務
所
｣

と
い
う
。)
｣
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢且
つ
｣
を

｢か
つ
｣
に
、
｢関
係
建
設
省
地
方
建
設
局
若
し
く
は
北
海

道
開
発
局
又
は
関
係
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
｣
を

｢道
路
管
理
者
｣
に
、
｢但
し
｣
を

｢た
だ
し
｣
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
を
第
四
十
七
条
の
四
と
す
る
。

第
三
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
四
節
の
二

道
路
の
立
体
的
区
域

(道
路
の
立
体
的
区
域
の
決
定
等
)

第
四
十
七
条
の
五

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
新
設
又
は
改

築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
の

状
況
を
勘
案
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進

を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
又
は
変
更
す
る
道
路
の
区

域
を
空
間
又
は
地
下
に
つ
い
て
上
下
の
範
囲
を
定
め
た
も

の

(以
下

｢立
体
的
区
域
｣
と
い
う
。)
と
す
る
こ
と
が

者
の
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

で
き
る
。

こ
フ
1

、

(道
路
一
体
建
物
に
関
す
る
協
定
)

第
四
十
七
条
の
六

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
区
域
を
立
体

的
区
域
と
し
た
道
路
と
当
該
道
路
の
区
域
外
に
新
築
さ
れ

る
建
物
と
が
一
体
的
な
構
造
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当

該
建
物
を
新
築
し
て
そ
の
所
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
と

の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

た
協
定

(以
下

｢協
定
｣
と
い
う
。)
を
締
結
し
て
、
当

該
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の

他
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

道
路
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
定
に

従
っ
て
、
当
該
建
物
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
協
定
の
目
的
と
な
る
建
物

(以
下

｢道
路
一
体
建

物
｣
と
い
う
。)

二

道
路
一
体
建
物
の
新
築
及
び
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の

負
担

三

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
負

担イ

道
路
一
体
建
物
に
関
す
る
道
路
の
管
理
上
必
要
な

行
為
の
制
限

ロ

道
路
の
管
理
上
必
要
な
道
路
一
体
建
物
へ
の
立
入

ハ

道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
一
体
建
物
に
関
す

る
工
事
が
行
わ
れ
る
場
合
の
調
整

ニ

道
路
又
は
道
路
一
体
建
物
に
損
害
が
生
じ
た
場
合

の
措
置

四

協
定
の
有
効
期
間

五

協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

六

協
定
の
掲
示
方
法

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

2

道
路
管
理
者
は
、
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
公
示
し
、
か
つ
、
協
定
又
は
そ
の
写
し
を
道
路
管
理

協
定
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
一
体
建
物

又
は
そ
の
敷
地
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
道
路
管
理
者
の

事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
し
て
い
る
旨
を
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(協
定
の
効
力
)

第
四
十
七
条
の
七

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
あ

っ
た
協
定
は
、
そ
の
公
示
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
協

定
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
道
路
一
体
建
物
の
所
有
者
と
な

っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
一
体
建
物
に
関
す
る
私
権
の
行
使
の
制
限
等
)

第
四
十
七
条
の
八

道
路
一体
建
物
の
所
有
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
そ
の
道
路
一
体
建
物
の
敷
地
に
関
す
る
所
有
権
又

は
地
上
権
そ
の
他
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
目
的
と
す
る

権
利
を
有
す
る
者

(次
項
に
お
い
て
｢敷
地
所
有
者
等
｣

と
い
う
。)
は
、
そ
の
道
路
一
体
建
物
の
所
有
者
に
対
す

る
当
該
権
利
の
行
使
が
協
定
の
目
的
た
る
道
路
を
支
持
す

る
道
路
一
体
建
物
と
し
て
の
効
用
を
失
わ
せ
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
権
利
の
行
使
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
一
体
建
物
の
所
有
者
が

そ
の
道
路
一
体
建
物
を
所
有
す
る
た
め
の
そ
の
敷
地
に
関

す
る
地
上
権
そ
の
他
の
使
用
又
は
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
を
有
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
道
路
一
体
建
物
の
収
去
を

請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
敷
地
所
有
者
等
は
、
そ
の
道
路

一
体
建
物
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
道
路
一
体
建
物
を
時

価
で
売
り
渡
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(道
路
保
全
立
体
区
域
)

第
四
十
七
条
の
九

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
区
域
を
立
体

的
区
域
と
し
た
道
路
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
の
構
造
を
保

全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
上
下
の
空
間
又
は
地
下

に
つ
い
て
、
上
下
の
範
囲
を
定
め
て
、
道
路
保
全
立
体
区

域
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

道路法40年の歩



2

道
路
保
全
立
体
区
域
の
指
定
は
、
当
該
道
路
の
構
造
を

保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
最

小
限
度
の
上
下
の
範
囲
に
限
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

3

道
路
管
理
者
は
、
道
路
保
全
立
体
区
域
の
指
定
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
指
定
を
変
更
し
、
又
は
解
除
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

(道
路
保
全
立
体
区
域
内
の
制
限
)

第
四
十
八
条

道
路
保
全
立
体
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木

又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、

そ
の
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
が
道
路

の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
、
そ
の

他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
害
又
は
危
険
を

防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
て
、

同
項
に
規
定
す
る
施
設
を
設
け
、
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は

危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
同
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
高
架
の
道
路
の
橋
脚
の
周
囲
又

は
地
盤
面
下
の
道
路
の
上
下
に
お
け
る
土
石
の
採
取
そ
の

他
の
道
路
保
全
立
体
区
域
に
お
け
る
行
為
で
あ
っ
て
、
道

路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
。

4

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者
に

対
し
、
行
為
の
中
止
、
物
件
の
改
築
、
移
転
又
は
除
却
そ

の
他
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止

す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
七
十
一
条
第
五
項
中

｢本
項
及
び
次
項
中
｣
を

｢こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
｣
に
、
｢若
し
く
は
第
四
十
七
条
の

三
第
二
項
｣
を

｢、
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第

四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
｣
に
、
｢行
な
わ
せ
る
｣

を

｢行
わ
せ
る
｣
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢第
四
十
七
条

の
三
第
一
項
｣
の
下
に
｢、
第
四
十
八
条
第
四
項
｣
を
加
え
、

｢行
な
わ
せ
る
｣
を

｢行
わ
せ
る
｣
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(道
路
予
定
区
域
)｣
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中

｢本
条
及
び
第
九
十
六
条
第
五
項
後
段
中
｣

を

｢こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第
五
項
後
段
に
お
い
て
｣
に
、

｢内
に
あ
る
土
地
に
つ
い
て
｣
を

｢に
つ
い
て
の
土
地
に
関

す
る
｣
に
、
｢当
該
土
地
｣
を

｢当
該
区
域
内
に
お
い
て
土

地
｣
に
、
｢附
加
｣
を

｢付
加
｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢内
に
あ
る
土
地
に
つ
い
て
｣
を

｢
に
つ
い
て
の
土
地
に
関

す
る
｣
に
、
｢土
地
又
は
当
該
土
地
｣
を

｢区
域
又
は
当
該

区
域
内
｣
に
、
｢道
路
予
定
地
｣
を

｢道
路
予
定
区
域
｣
に

改
め
、
｢第
四
十
四
条
｣
の
下
に
｢、
第
四
十
七
条
の
九
、

第
四
十
八
条
｣
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢因
り
｣
を

｢よ

り
｣
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
中

｢道
路
管
理
者
は
｣
の
下
に

｢、
道
路
の
区
域
を
立
体
的
区
域
と
し
て
決
定
し
、
若
し
く

は
変
更
し
｣
を
加
え
、
｢又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
｣
を

｢第
四
十
五
条
第
一
項
｣
に
、
｢若
し
く
は
自
動
車
専
用
道

路
｣
を

｢又
は
自
動
車
専
用
道
路
｣
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
中

｢第
四
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
｣
の
下
に
｢こ
れ
ら
の
規
定
を
｣
を
加
え
、
｢第
四
十
八

条
、
第
四
十
八
条
の
二
｣
を

｢第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十

七
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項

(第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)
、
第
四
十
八
条
の
二
｣
に
、
｢行
な
う
｣
を

｢行
う
｣
に
改
め
る
。

第
七
草
中
第
九
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(経
過
措
置
)

第
九
十
八
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
ム史
巾
を
制

定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、

そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ

る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置

(罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
九
条
中

｢本
条
中
｣
を

｢こ
の
条
に
お
い
て
｣
に
、

｢五
万
円
｣
を

｢三
十
万
円
｣
に
改
め
る
。

第
百
条
中

｢左
の
｣
を

｢次
の
｣
に
、
｢三
万
円
｣
を

｢二
十
万
円
｣
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢道

路
予
定
地
｣
を

｢道
路
予
定
区
域
｣
に
改
め
る
。

第
百
一
条
中

｢
一
万
円
｣
を

｢十
万
円
｣
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中

｢道
路
予
定
地
｣
を

｢道
路
予
定
区
域
｣
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中

｢附
し
た
｣
を

｢付
し
た
｣
に
改
め
、
同
条

第
五
号
中

｢こ
え
る
｣
を

｢超
え
る
｣
に
、
｢附
し
た
｣
を

｢付
し
た
｣
に
改
め
る
。

第
百
二
条
中

｢五
万
円
｣
を

｢三
十
万
円
｣
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中

｢こ
え
る
｣
を

｢超
え
る
｣
に
、
｢附
し
た
｣

を

｢付
し
た
｣
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢お
い
て
｣
の
下

に
｢こ
れ
ら
の
規
定
を
｣
を
加
え
る
。

第
百
三
条
中

｢第
四
十
三
条
の
二
｣
の
下
に
｢、
第
四
十

八
条
第
四
項
｣
を
加
え
、
｢こ
え
る
｣
を

｢超
え
る
｣
に
、

｢三
万
円
｣
を

｢二
十
万
円
｣
に
改
め
る
。

第
百
四
条
中

｢第
四
十
四
条
第
四
項
｣
の
下
に
｢又
は
第

四
十
八
条
第
二
項
｣
を
、
｢お
い
て
｣
の
下
に
｢こ
れ
ら
の

規
定
を
｣
を
加
え
、
｢
一
万
円
｣
を

｢十
万
円
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)市

街
地
に
お
け
る
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進

し
、
あ
わ
せ
て
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用

を
図
る
た
め
、
道
路
と
建
築
物
を
一
体
的
に
整

備
す
る
立
体
道
路
制
度
を
創
設
し
た
。



⑬

貨
物
運
送
取
扱
事
業
法

(平
成
元
年
法
律
第

八
十
二
号
)
に
よ
る
改
正

附
則(道

路
法
の
一
部
改
正
)

第
三
十
五
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
中

｢第
二
条
第
八
項
｣
を

｢第
二
条
第
七
項
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)貨

物
運
送
取
扱
事
業
法
の
制
定
に
よ
る
道
路

運
送
法
の
改
正
に
伴
う
、
自
動
車
専
用
道
路
の

指
定
と
一
般
自
動
車
道
と
の
調
整
規
定
に
つ
い

て
の
形
式
的
改
正
で
あ
る
。

⑭

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

(平
成
元
年
法
律

第
八
十
三
号
)
に
よ
る
改
正

附
則(道

路
法
の
一
部
改
正
)

第
十
八
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
中

｢第
二
条
第
七
項
｣
を

｢第
二
条
第
九
項
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
制
定
に
よ
る
道

路
運
送
法
の
改
正
に
伴
う
、
自
動
車
専
用
道
路

の
指
定
と
一
般
自
動
車
道
と
の
調
整
規
定
に
つ

い
て
の
形
式
的
改
正
で
あ
る
。

律

(平
成
三
年
法
律
第
十
五
号
)
に
よ
る
改
正

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
三
条

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中

｢及
び
昭
和
六
十
一
年
度
｣
を

｢、
昭

和
六
十
一
年
度
及
び
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
｣
に
改
め
る
。

(説
明
)⑪

の
特
例
措
置
を
改
め
、
平
成
三
年
度
か
ら

平
成
五
年
度
に
お
い
て
は
、
国
の
負
担
割
合
を

昭
和
六
十
一
年
度
に
適
用
さ
れ
た
率
ま
で
復
元

す
る
こ
と
と
し
た
実
質
的
か
つ
眼
時
の
法
律
で

あ
る
。

⑯

新
幹
線
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設
の
譲
渡
に
関

す
る
法
律

(平
成
三
年
法
律
第
四
十
五
号
)
に

よ
る
改
正

附
則(道

路
法
の
一
部
改
正
)

第
九
条

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
中

｢、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
｣
を
削
る
。

(説
明
)新

幹
線
鉄
道
保
有
機
構
の
解
散
に
伴
う
、
鉄

道
と
の
交
差
の
規
定
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
改

正
で
あ
る
。

正
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
平
成
三
年
十
二
月

号
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(説
明
)有

料
の
自
動
車
駐
車
場
制
度
の
整
備
、
違
法

放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
の
明
確
化
及
び
長
時

間
放
置
車
両
の
移
動
等
の
措
置
の
制
度
化
を
行

っ
た
。

鰻

⑰

道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
-
部
を
改
正
す
る

道

⑮

国
の
補
助
金
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法

法
律

(平
成
三
年
法
律
第
六
十
号
)
に
よ
る
改
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概
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一
は
じ
め
に

道路等?芸 40 年

道
路
法
は
、
昭
和
二
七
年
に
法
律
第
百
八
十
号
と

し
て
交
付
･
施
行
さ
れ
て
以
来
、
今
年
で
四
〇
年
を

迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
道
路
法
は
道
路

の
整
備
･
管
理
に
関
す
る
基
本
法
と
し
て
道
路
行
政

の
基
盤
を
形
成
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、

道
路
の
整
備
も
着
実
に
進
め
ら
れ
、
道
路
は
、
国
土

の
開
発
、
国
民
経
済
の
発
展
、
国
民
の
生
活
水
準
の

向
上
等
を
図
る
た
め
の
最
も
基
本
的
な
社
会
資
本
と

し
て
、
そ
の
重
責
を
十
分
に
果
し
て
き
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
道
路
の
役
割
を
果
し
て
い
く
う
え
で
、

道
路
に
関
す
る
法
体
系
は
、
国
民
の
、
多
様
化
し
、

か
つ
、
高
度
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
形
で
、
多

く
の
法
律
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
道
路
法
四
〇
周
年
記
念
の
一
環
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
体
系
的
整
理
と
主
要
な
法
律

の
簡
単
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

道
路
に
関
し
て
は
数
多
く
の
法
律
が
存
在
す
る
た

め
、
必
ず
し
も
道
路
関
係
法
の
体
系
は
分
か
り
や
す

い
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

道
路
に
関
す
る
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
規
定
は
、

様
々
な
法
律
で
道
路
法
の
特
則
を
定
め
て
お
り
、
複

雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
道
路
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
法
律
を
概
説

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
性
格
に
応
じ
、

こ
れ
ら
の
法
律
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

全
体
の
道
路
関
係
法
の
中
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
、
そ

の
後
各
法
律
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す

く
す
る
た
め
、
図
表
化
し
た
形
で
説
明
を
進
め
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

=

道
路
関
係
法
の
体
系

の

･道
路
関
係
法
体
系
の
う
え
で
、
最
も
基
本
的
な

法
律
と
し
て
道
路
法
が
あ
る
。
道
路
の
定
義
、
種

別
、
指
定
･
認
定
の
手
続
き
を
定
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
管
理
体
系
を
規
定
し
て
お
り
、
道
路
の
憲
法

と
で
も
い
う
べ
き
法
律
で
あ
る
。

②

第
二
に
、
道
路
法
上
の
道
路
の
一
つ
の
種
類
で

あ
る
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
法
律
の
グ
ル
ー

プ
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
国
土
開
発

幹
線
自
動
車
道
建
設
法
が
あ
る
。

③

第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
道
路
の
整
備
の

促
進
を
図
る
た
め
の
政
策
的
な
一
群
の
法
律
が
存



在
す
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
法
律
は
そ
の
数
も
多
く
、
ま

た
、
そ
の
内
容
も
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
政
策
の

内
容
に
応
じ
、
さ
ら
に
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類

、し
)>フ
る
↓。

①

第
一
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
く

道
路
整
備
の
た
め
の
法
律
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、

そ
の
中
心
と
な
る
の
が
道
路
整
備
緊
急
措
置
法

で
あ
る
。
ま
た
、
五
箇
年
計
画
に
基
づ
く
道
路

整
備
の
た
め
の
政
府
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た

め
、
道
路
整
備
特
別
会
計
法
が
制
定
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る

道
路
整
備
の
た
め
の
特
別
財
源
と
し
て
の
道
路

関
係
税
に
関
す
る
一
連
の
法
律
が
あ
る
。

②

第
二
は
、
特
別
な
道
路
に
つ
い
て
そ
の
整
備

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
積

雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確
保

に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
奥
地
等
産
業
開
発
道

路
整
備
臨
時
措
置
法
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
、

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措

置
法
、
道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律
等
が
こ
れ

に
該
当
す
る
、
な
お
、
法
律
で
は
な
い
が
、
道

路
法
第
八
十
八
条
に
基
づ
く
道
等
の
特
例
も
こ

の
グ
ル
ー
プ
に
整
理
で
き
る
性
格
の
も
の
で
あ

る
。

③

第
三
は
、
有
料
道
路
に
よ
る
道
路
整
備
の
促

進
に
関
す
る
も
の
で
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法

道
路
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ

が
該
当
す
る
。

と
を
、

こ
る
目

･
と

丑
こ

1

、
ー

ま
た
、
今
回
は
、
別
の
分
類
と
し
た
が
、
道

路
関
係
の
各
公
団
法
及
び
地
方
道
路
公
社
法
並

び
に
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別

措
置
法
も
有
料
道
路
関
係
の
法
律
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
四
は
、
い
わ
ゆ
る
地
域
特
例
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
前
述
②
の
う
ち
積
雪
寒
冷
地
域
に
お

け
る
道
路
交
通
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
、

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
、
道

路
法
第
八
十
八
条
に
基
づ
く
道
等
の
特
例
の
ほ

か
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
、
豪
雪
地

帯
対
策
特
別
措
置
法
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措

置
法
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
律

に
お
け
る
地
域
特
例
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
に
よ
り
異
な
る
が
、
国
の
負
担
ま
た
は
補

助
の
割
合
の
引
き
上
げ
及
び
道
路
法
に
基
づ
く

本
来
道
路
管
理
者
の
道
路
管
理
の
権
限
の
代
行

が
そ
の
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

④

第
四
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
第
三
の
グ
ル
ー

プ
の
中
の
③
と
関
連
を
有
す
る
が
、
道
路
あ
管
理

を
行
う
公
団
ま
た
は
公
社
の
組
織
法
と
し
て
日
本

道
路
公
団
法
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
、
首
都

高
速
道
路
公
団
法
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
法
、
地

方
道
路
公
社
法
が
存
す
る
。
ま
た
、
東
京
湾
横
断

と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
会
社
に
つ
い
て
の
特
別

措
置
等
を
定
め
た
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関

す
る
特
別
措
置
法
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑩

そ
の
他
、
以
上
の
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
も
該

当
し
な
い
も
の
と
し
て
、
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

備
に
関
す
る
法
律
、
軌
道
法
、
本
州
四
国
連
絡
橋

の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
等
の
法
律
が
第
五
の
グ
ル
ー
プ

と
し
て
存
在
す
る
。

以
上
、
道
路
関
係
法
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
化
を

行
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
化
を
行
う
場
合

に
、

一
つ
の
法
律
が
複
数
の
分
類
の
中
に
区
分
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
法
律
の
有
す
る
性

格
が
必
ず
し
も
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
一
本
の
法
律
の
中
に
も
様
々
な
性
格
を
有
す
る

条
文
が
混
在
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
示
し
た
法
律
名
は
そ
れ
ぞ

れ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
て
お

り
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
入
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
法
律
も
単
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
他
の
グ
ル

ー
プ
に
入
る
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
が
あ
る

こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

な
お
、
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
図
1
で
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高速自動車国道に関する法律

･高速自動車国道法
･国土幹線自動車道建設法

道路の整備を促進するための法律

道路整備五箇年計画に関する法律

･道路整備緊急措置法
･道路整備特別会計法

特別な道路の整備に関する法律

･道路法第88条の基づく道等の特例
･積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
･奥地等産業開発道路整備特別措置法
･踏切道改良促進法
･交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法
･共同溝の整備等に関する特別措置法
･自転車道の整備等に関する法律
･道路の修繕に関する法律

　
　
法 、

道
路
法
施
行
法

有料道路に関する法律

･道路整備特別措置法

地域特例に関する法律

･過疎地域活性化特別措置法
･山村振興法
･豪雪地帯対策特別措置法
･沖縄振興開発特別措置法
･離島振興法
･奄美群島振興詳発特別措置法
･半島振興法
･新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
･水源地対策特別措置法
･明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
･琵琶湖総合開発特別措置法
･奥地等産業開発道路整備臨時措置法
･積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
･後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
･新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

･首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

道路関係公団等に関する法律

･日本道路公団法
･本州四国連絡橋公団法
･首都高速道路公団法
･阪神高速道路公団法
･地方道路公社法
･東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

その他

･軌道法
･幹線道路の沿道の整備に関する法律
･本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
･日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本整備の促進に関する特別措置法
･公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

図 1 道路に関する法律の体系



道路法関係法概説◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

あ
り
、
以
下
各
グ
ル
ー
プ
の
法
律
に
つ
い
て
、
グ
ル

ー
プ
ご
と
に
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
み
た
い
。

三

道
路
に
関
･す
る
基
本
法

の

道
路
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
法
律
が
道
路
法

で
あ
る
。
道
路
法
に
お
い
て
は
、
道
路
の
範
囲

(第
二
条
)、
道
路
の
種
類

(第
三
条
)、
道
路
の

路
線
の
指
定
又
は
認
定

(第
五
条
5
第
十
一
条
)、

道
路
の
管
理

(第
十
二
条
$
第
四
十
八
条
の
十
)、

道
路
に
関
す
る
費
用
負
担
等

(第
四
十
九
条
5
第

七
十
条
)、
道
路
の
監
督

(第
七
十
一
条
5
第
七

十
八
条
)、
道
路
審
議
会

(第
七
十
九
条
5
八
十

四
条
)、
等
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
道
路
の
成
立

か
ら
消
滅
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
基
本
的
事
項

②
(1) 1

① が か 四 十 七 道 道 路 ( で ー①

道
路
の
範
囲

道
路
法
に
お
い
て
は
、
道
路

の
範
囲
を
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
で
、
ト

ン
ネ
ル
、
橋
、
渡
船
施
設
、
道
路
用
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
等
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
用
を
全

う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
及
び
道
路
の
附
属
物

(道
路
法
第
二
条
第
二
項
に
掲
げ
る
も
の
に
限

②

道
路
の
種
類
等

道
路
法
上
の
道
路
の
種
類

は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府

県
道
、
市
町
村
道
の
四
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら

以
外
の
い
わ
ゆ
る
農
道
や
林
道
、
一
般
自
動
車

　
め
ら
れ
て

以 県 は

鱸騨　 　 　　

　　　　　　　　　　
霧消 - と の

表 1 道路の管理

路線の指定
又は認定

管 理 の 内 容

新 説 改築 絲 修繕 l災害復旧 肛事姦期 噂 を
高速自動車国道 政令

(高4 1) 涛臣 喬臣 喬臣 l警臣 ,涛臣
〔* 1 日本道路公団が行う (特2の2、4、6の2 I)〕

国難

指定区間内

政 令
(道5 I)

建設大臣
(道12)

建設大臣
(道13 I)

建設大臣
(道 13 I)

建設大臣
(道 13 I)

侭道
設椚)

廳緘
指定区間外

建設大臣 (道12)
* 3 、
事、指定市等

の長、道 12 I、
17 I II、39年法
律 163号附則③!

知 事
指定市等の長
(道 13 I、17 1 10

知 事
指定市等の長
(道 13 I、17 I I1)

{轆離州

知 事
指定市等の長
(道 13 I、17 I n )

{逢驚ぞ州
知 事
指定市等の長
(道 13 I、17 I ID

都 道 府 県 道 知事
(道7 0

都道府県
指定市等
(道15、 17 I I1)

〔* 6 北

都道府県
指定市等
(道15、 17 I II)

!道の特例として開発

都道府県
指定市等
(道 15、 17 I I1)

i路については建設大

都道府県
指定市等
(道15、 17 1 1I)

ミが行う (道88 1I)〕

都道府県
指定市等
(道15、 17 I II)

市 町 村 道 市町村長
(道8 I)

市町村
(道16 I)

市町村
(道l6 I)

市町村
(道 l6 I)

市町村
(道 16 1)

市町村
(道16 I)

道=道路法、高=高速自動車国道法、特=道路整備特別措置法
* 1 高速自動車国道については、道路整備特別措置法第2条の2、第4条、第6条の2第1項の規定に基づき、日本道路公団が、新設、改築、維

持、修繕、災害復旧、その他の管理を行う。
* 2 道路法施行令第 l条の幻こ定めるもの (占用関係義務) について委任できる。
* 3 工事の規模が小であるもの、その他政令で定める特別の事情により知事がその工事を施行することが適当であると認められるものについて

は知事または指定市等の長が行う (道 12但、 17 I II)。なお、建設大臣は、当分の間、一般国道 (元一級国道を除く。)の新設又は改築でその
行うべきものを、知事または指定市の長に行わせることができる (昭和39年法律第 163号附則第3項)。

* 4 工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合に、
建設大臣が行うことができる。

* 5 建設大臣が新設、改築、又は災害復旧を行う場合に、道路法施行令第4条に定める権限を代行する。
* 6 開発道路 (道道又は道の区域内の市町村道のうち建設大臣が開発のため特に必要があると認めて指定したもの) については、建設大臣が新

設、改築、維持、修繕、災害普及その他の管理を行う。



道
、
港
湾
道
路
等
は
道
路
法
上
の
道
路
で
は
な

い
の
で
、
道
路
法
の
適
用
は
な
い
。
道
路
法
上

の
道
路
は
、
そ
の
種
類
ご
と
に
当
該
道
路
の
路

線
の
指
定
ま
た
は
認
定
の
方
法
が
表
1
の
通
り

定
ま
っ
て
い
る
。

③

道
路
の
管
理

道
路
の
管
理
は
、
道
路
の
種

類
ご
と
に
そ
の
管
理
主
体
が
異
な
り
、
原
則
と

し
て
道
路
管
理
者
は
、
高
速
自
動
車
国
道
及
び

一
般
国
道
の
指
定
区
間
内
は
建
設
大
臣
、
一
般

国
道
の
指
定
区
間
外
は
都
道
府
県
知
事
、
都
道

府
県
道
は
都
道
府
県
、
市
町
村
道
は
市
町
村
で

あ
る
が
、
道
路
法
を
は
じ
め
、
他
の
道
路
関
係

の
法
律
に
お
い
て
多
く
の
例
外
が
あ
り
、
実
際

に
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

(表

1
参
照
)。

④

道
路
の
費
用
負
担
等

道
路
の
費
用
負
担
に

つ
い
て
は
、
道
路
法
に
原
則
的
な
規
定
が
お
か

れ
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の
法
律
に
お
い
て
特

則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
別
項
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

⑤

道
路
の
監
督

道
路
行
政
を
円
滑
に
遂
行
し
、

道
路
管
理
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
道
路
管
理
者

等
は
、
種
々
の
監
督
、
命
令
、
処
分
等
を
行
う

権
限
を
有
し
て
い
る
。

⑥

道
路
審
議
会

道
路
は
、
国
の
産
業
･
経

済
･
文
化
の
発
展
の
基
盤
で
あ
り
、
国
民
生
活

に
与
え
る
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
か
ら
、

②

道
路
構
造
令
は
、
道
路
法
第
三
十
条
第
一
項

道
路
に
関
す
る
法
制
、
国
道
の
路
線
の
指
定
等

び

一

の

に

。
き
、
首

を

の
重
要
な
道
路
政
策
は
公
共
性
を
充
分
考
慮
し

て
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、

道
路
行
政
の
公
正
を
期
し
、
道
路
政
策
を
総
合

的
観
点
に
立
っ
て
考
察
す
る
べ
く
、
建
設
省
に

道
路
審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

②

道
路
に
関
す
る
基
本
法
と
し
て
は
、
道
路
法
の

他
に
も
道
路
法
施
行
法
が
あ
る
。
道
路
法
施
行
法

は
、
旧
道
路
法

(大
正
八
年
法
律
第
五
十
八
号
)

を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
道
路
法
を
施
行

す
る
際
の
経
過
措
置
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
経
過
措
置
の
な
か
に
は
、
旧
道
路
法
の
規
定
に

よ
る
府
県
道
、
市
道
及
び
町
村
道
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
国
有
に
属
す
る
土
地
を
、
現
在
の
道
路
法

の
下
で
地
方
公
共
団
体
の
営
造
物
に
な
っ
た
都
道

府
県
道
ま
た
は
市
町
村
道
の
用
に
供
す
る
場
合
、

都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
に
無
償
で
貸
し
付
け
ら

れ
た
も
の
と
み
な
す
規
定
が
あ
る

(道
路
法
施
行

法
第
五
条
)。

③

道
路
法
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
道
路
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
道
路
法
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
政
令

や
省
令
の
中
に
も
重
要
な
も
の
が
あ
る
。

①

道
路
法
施
行
令
は
道
路
法
の
施
行
の
た
め
に

必
要
な
手
続
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
を
新
設

し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
道
路
の
構

造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
o

③

車
両
制
限
令
は
道
路
法
第
四
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、

又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
と

の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
車
両
に
つ
い

て
の
制
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

④

道
路
審
議
会
令
は
道
路
法
第
八
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
道
路
審
議
会
の
組
織
等
に
つ
い

て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑤

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す

る
命
令
は
総
理
府
と
建
設
省
の
共
同
省
令
で
あ

り
、
道
路
標
識
等
の
種
類
、
設
置
場
所
等
や
道

路
管
理
者
と
公
安
委
員
会
の
設
置
区
分
等
を
定

め
た
も
の
で
あ
る
。

四

高
速
自
動
車
国
道
に
関
･す
る
法
律

高
速
自
動
車
国
道
は
道
路
法
上
の
道
路
の
種
類
の

一
つ
で
あ
る
が
、
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
事
項

は
、
道
路
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
速
自
動
車

国
道
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高

速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
に
関
し
規

定
し
て
い
る
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
及
び



具
体
的
事
業
に
関
し
規
定
し
て
い
る
道
路
整
備
特
別

措
置
法
が
存
在
す
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
有
料
道

路
に
関
す
る
法
律
の
項
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

高
速
自
動
車
国
道
法
は
、
高
速
自
動
車
国
道
に
関

す
る
基
本
法
で
、
路
線
の
指
定
、
管
理
、
構
造
、
罰

則
等
に
つ
い
て
特
別
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
道
路

法
と
は
別
の
法
律
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
高

速
自
動
車
国
道
は
道
路
法
の
道
路
で
は
あ
る
が
、
昭

和
三
二
年
に
追
加
さ
れ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
法
技

術
上
の
見
地
及
び
、
高
速
自
動
車
国
道
は
自
動
車
の

高
速
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
管
理
、

構
造
、
罰
則
等
に
つ
い
て
特
別
な
規
定
が
必
要
で
あ

る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
路
線
で
あ

る
の
で
、
路
線
の
決
定
、
建
設
の
手
続
等
に
つ
い
て

特
別
の
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

管
理
、
構
造
等
に
関
す
る
特
別
の
規
定
と
し
て
は
、

高
速
自
動
車
国
道
と
道
路
、
鉄
道
、
軌
道
等
と
の
完

全
立
体
交
差
の
原
則
や
特
別
沿
道
区
域
の
制
度
等
が

あ
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
の
決
定
を
含
む

建
設
手
続
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

(図
2
参
照
)。
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図 2 高速自動車国道の建設手続

一

計
画
段
階

一

実
施
段
階

一

1

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
関
係

①

予
定
路
線

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法

(以
下

｢国
幹
道
法
｣
と
い
う
。)
に
定
め
る
国
土
開
発

幹
線
自
動
車
道

(以
下

｢国
幹
道
｣
と
い
う
。)

の
予
定
路
線
は
、
全
国
的
な
高
速
自
動
車
道
網

の
形
成
に
必
要
な
路
線
を
、
路
線
名
、
起
点
、

終
点
、
主
た
る
経
過
地
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
あ
る

(国
幹
道
法
第
三
条
、
別
表
)。

②

基
本
計
画

基
本
計
画
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
国
幹
道

の
予
定
路
線

(国
幹
道
法
別
表
)
の
う
ち
建
設

を
開
始
す
る
べ
き
路
線

(建
設
線
)
の
建
設
に

関
し
、

,1

建
設
線
の
区
間

…虹

建
設
線
の
主
た
る
経
過
地

m

標
準
車
線
数

対

設
計
速
度

v

道
路
等
と
の
連
結
地

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議
会

(国
幹
道
法
u
条
)
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-
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道路法関係



頑

建
設
主
体

に
つ
い
て
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議

会

(以
下

｢国
幹
審
｣
と
い
う
。)
の
議
を
経

て
決
定
す
る
も
の
で
あ
り

(国
幹
道
法
第
五
条
、

同
法
施
行
令
第
一
条
)、
こ
れ
に
よ
り
国
幹
道

の
大
綱
が
定
ま
る
こ
と
と
な
る
。

2

高
速
自
動
車
国
道
法
関
係

①

路
線
指
定

高
速
自
動
車
国
道
法
の
路
線
の
指
定
に
は
二

通
り
の
方
法
が
あ
る

(高
速
自
動
車
国
道
法
第

四
条
)。

i

国
幹
道
法
上
い
か
な
る
種
類
の
道
路
と
し

て
い
か
に
建
設
管
理
す
る
か
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
て
い
な
い
国
幹
道
の
予
定
路
線
の
中
か

ら
、
政
府
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
と
し

て
建
設
管
理
す
べ
き
と
判
断
す
る
路
線
を
政

令
で
指
定
す
る
o

…n

高
速
自
動
車
国
道
法
第
三
条
に
基
づ
き
、

建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
が
、
国
幹
審
の
議

を
経
た
の
ち
、
さ
ら
に
内
閣
の
議
を
経
て
、

高
速
自
動
車
国
道
と
し
て
建
設
す
べ
き
道
路

と
し
て
定
め
る
予
定
路
線
の
中
か
ら
政
令
で

指
定
す
る
。

現
在
の
高
速
自
動
車
国
道
の
大
部
分
は
1
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
沮
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、

新
東
京
国
際
空
港
線
、
関
西
国
際
空
港
線
、
関

門
自
動
車
道
及
び
沖
縄
自
動
車
道
の
み
で
あ
る
。

②

基
本
計
画
と
路
線
指
定
の
関
係

①
i
の
手
続
に
よ
る
場
合
の
基
本
計
画
の
策

定
と
路
線
指
定
の
関
係
で
あ
る
が
、
基
本
計
画

の
策
定
と
路
線
指
定
は
そ
の
根
拠
法
が
異
な
り
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
条
項
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ら
を
関
連
づ
け
る
よ
う
な
規
定
は
な
い
の
で
、

基
本
計
画
と
路
線
指
定
と
の
間
に
法
律
上
の
拘

束
関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
基
本
計
画
を
策
定

し
た
区
間
は
、
建
設
を
開
始
す
べ
き
路
線
と
し

て
の
意
志
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
将

来
、
整
備
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
を
高
速
自
動

車
国
道
と
し
て
建
設
を
具
体
化
す
べ
き
も
の
と

な
る
た
め
、
基
本
計
画
を
策
定
す
る
区
間
に
つ

い
て
は
、
同
時
に
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
に

指
定
す
る
こ
と
が
妥
当
な
運
用
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
基
本
計
画
の
決
定
と
路
線
指
定
は
同
時

に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

③

整
備
計
画

整
備
計
画
は
、
路
線
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
が
、
基
本

計
画
に
基
づ
き
、

･1

経
過
す
る
市
町
村
名

…蛆

車
両
数

(区
間
に
よ
り
異
な
る
と
き
は
、

区
間
ご
と
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。)

餌

設
計
速
度

(区
間
に
よ
り
異
な
る
と
き
は
、

区
間
ご
と
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。)

罰

連
結
位
置
及
び
連
結
予
定
施
設

v

工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額

,W

そ
の
他
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
国
幹
審
の
議
を
経
て
定
め
る
も
の

で
あ
り
、
基
本
計
画
よ
り
き
め
の
細
か
い
事
業

計
画
を
定
め
る
も
の
で
あ
る

(高
速
自
動
車
国

道
法
第
五
条
、
同
法
施
行
令
第
二
条
)。

五

道
路
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
の

政
策
的
な
法
律

1

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
関
す
る
法
律

①

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
関
す
る
法
律
の
中

で
最
も
基
本
的
な
法
律
は
、
道
路
整
備
緊
急
措

置
法
で
あ
る
。
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
は
全
五

条
の
法
律
で
あ
り
、
法
律
と
し
て
は
極
め
て
短

い
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
道
路
整
備
に
非

常
に
重
要
な
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
条
は
、
｢道
路
を
緊
急
か
つ
計
画
的
に

整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
交
通
の
安
全
の

確
保
と
そ
の
円
滑
化
を
図
る
と
と
も
に
、
生
活

環
境
の
改
善
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健

全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
｣
と
、
道
路
整
備
緊
急
措
置

法
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
二
条
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
策
定

に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
建
設
大
臣
は
、
昭
和

六
三
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
け
る
道
路
の
整

備
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
閣
議
の
決
定
を

求
め
る
こ
と
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い

て
は
、
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
整
備
の
目

標
及
び
道
路
整
備
の
事
業
の
量
を
定
め
る
こ
と

等
の
内
容
及
び
作
成
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
道
路
整
備
の
進
捗
は
道
路
整
備
五
箇
年
計

画
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
現
在
の
第
m
次

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
は
昭
和
六
三
年
五
月
二

七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
の
行

う
単
独
事
業
等
を
含
め
て
総
額
五
三
兆
円
を
道

路
整
備
に
投
資
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(表

2
参
照
)。

第
三
条
は
、
道
路
整
備
費
の
財
源
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
。
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ

く
道
路
整
備
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
財
源

醇
)
緘
の
汗
型
回
帰
付
S
響
鰭
湖
密
事
獸
賤
付
掛
が
0

道路法



に
つ
い
て
は
、
揮
発
油
税
の
全
額
及
び
石
油
ガ

ス
税
の
二
分
の
一
を
こ
れ
に
充
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
特
定
財
源

制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
財
政
の
許

す
範
囲
に
お
い
て
一
般
財
源
の
線
入
等
必
要
な

財
源
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

第
四
条
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ

く
道
路
整
備
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の

割
合
の
特
例
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
昭
和
六

三
年
度
以
降
五
箇
年
計
画
に
お
け
る
地
方
公
共

団
体
に
対
す
る
道
路
の
改
築
ま
た
修
繕
に
関
す

る
国
の
負
担
金
の
割
合
又
は
補
助
金
の
率
に
つ

い
て
は
、
道
路
法
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

改
築
に
つ
い
て
は
四
分
の
三

(土
地
区
画
整
理

事
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
分
の
二
)、

修
繕
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
の
範
囲
内
で
政
令

で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
、
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
施
行
令
に
お
い

て
具
体
的
に
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
条

は
、
道
路
法
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
の
負
担

金
又
は
補
助
の
割
合
を
嵩
上
げ
す
る
こ
と
に
よ

り
道
路
整
備
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

第
五
条
は
、
昭
和
六
〇
年
に
追
加
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

昭
和
六
三
年
度
以
降
五
箇
年
間
は
、
毎
年
度
、

一
定
の
地
方
道
路
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
財

源
に
充
て
る
た
め
、
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付

金
を
交
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

②

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
関
す
る
法
律
と
し

て
は
、
そ
の
他
道
路
整
備
特
別
会
計
法
が
あ
る
。

道
路
整
備
特
別
会
計
法
は
、
道
路
整
備
緊
急
措

置
法
と
同
時
施
行
さ
れ
た
法
律
で
、
揮
発
油
税

の
全
額
及
び
石
油
ガ
ス
税
の
二
分
の
一
の
額
を

道
路
整
備
の
た
め
の
特
定
財
源
と
し
た
の
に
伴

い
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
中
の
道
路
整
備
事

業
に
関
す
る
政
府
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め

特
別
会
計
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
た
ほ
か
、

特
別
会
計
の
管
理
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
。

2

特
別
な
道
路
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
律
等
は
、
北
海
道
、

積
雪
寒
冷
地
域
、
奥
地
等
特
別
な
事
情
の
存
す
る
地

域
に
あ
る
道
路
、
あ
る
い
は
交
通
安
全
施
設
、
共
同

溝
等
道
路
の
う
ち
の
特
別
な
施
設
等
の
整
備
を
促
進

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

①

道
路
法
第
八
十
八
条
に
基
づ
く
道
等
の
特
例

道
路
法
第
八
十
八
条
に
お
い
て
は
、
道
の
区

域
内
の
道
路
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割

合
の
嵩
上
げ
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の

割
合
以
上
の
負
担
割
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
建

設
大
臣
は
道
路
管
理
者
の
権
限
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
行
う

(権
限
代
行
)
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
北
海
道
の
よ
う
に
、

自
然
的
条
件
が
悪
く
、
資
源
の
開
発
の
必
要
の

あ
る
地
域
に
お
い
て
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政

的
能
力
が
弱
く
、
国
が
積
極
的
に
助
成
す
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
条
第
一
項
前
段
は
、
右
の
趣
旨
に
基
づ
き
、

i
道
路
に
関
す
る
費
用
を
全
額
負
担
す
る
こ
と
、

祖
道
路
法
に
規
定
す
る
負
担
割
合
ま
た
は
補
助

率
以
上
の
負
担
又
は
補
助
を
行
う
こ
と
、
趙
道

路
法
に
規
定
す
る
以
外
の
負
担
ま
た
は
補
助
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
i
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
は

道
路
法
施
行
令
に
該
当
す
る
規
定
が
な
く
、
は

に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
第
三
十
一
条
及

び
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ま
た
、
m
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
第
三

十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
三
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
路
法
施
行
令
第
三
十
一
条
は
、
道
の
区
域

内
の
国
道
に
つ
い
て
国
の
負
担
割
合
の
特
例
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
。

同
令
第
三
十
二
条
は
、
い
わ
ゆ
る
開
発
道
路

に
つ
い
て
道
路
法
第
四
十
九
条
の
例
外
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。
開
発
道
路
と
は
、
道
道
及
び



道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
で
、
建
設
大
臣
が
開

げ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
述
べ
る
。

収
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

発
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
し
た
も

道
路
法
第
八
十
八
条
第
一
項
後
段
は
、
地
勢
、

②

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お

の
で
あ
る
。
開
発
道
路
に
指
定
さ
れ
る
と
、
本

条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
同
令
第
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
、
新
設
、
改
築
等
の
道
路
管
理
権

限
の
一
部
が
建
設
大
臣
に
よ
り
代
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三
は
、
道
路
法
第

五
十
六
条
の
規
定
に
対
す
る
特
例
で
あ
る
。

以
上
の
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
嵩
上

道

癈顯耐寸運輸大臣-
(第 3条)

L積雪寒冷特
華

道路交通確保五箇年計轢作成 (建設大臣) !
(第 4条)

閣議
平 通知 圓係都道府県知事l

国の負担又は補助の割合の特例

図 3 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する
特別措置法のしくみ

道
路
法
第
八
十
八
条
第
一
項
後
段
は
、
地
勢
、

気
象
等
の
自
然
的
条
件
が
悪
く
、
か
つ
、
資
源

の
開
発
が
充
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
内
の

道
路
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

国
は
、
道
の
区
域
内
の
道
路
に
つ
い
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
費
用
の
負
担
又
は

補
助
の
特
例
措
置
と
同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
道
路
を
指
定

す
る
政
令
が
未
制
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

規
定
は
現
在
機
能
し
て
い
な
い
。

同
条
第
二
項
で
は
、
建
設
大
臣
は
、
国
が
道

の
区
域
内
の
道
路
に
つ
い
て
、
新
設
又
は
改
築

に
要
す
る
費
用
に
あ
っ
て
は
四
分
の
三
以
上
で
、

維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
に

あ
っ
て
は
二
分
の
一
以
上
で
政
令
で
定
め
る
割

合
以
上
の
負
担
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
国
の

利
害
に
特
に
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
の
権
限
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
第
三
十
三
条

及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
開
発
道
路
に
係
る
占
用
料
等
の
徴
収

に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
三
十
九
条
等
に
規
定

す
る
条
例
は
不
要
で
あ
り
、
条
例
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
、
開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴

②

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の

確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(図
3
参
照
)

積
雪
寒
冷
の
度
が
特
に
は
な
は
だ
し
い
地
域

に
お
け
る
道
路
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該

地
域
内
の
道
路
に
つ
き
、
除
雪
、
防
雪
及
び
凍

雪
害
の
防
止
に
つ
い
て
特
別
の
措
置
を
定
め
た

も
の
で
、
積
雪
寒
冷
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振

興
と
、
民
生
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
建
設
大
臣
は
、
指
定
し
た
路
線

に
つ
い
て
、
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確

保
五
箇
年
計
画

(現
行
計
画
は
昭
和
六
三
年
度

か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
、
表
2
参
照
)
を
作
成

し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
除
雪
に
関
す

る
事
項
、
防
雪
に
関
す
る
事
項
、
凍
雪
書
の
防

止
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
国
の
負
担

ま
た
は
補
助
の
割
合
の
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い

る
o

③

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(図
4
参
照
)

奥
地
等
に
お
け
る
産
業
の
総
合
的
な
開
発
の

基
盤
と
な
る
べ
き
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
の
整

備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
格
差
を

是
正
し
、
民
生
の
向
上
と
国
民
経
済
の
発
展
に



寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
建
設
大

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
立
体
交
差
化

⑤

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急

臣
は
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
を
作
成

又
は
構
造
の
改
良
等
が
必

で
あ
る
と
心
め
ら

日

ヌ
6

多
照

I｢奥地等一
宇

指定 (政令) 1

l奥地等産業開発道路の指定 (建設大臣) I 憲見聴取1駕鱒蓬‐鱒翼鷺蚤

-奥地雛樂攣道路整備計画案の作成 (建設大臣) - 意見聴取
道路審議会-奥地雛樂攣道路整備計画案の作成 (建設大臣) - 意見聴取
道路審議会

　
閣 議 蒸 定 ｣ 通 知

I関係都道府県知事l

　
l国の負担又は補助の割合の特例　
図 4 奥地等産業開発道路整備臨時措置法

し
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
お
り

(表
2
参
照
)、
奥
地
等
産

業
開
発
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
国
の

負
担
割
合
又
は
補
助
率
は
政
令
で
特
別
の
定
め

を
な
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

④

踏
切
道
改
良
促
進
法

(図
5
参
照
)

踏
切
道
の
改
良
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
の
円
滑
化
に
寄
与

又
は
構
造
の
改
良
等
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
建
設
大
臣
等
が
改
良

の
方
法
を
定
め
て
指
定
す
る
。
指
定
さ
れ
た
踏

切
道
に
つ
い
て
、
平
成
三
年
度
以
降
の
五
箇
年

間
に
お
い
て
立
体
交
差
化
等
の
計
画
を
定
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
同
計
画
に
基
づ
く
事

業
に
関
す
る
補
助
等
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

鉄道事業者及び道路管理者によ
(第 5条) ‐ . 滲 彗、…)… l民鉄事業者こ国 .地方公共団体の補助 l q 口る改良の実施

お 画
費用の負担協議 (第6条第 1項) (第 7条) い に

*平成3年度以降五箇年間“こおし 撤 良す 狡 が必要と認められる踏切道を指定するo K琴
み

運輸大臣及び建設大臣に立体
差化計画 ･構造改良計画の提出

運輸大臣及び建設大臣の指定

㈲

岡

翁

良

く

1

1

5

改
し

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

第

何
仕

第

は

卿

に

進

o踏切保安設備の整備関係

鉄道事業者による改良の実施 (第 5条)

費用の負担鉄 道事業者 (第6条第 2項)

民鉄事業者に国 ･地方公共団体の補助

　願　　　

措
置
法

(図
6
参
照
)

交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
る
道
路
そ
の
他
緊

急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
道

路
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
計
画
の
も
と
に
交
通

安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
交
通
環
境
の
改
善
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
は
、

第
一
に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
行
う
信
号

機
、
道
路
標
識
ま
た
は
道
路
標
示
の
設
置
並
び

に
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
関
す
る
事
業
、

第
二
に
、
道
路
管
理
者
が
行
う
横
断
歩
道
橋
の

設
置
、
歩
道
、
自
転
車
道
の
設
置
、
道
路
標
識
、

さ
く
、
街
灯
、
区
画
線
の
設
置
等
に
関
す
る
事

業
を
い
う
。
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
平
成
三
年

度
を
初
年
度
と
し
て
第
5
次
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
五
箇
年
計
画
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

(表
2
参
照
)

⑥

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(図
7
参
照
)

共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
特
別
の

措
置
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

道
路
の
掘
り
返
し
を
規
制
し
、
道
路
交
通
の
障

害
及
び
道
路
の
不
経
済
な
損
傷
を
防
止
す
る
た

め
、
大
都
市
に
お
け
る
特
定
の
道
路
に
つ
い
て
、

道
路
管
理
者
が
自
ら
共
同
溝
を
設
置
し
う
る
こ



と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
費
用
の
一
部
は
、
こ

れ
ま
で
掘
り
返
し
を
し
て
き
た
ガ
ス
、
水
道
等

の
地
下
占
用
工
事
の
起
業
者
で
あ
る
関
係
公
益

　
　　

路

い
に

道
つ
業

発
に
事

開
道
備

　　
　

う

一
設

の

、
施
案

道
道
金
の

村
県
安
画

町
府
通
計

市
道
交
る

、迫のうちの開発道路、 都 士叶] 髻′閉費繕膨サ込ノ、
道 路 管 理 者 道府県道、 一般国道についての 川州利通、開窕迫胎を隊、′

についての交通安全施設等都道府県公安委員会 交通安全施設等整備事業に関ず
整備事業に関する計画の案る計画の案

(第 4条) (第 3条)

事
業
者
に
負
担
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
は
道
路

管
理
者
の
負
担
分
に
つ
い
て
一
定
の
割
合
で
補

助
し
、
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
公

鱗蚤難解詳割(閣議決定)
条

等
画

条

7

設
計

8

第

施
施

第

(

全
実

(

の

道 路 管 理 者 特定交通安全施設等
都道府県公安委員会 整備事業の実施計画

特定交通安全施設等 特定交通安全施設等整備事業以外の地方
整備事業の実施 単独交通安全施設等整備事業の実施

(第 9条)
* 平成 3度以降の五箇年間の計画
* * 特定交通安全施設等整備事業…交通安全施設等整備事業でこれらに要する費用の全部又は一部

を国が負担し、 又は補助するもの。

図 6 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法のしくみ

益
事
業
者
は
道
路
管
理
者
の
許
可
を
得
て
共
同

溝
を
占
用
し
う
る
。

⑦

自
転
車
道
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

自
転
車
道
の
整
備
等
に
関
し
必
要
な
措
置
を

定
め
、
交
通
事
故
の
防
止
と
交
通
の
円
滑
化
に

寄
与
し
、
併
せ
て
国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
国
及
び

地
方
公
共
団
体
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

建
設
大
臣
は
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い
て

自
転
車
道
の
計
画
的
整
備
の
促
進
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
規
定
し
て
い
る
。

⑧

道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律

道
路
法
で
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
対
象
と

な
ら
な
い
道
路
の
修
繕
工
事
に
つ
い
て
、
そ
の

緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
当
分
の
間
そ
の
費
用
の

一
部
を
補
助
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。
戦

後
、
道
路
の
荒
廃
が
は
な
は
だ
し
く
、
地
方
公

共
団
体
の
負
担
だ
け
で
は
、
こ
れ
を
復
旧
整
備

さ
せ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

3

有
料
道
路
に
関
す
る
法
律

道
路
は
国
民
一
般
の
生
活
と
密
接
に
関
連
し
、
そ

の
基
本
的
要
件
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
近
代
国
家
で

は
経
済
活
動
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
不
可
欠
な
施
設

(第 9条)

総合交通安全施設等整備事業五箇年計画

(第4条)

建 設 大 臣
国家公安委員会

特定交通安全施設等整備事 * *

業を実施すべき道路の指定

(第 6条)

道路法関係法概説



)

卷

　　3

読

取

鍋

　

　

意

定　
　　

道

(

備

示

整

公

溝

の

同

擬

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
路
の
建
設
及
び
管
理
は

行
政
主
体
で
あ
る
国
･
地
方
公
共
団
体
の
責
任
に
属

し
、
租
税
等
の
一
般
財
源
を
充
当
す
る
公
共
事
業
と

し
て
行
わ
れ
、
建
設
さ
れ
た
道
路
は
無
料
で
一
般
交

通
の
用
に
供
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る

(道
路
無
料

公
開
の
原
則
)。
し
か
し
、
我
が
国
の
道
路
は
、
馬

車
交
通
の
時
代
が
な
か
っ
た
た
め
極
め
て
貧
弱
で
あ

り
、
ま
た
、
明
治
以
降
鉄
道
優
先
主
義
が
と
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
そ
の
整
備
が
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
昭
和
二
九
年
度
か

ら
第
一
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
発
足
し
、
本
格

的
な
道
路
整
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
限

ら
れ
た
一
般
財
源
に
よ
る
公
共
事
業
費
の
み
で
は
と

て
も
激
増
す
る
道
路
交
通
需
要
に
対
処
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
租
税
等
に
よ
る
一
般
会
計
歳
入
で
は

必
要
と
さ
れ
る
道
路
事
業
の
た
め
の
費
用
は
と
て
も

ま
か
な
え
な
い
と
い
う
実
情
に
か
ん
が
み
て
、
昭
和

理
管理費用の負担(2l)

図 7 共同溝の整備等に関する特別措置法のしくみ

を
た
者

者

請
れ
業

定

申
さ
事
i
i
li
予

　　　

　
　　

･
ジー占用予定者の確利

(20) ;
　

申
公

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

作

成

共

同

溝

整

備

計

画

可

I

許

そ

用

=

占

劉管理規程(11‐I )

手

了

着

完

の

の

設

設

建

建

二
七
年
旧
道
路
整
備
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
、
国

又
は
地
方
公
共
団
体
が
道
路
を
整
備
す
る
に
当
た
り
、

財
源
不
足
を
補
う
方
法
と
し
て
借
入
金
を
用
い
、
完

成
し
た
道
路
か
ら
通
行
料
金
を
徴
収
し
て
そ
の
返
済

に
充
て
る
と
い
う
方
法
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
有
料
道
路
制
度
を
本
格
的
に
認
め
る
も

の
で
あ
り
、
揮
発
油
税
等
の
道
路
特
定
財
源
制
度
、

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
に
基
づ
く
道
路
整
備
五
箇
年

計
画
と
並
ん
で
道
路
整
備
事
業
の
進
展
に
大
き
く
寄

与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
三
一
年
に
旧
道
路
整
備
特
別
措
置

法
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
現
行
の
道
路
整
備
特
別

措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
日
本
道
路

公
団
が
設
立
さ
れ
て
本
格
的
な
有
料
道
路
時
代
を
迎

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
有
料
道

路
は
表
3
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち
第
八
条
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
の
行
う
有
料
道

路
以
外
は
、
日
本
道
路
公
団
等
が
本
来
の
道
路
管
理

者
の
権
限
を
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
代
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
は
一
定
の
も

の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る

(第
六
条
の
二
等
に
よ
り
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
規
定
の
な
い
も
の
は
本
来
の
道
路
管
理

者
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
。)。

有
料
道
路
に
関
す
る
法
律
と
し
て
は
、
こ
の
他
各

建設の希望申立(5-n )

意見聴取(3‐m

都道府県公安委員会



表 3 有料道路制度

会薬事 日 本 道 路 公 団 首都高速道路公団 阪神高速活路公団 本州四国連絡橋公団 地 方 道 路 公 団 道路管理者

対

象

道

路

般有料繊 高速自動車国道 首都高速道路 阪神高速道路 本州四国連絡道路 徹有料繊 指定都市高速道路 機有料鯛
冊艘国道又は国に特に利害があ
ると認められる都道府県道若し
くは指定市道
(◎3 D

高速自動車国道
(@ 2の2)

東京都の区の存す
る区域及びその周
辺の地域における
自動車専用道路で
都市計画において
定められたもの
(@ 7の2 I,
⑤29 1①)

大阪市の区域及び
神戸市の区域並び
にそれらの区域の
問及び周辺の地域
における自動車專
用繊瑯柵画
において定められ
たもの (@ ?の2
11, ◎29 I①)

一般国道で本州と四
国を連絡するもの
(@ 7の7;

④29 I①)

都道府県道、市
町村遺又は地域
の利害に特に関
係があると認め
られる一般国道
(◎7の12 D

政令で指定する人
口50万以上の市
の区域及びその周
辺の地域における
自動車専用道路で
都市計画において
定められたもの
(⑯7の M I)

都道府県道又は
市町村道
く◎8 D

認
可
等

建設大臣の許可
(◎3 D

建設大臣による整備計画に基づ
く施行命令
(@ 2の2)

建設大臣が定める
基村計画による指
示 (◎30 1, @ 7
の2 I)

建設大臣が定める
基本計画による指
示 (◎30 I, @ 7
の2 n )

磁設大臣が定める基
本計画による指示
(④30 I,⑯7の7)

建騨設大臣の許可
(⑯7の12 I)

建設大臣の許可
(⑯7の14 I)

建設大臣の許可
(⑯8 D

権
限
代
行
の
内
容

･道路区域の決定 ･変更
･兼用工作物の管理についての
協議

･工事原因者に対する工事施行
命令

･附帯工事の施行
･道路管理者以外の者の行う工
事の承認

･道路と鉄道との交差について
の協議
･道路の占用の許可等
･沿道区域における土地等の管
理者に対し必要な措置を議ず
べきことを命ずること

･監督処分等
･道路予定地における土地の形
態の変更等の許可

等

･道路区域の決定 ･変更
･兼用工作物の管理についての
協議
･高速自動車国道と鉄道との交
差についての協議
･特別沿道区域における建築物
等の所有者等に対し必要な措
置を命ずること。
･出入の制限等に違反した者に
対し必要な措置を命ずること

･工事原因者に対する工事施行
命令

･附帯工事の施行
･道路管理者以外の者の行う工
事の承認

:鞭勝琴の許可等
･道路予定地における土地の形
態の変更等の許可

等

日本通路公団の一
般有料道路と同じ
(◎7の6)

日本通路公団の一
般有料道路と同じ
(@ 7の 6)

日本道路公団の一般
有料道路と同じ
く◎7の11)

日本道路公団の
一般有料道路と
同じ
(⑯7の19)

日本道路公団の一
般有料道路と同じ
(@ 7の 19)

備
考
I
供
用
延
長

(
3
･
4
･
1
現
在
)

659.5 k工n 4869.4 k江n 220.o k工n 152.8 kヱn 107.4 kコm 1105‐6k工n 92･4 k]m 390‐4 k工n

◎･｢道路盤備特別措置法 ◎÷首都高速道路公団法 ◎-阪神高速道路公団法 ④÷本州四国連絡橋公園法
燠
繕
期



公
団
法
、
地
方
道
路
公
社
法
及
び
東
京
湾
横
断
道
路

の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

4

地
域
特
別
に
関
す
る
法
律

道
路
整
備
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
地
域
に
お
け
る

開
発
の
促
進
等
を
図
る
う
え
で
重
要
な
も
の
で
あ
る

た
め
、
各
種
の
地
域
特
例
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て

特
別
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、

国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
を
通
常
の
国
の
負
担

ま
た
は
補
助
の
割
合
に
比
べ
嵩
上
げ
す
る
も
の
が
大

部
分
で
あ
る
。
こ
の
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合

の
嵩
上
げ
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
国
の
負
担
ま
た

は
補
助
を
一
定
の
割
合
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
補
助
率
差
額
と
い
わ
れ
る
も
の

で
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
指
数
等
に
基
づ
き
地
方

公
共
団
体
ご
と
に
一
定
の
割
合
を
算
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
他
、
事
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
権
限

代
行
に
よ
り
事
業
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
法
律
が

あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
説

明
す
る
。

へ
一
定
割
合
に
引
き
上
げ
る
も
の
〉

国
の
負
担
ま
た
は
補
助
を
一
定
の
割
合
に
引
き
上

げ
る
も
の
に
は
、
次
の
①
か
ら
⑥
の
法
律
が
あ
る
。

負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
の
嵩
上
げ
の
内
容
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
各
法
律

補
助
の
割
合
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
道
路
が
対
象
と
な
る
か
に

4

新
東
京
国
際
空
港
周
辺

用
の
た
め
の

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

①

沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法

沖
縄
県
知
事
が
案
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大

臣
が
決
定
す
る
沖
縄
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く

道
路
事
業
に
関
し
て
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の

割
合
の
特
例
が
あ
る
。

ま
た
、
本
法
に
お
い
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発

計
画
に
基
づ
い
て
行
う
県
道
ま
た
は
市
町
村
道

の
新
説
ま
た
は
改
築
で
、
建
設
大
臣
が
沖
縄
開

発
庁
長
官
に
協
議
し
て
指
定
し
た
区
間
に
係
る

も
の
は
、
建
設
大
臣
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
、
権
限
代
行
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

②

離
島
振
興
法

内
閣
総
理
大
臣
が
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

を
指
定
す
る
。
指
定
さ
れ
た
場
合
、
関
係
都
道

府
県
知
事
が
離
島
振
興
計
画
を
作
成
し
、
内
閣

総
理
大
臣
が
離
島
振
興
計
画
を
定
め
る
。
離
島

振
興
計
画
に
基
づ
く
道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、

道
路
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
国
の
補
助
に

つ
い
て
の
特
例
が
あ
る
。

③

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

鹿
児
島
県
知
事
が
案
を
作
成
し
、
内
閣
総
理

大
臣
が
決
定
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
に

基
づ
く
道
路
事
業
に
関
し
て
国
の
負
担
ま
た
は

④

新
東
京
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の

財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

千
葉
県
知
事
が
案
を
作
成
し
、
自
治
大
臣
及

び
主
務
大
臣
が
協
議
し
て
決
定
す
る
空
港
周
辺

地
域
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
道
路
事

業
に
関
し
て
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
が
あ
る
。

⑤

水
源
地
対
策
特
別
措
置
法

都
道
府
県
知
事
の
申
し
出
に
基
づ
き
内
閣
総

理
大
臣
が
水
源
地
域
を
指
定
す
る
と
、
都
道
府

県
知
事
が
水
源
地
域
整
備
計
画
の
案
を
作
成
し
、

内
閣
総
理
大
臣
が
水
源
地
域
整
備
計
画
を
決
定

す
る
。
政
令
で
指
定
さ
れ
た
指
定
ダ
ム
の
建
設

に
対
応
す
る
、
水
源
地
域
整
備
計
画
に
基
づ
く

道
路
整
備
事
業
に
つ
い
て
補
助
率
の
特
例
が
あ

る
が
、
ダ
ム
の
指
定
年
次
に
よ
り
補
助
率
は
異

な
る
。

⑥

琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法

滋
賀
県
知
事
が
案
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大

臣
が
決
定
す
る
琵
琶
湖
総
合
開
発
計
画
に
基
づ

く
道
路
事
業
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
、
法
律
の

本
則
に
お
い
て
は
特
例
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い

が
、
附
則
に
お
い
て
、
道
路
法
附
則
第
二
項
等

の
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
を
引
き
下
げ

る
規
定
を
適
用
し
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
実
際

上
は
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
を
嵩
上
げ



し
て
い
る
。

へ補
助
率
差
額
〉

次
に
、
い
わ
ゆ
る
補
助
率
差
額
と
い
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
分
類
に
は
、
次
の
⑦
;
⑪
の
法
律
が

該
等
す
る
。
な
お
、
補
助
率
差
額
に
つ
い
て
は
、
通

常
の
国
の
補
助
と
異
な
り
翌
年
度
交
付
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

⑦

後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係

る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律

適
用
団
体
の
行
う
一
定
の
道
路
事
業
に
つ
い

て
は
、
通
常
の
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
に
、

財
政
力
指
数
等
を
勘
案
し
た
算
式
に
よ
り
得
ら

れ
た
数
を
乗
じ
た
も
の
を
国
の
負
担
又
は
補
助

の
割
合
と
し
て
い
る
。

⑧

新
産
業
都
市
建
設
及
び
工
業
整
備
特
別
地
域

整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律

新
産
業
都
市
建
設
基
本
計
画
ま
た
は
工
業
整

備
特
別
地
域
整
備
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
う

一
定
の
道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
国
の

負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
に
、
財
政
力
指
数
等

を
勘
案
し
た
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
を
乗
じ

た
も
の
を
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
と
し

て
い
る
。

⑨

産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法

産
炭
地
域
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
地
区
内
に

お
け
る
一
定
の
道
路
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、

過
疎
地
域
に
お
け
る
基
幹
的
な
市
町
村
道
で

通
常
の
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
に
、
財

建
設
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の
新
設
及
び
改

政
力
指
数
等
を
勘
案
し
て
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

た
数
を
乗
じ
た
も
の
を
国
の
負
担
ま
た
は
補
助

の
割
合
と
し
て
い
る
。

⑩

首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備

地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律

首
都
圏
近
郊
整
備
地
帯
整
備
計
画
等
に
基
づ

い
て
行
う
一
定
の
道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
通

常
の
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
に
、
財
政

力
指
数
等
を
勘
案
し
た
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
た

数
を
乗
じ
た
も
の
を
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合

と
し
て
い
る
。

⑪

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及

び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

明
日
香
村
整
備
計
画
に
基
づ
く
一
定
の
道
路

事
業
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
首
都
圏
、
近

畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備

の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
例
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

へ権
限
代
行
〉

権
限
代
行
に
よ
り
事
業
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る

も
の
に
は
⑫
5
⑮
の
法
律
が
あ
り
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
。

⑫

過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法

建
設
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の
新
設
及
び
改
築

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
都
道

府
県
過
疎
地
域
活
性
化
計
画
に
基
づ
い
て
都
道

府
県
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑩

山
村
振
興
法

振
興
山
村
に
お
け
る
基
幹
的
な
市
町
村
道
で

建
設
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の
新
設
及
び
改
築

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
て
内

閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
山
村
振
興
計
画

に
基
づ
い
て
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑭

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
基
幹
的
な
市
町
村

道
で
建
設
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
改
築
に
つ

い
て
は
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
内
閣
総
理
大
臣

が
決
定
す
る
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
に
基
づ

い
て
道
府
県
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑮

半
島
振
興
法

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
基
幹
的

な
市
町
村
道
で
建
設
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の

新
設
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事

が
作
成
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る

半
島
振
興
計
画
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
が
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
半
島
循
環
道
路

(建
設
大
臣
が
指

定
)
に
つ
い
て
は
、
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
施



行
令
第
五
項
に
よ
る
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の

割
合
の
引
き
下
げ
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

六

公
団
等
に
関
す
る
法
律

①

公
団
法
及
び
地
方
道
路
公
社
法

道
路
に
関
す
る
公
団
と
し
て
は
、
日
本
道
路

公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
首
都
高
速
道

路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
組
織
法
た
る
公
団
法
を
有
す
る
。
各
公
団

法
に
お
い
て
は
、
法
人
格
、
事
務
所
、
資
本
金

等
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、
役
員
に
つ
い
て
の

規
定
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
事
務
の
範
囲
、
公

団
の
財
務
及
び
会
計
等
に
つ
い
て
の
規
定
を
有

し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
公
団
法
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い

が
、
各
公
団
の
設
立
の
経
緯
に
ふ
れ
て
お
く
。

日
本
道
路
公
団
法
は
、
前
述
の
よ
う
に
昭
和

三
一
年
に
、
現
行
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
と

同
時
に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
日
本
道
路

公
団
が
設
立
さ
れ
た
。
日
本
道
路
公
団
の
設
立

は
、
事
業
の
効
率
的
運
営
を
図
る
と
と
も
に
広

く
民
間
の
余
裕
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
後
、
有
料
道
路
は
公

団
に
よ
る
建
設
方
式
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

続
い
て
、
昭
和
三
四
年
に
首
都
高
速
道
路
公

団
法
が
制
定
さ
れ
、
首
都
高
速
道
路
公
団
が
設

立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
東
京
都
内
の
自
動
車
交

通
の
急
激
な
発
達
に
よ
り
、
東
京
都
を
中
心
と

す
る
区
域
内
に
都
市
高
速
道
路
を
建
設
す
る
必

要
性
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
日
本
道
路
公

団
の
ほ
か
に
新
公
団
を
設
立
し
た
の
は
、
第
一

に
首
都
高
速
道
路
の
建
設
予
定
地
は
市
街
地
内

の
家
屋
密
集
地
域
で
あ
り
、
用
地
補
償
等
相
当

困
難
な
特
殊
の
問
題
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
、
第

二
に
、
首
都
高
速
道
路
の
建
設
は
東
京
都
の
施

行
す
る
街
路
事
業
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
点
で
東
京
都
と
連
絡
を
密
に
す
る
必

要
が
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
新
公
団
を
設
立

し
て
民
間
資
金
の
活
用
を
図
る
な
ど
資
金
調
達

に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な

ど
の
理
由
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
七
年
に

は
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
阪
神
地
域
の
都
市

高
速
道
路
の
建
設
に
あ
た
る
阪
神
高
速
道
路
公

団
が
設
立
さ
れ
た
。

昭
和
四
五
年
に
は
、
本
州
と
四
国
の
連
絡
橋

に
係
る
有
料
の
道
路
及
び
鉄
道
の
建
設
及
び
管

理
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
州
四
国
連

絡
橋
公
団
が
設
立
さ
れ
た
。
本
公
団
は
、
第
一

に
、
単
に
車
両
を
通
行
さ
せ
る
有
料
道
路
だ
け

で
な
く
、
鉄
道
も
兼
ね
た
道
路
、
鉄
道
橋
を
建

設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
世
界
的

に
も
大
規
模
な
橋
梁
を
建
設
す
る
た
め
精
密
か

つ
高
度
な
調
査
及
び
技
術
を
必
要
と
し
て
い
る

こ
と
の
二
点
で
他
の
公
団
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
道
路
公
社
の
設
立
、
運
営
等
に

つ
い
て
規
定
す
る
法
律
と
し
て
地
方
道
路
公
社

法
が
あ
る
。
地
方
道
路
公
社
は
、
都
道
府
県
及

び
政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市

が
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
法
人
で
、
民
間

資
金
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ

る
。

②

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措

置
法東

京
湾
横
断
道
路
は
首
都
圏
の
広
域
的
幹
線

道
路
網
を
形
成
す
る
道
路
で
あ
り
、
東
京
湾
周

辺
地
域
に
お
け
る
交
通
の
円
滑
化
の
た
め
、
そ

の
早
期
整
備
が
期
待
さ
れ
て
い
る
大
規
模
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
整
備
の
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
民
間

の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用

し
、
国
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、
早
期
に
事
業

着
手
す
る
た
め
、
民
活
新
方
式
に
よ
る
こ
と
と

し
、
昭
和
六
一年
に
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設

に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
公
布
･
施
行
さ
れ
た
。

本
法
に
基
づ
き
、
東
京
湾
横
断
道
路
は
、
以

下
の
方
式
で
事
業
が
推
進
さ
れ
る
(図
8
参
照
)。



図 8 東京湾横断道路の事業の方式
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公
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建

運

ノ
増

出資金
(民間、地方公共団体、公団)
社債発行限度の特例

政府の債務保証
道路開発資金等 　

　
　注

発

i

日
本
道
路
公
団
が
、
東
京
湾
横
断
道
路
に

つ
い
て
、
建
設
大
臣
よ
り
、
新
設
し
、
料
金

を
徴
収
す
る
許
可
を
受
け
る
。

…n

日
本
道
路
公
団
は
、
東
京
湾
横
断
道
路
の

建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と

を
主
た
る
目
的
と
す
る
株
式
会
社

(以
下

｢会
社
｣
と
い
う
。)
と
建
設
大
臣
の
許
可
を

受
け
て
協
定
を
結
ぶ
。

…m

基
本
的
な
調
査
及
び
設
計
、
計
画
調
整
、

敷
地
の
取
得
等
に
つ
い
て
は
、
公
団
が
調
達

し
た
資
金
に
よ
り
日
本
道
路
公
団
が
実
施
す

る
。

鮒

会
社
は
、
協
定
に
基
づ
き
、
資
金
を
調
達

し
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
新
設
に
関
す
る
工

事
及
び
そ
の
準
備
行
為
の
う
ち
日
本
道
路
公

団
が
実
施
す
る
以
外
の
も
の
を
実
施
す
る
。

v

会
社
は
、
完
成
し
た
施
設
を
日
本
道
路
公

団
に
引
き
渡
す
。

.閉

日
本
道
路
公
団
は
、
協
定
に
基
づ
き
、
東

京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
要
し
た
費
用
を
供

用
後
長
期
間
に
分
割
し
て
、
料
金
収
入
等
に

よ
り
会
社
に
支
払
う
。

湖

供
用
後
の
維
持
、
修
繕
等
の
管
理
は
、
新

た
に
日
本
道
路
公
団
と
会
社
が
結
ぶ
管
理
協

定
に
基
づ
き
、
会
社
が
行
う
。

ま
た
、
大
規
模
な
公
共
的
事
業
を
、
民
間
会
社
が

資
金
の
大
部
分
を
民
間
か
ら
の
調
達
に
よ
っ
て
実
施

す
る
と
い
う
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
資
金
の
無
利
子

貸
し
付
け
、
社
債
発
行
限
度
額
の
特
例
、
政
府
の
債

務
保
証
等
の
特
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

七

そ
の
他
の
法
律

①

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(図
9
参
照
)

道
路
交
通
騒
音
の
著
し
い
幹
線
道
路
の
沿
道

に
つ
い
て
、
こ
の
騒
音
に
よ
っ
て
生
ず
る
障
害

を
防
止
し
、
あ
わ
せ
て
適
正
か
つ
合
理
的
な
土

地
利
用
を
図
り
、
も
っ
て
円
滑
な
道
路
交
通
の

確
保
と
良
好
な
市
街
地
の
形
成
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
こ
の
法
律
は
、
沿
道
整
備
道

路
の
指
定
、
沿
道
整
備
計
画
の
決
定
等
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
沿
道
の

整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
緩
衝
建
築
物
の
建
築

等
に
要
す
る
費
用
を
道
路
管
理
者
が
負
担
す
る

等
の
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。

②

軌
道
法

一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
た
め
敷
設
す
る
軌

道
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
軌
道
は
原
則
と
し

て
道
路
に
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

ま
た
そ
の
際
主
務
大
臣

(建
設
大
臣
及
び
運
輸

大
臣
)
の
特
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
そ
の
他
軌
道
事
業
者
の
道
路
の
維
持
修
繕

道路法関



義
務
、
事
業
経
営
に
対
す
る
監
督
等
に
つ
い
て

規
定
を
お
い
て
い
る
。

③

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客

定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
い
影
響
を
受

け
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
係
る
影
響

の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
般
旅

客
定
期
航
路
事
業
等
の
再
編
成
、
一
般
旅
客
定

期
航
路
事
業
を
営
む
者
に
対
す
る
助
成
及
び
離

職
者
の
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

④

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収

入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
亮
払
収

入
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
の
資
金
の
一
部
を
運

用
し
、
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、

国
の
融
資
に
関
す
る
特
別
措
置
を
講
ず
る
と
と

も
に
当
該
資
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
等
を
規

定
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
N
T
T
株
式
売
払
収
入
の
一

部
を
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計

を
経
由
し
て
産
業
投
資
特
別
会
計
社
会
資
本
整

備
勘
定
に
繰
り
入
れ
、
そ
の
資
金
を
A
、
B
、

C
の
三
タ
イ
プ
の
事
業
に
対
し
て
無
利
子
貸
付

け
す
る
制
度
で
あ
る
(表
4
参
照
)。

の日 r｣ ･知事の指定
･建設大臣の承認
･道路管理者及び関係市町村との協議

L一･都道府県公安委員会の意見聴取
〈指定要件〉- (高速自動車国道及び都市計画に定めら

迫
量
音
合

た
通
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集
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交
通
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目
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市町村条例に基づく建築

　　
　　

　

　
　　　　
　

　　　　　　　　

｣""…建
鐵競芻倒

　　
　　　　　　　

　　　
　

　
　

の

ま

、

に

最
関
他

路

の
に
の

遣

さ
造
そ

接

低
す
の

鷹
野
帥
潴

　　
　　　　　

　　　

　　
　　　　　

　　

　　
　　　　　

備
度
高
機
地

②
③

4

行

.

.

.

策

け
輛

鞠

　
　

　

め

離
子

の

城

用

敷

　

　
　
　
　

　
　
　

II緩衝建築物の建築及びその敷地の整備

　
　
　　
　
　

　　
　
　
　
　
　

買
町

が
共
街
街
記
繁
る
理
造
よ

理
等

　　
　　　　　　　　　
　　　
　　

土
国

市

幹線道路の沿道の整備に関する法律のしくみ

条例により防音上の制限が定められた
場合
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表 4 N T T無利子貸付金制度の概要

タ
イ
プ

事 業 主 体 事 業 の 概 要 償還期間 償還方法等
補助金等の
交 付

A
･道路四公団
･地方道路公社

‐当該事業 (関｢
、 車掌を含

でユ5>満呈
" かり収愈

が生ずる公共
J-事業

(例)
･工業団地開発等
と一体的に行う
インターチェン
ジの整備

･駐車場を核とし
て行う関連公共
施設の一体的整
備

･ 20 年 (5
年以内の
据置期間
を含む。)
以内

･均等年賦
償還

なし

･均等半年
賦償還

･第三セクター

[菱壽
嶬廳]

･大規模都市開発
に関連して行う
公共施設整備

･コテージ等の収
益施設の周辺で
行う都市公園整
備

B

･地方公共団体
･住宅 ･都市整備
公団
･水資源開発公団
等

通常の公共事｢
業 ｣
･都市開発事業、
工業団地造成事
業等の地域開発
プロジェクトの
一環として一体
的かつ緊急に実
施する必要のあ
る公共事業

･ 10 年 (5
年の据置
期間を含
む。)

･均等年賦
償還

･償還時に
交付

C

･第三セクター
地方公共団体｢
またはその全
額出資 ･拠出
法人の出資 ･
拠出法人 ｣

[民活事業]
･民活法の特定施
設整備
(インテリジェ

ント ･ビル等)
･特定民間都市開
発事業として行
われる中核的施
設整備
(多目的ホール

等)
･リゾート施設整

億 等

･ 15 年 (3
年以内の
据置期間
を含む。)
以内

･大蔵大臣
が定める

な し

本
法
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
整
備
特
別
会
計

法
、
道
路
法
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
、
積
雪

寒
冷
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確
保
に
関
す

る
特
別
措
置
法
、
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に

道
路
、
河
川
等
の
公
共
土
木
施
設
が
災
害
に

⑤

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担

⑤
法 整

公 備
共 を
土 行

つ

関
す
る
緊
急
措
置
法
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の

た

遭
遇
し
た
際
、
そ
の
復
旧
を
よ
り
速
や
か
に
行

う
た
め
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
体
の
財
政
力

に
応
じ
た
国
の
負
担
を
定
め
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
、

鉄
道
事
業
法
や
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
整
備
の
促



進
に
関
す
る
法
律
、
都
市
計
画
に
関
す
る
都
市

計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
、
都
市
再
開
発
法

等
多
く
の
法
律
が
道
路
に
関
す
る
法
律
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
。

八

お
わ
り
に

以
上
、
道
路
に
関
す
る
法
律
の
概
要
を
ご
く
簡
単

に
解
説
し
た
が
、
最
後
に
、
道
路
に
関
す
る
国
の
負

担
ま
た
は
補
助
が
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
で
ど
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本

稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

道
路
事
業
に
関
す
る
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割

合
の
基
本
的
制
度
は
、
道
路
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
表
5
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
道
路
法
の
原
則
は
、
多
く
の
法
律

に
よ
り
そ
の
特
例
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
補
助
率
差

額
を
除
き
こ
れ
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。

,話
/‘
＼

'

′f
t、、

表 5 道路法に基づく国の負担又は補助の割合

道路の種類別等 管 理 の 内 容
国の負担または

補助の割合

一 般 国 道

新設または改築

を轆
瓣

規

規

大

大
行

(

の
施

行

行
事

施

施
知

臣

臣
県

大
J
大
府

設
く
設
道

建
除
建
都

鯉
鰓
鰓

淑
溌

維持
、

修繕その
他の管理

動
J
頌

理

知
永
練

旛

珠
を
膨
靱
善
地

剥
管
瀉
雑
滌
漱

函
づ
腕
逡
鞠
鞠

区
に
幽
鰍
醸
醸

定
定
定
規
定
定

指
親
指
の
指
指 繊

鯉

州

叙
し

秘
し

ソ

な

り
な

鰤聴灘都町
,

新設又は改築

鴬蓼方方地
地

要
要

主
主 鋤内

【狄
し

ソ
な

維持
、

修繕その
他の管理

しな

道路の調査
(第77条) 蹴

行
勧離

嬬
漱
於

建
地 鋤

担
村

負
粥

額
鋭

全
リ



表 6 平成4年度負担率 ･補助率一覧表 ①

事 業
一 般 北 海 道 の 特 例 沖 縄 県 の 特 例 離 島 の 特 例 その他地域の特例

率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法

般

国

道

新 設

改 築

特 殊 改 良

交通安全一種

修 繕

維 持

交通安全二種

その他管理

6/10

2/3

1/2
2/3

640

6/10

5‐5/10

1/2

640

1/2

1/2

1/2

V2
1/2

V2

V2

V2

大臣施行

〃 大規模

知事施行
大臣施行丁

"
二次改築のうち都
市計画決定した4
車線以上のもの
知事施行

知事施行

知事施行

大臣施行

知事施行

指定区間内

指定区間外大臣施
行
指定区間外
指定区間内

指定区間内

指定区間外

指定区間内

⑫50 I附2

⑭50 I附2

⑭50 I
⑱ 4令2 I附
5

⑯4令2江附
5

⑯4令2 I附
5

⑭4令2虹附
5

④50 I

⑭50 I附2
@令附4
⑰50 1

⑰ 50 II

⑳ 2 m令8

⑯ 4令3 II
⑫ 50 1I

@ 10 I

@ 10 II

④50 II

8/10

8/10

3/4

3/4

6.ylo

騙れ0

6.5/10

V2

6-5/10

指定区間内

指定区間外

⑫88 1 令31
附7

⑰ 88 I 令31
附7

⑩ 88 1 令31
附7

⑰ 88 I 令31
附7

⑭88 1 令31
附7

@ 10 I令 2
の2附3

@ 10 II

⑭88 I令31
附7

9.ylo

M o

9･ylo

9/10

9/lo

9.540

M o

9.5/10

9/lo

9.540

M/10
9.5/lo

L/2

aylo

大臣施行

知事施行

大臣施行

知事施行

知事施行

大臣施行

知事施行

大臣施行

知事施行

指定区間内

澱地の買収
指定区間内

指定区間外

指定区間内

③5令2別表
1附4 II

◎5令2別表
1附4 II

◎5令2別表
1附4 II

⑱5令2別表
1附4 II

◎5令2別表
1附4は

⑱5令2別表
1附4 I1

◎ 5令2別表
1附4 II

◎5令2別表
1附4 1I

@ 5令2別表
1附4 1I

◎5令2別表
1附4 II
予算補助

⑩5令2別表
1附4 II

@ 10 II

⑱ 5令2別表
1附4IV

8/10
偽れo

8/lo
7.5/lo

5.5/lo

6ね0

5.5/10

奄美 ･大臣施行
奄美 ･知事施行

奄美 ･大臣施行
奄美 ･知事施行

奄美 ･知事施行

奄美 ･大臣施行

奄美 ･知事施行

④6令 1別表
1附3
"

⑥6令 1別表
1附3
"

⑥ 6令 1別表
1附3

⑥6令1別表
1附3

6/m

3/4
2/3

6/10

2/3

?/lo

6/10

3/4

2/3

6/lo

2/3

"10

5.7ylo

(新設)

奥地等産業開
発道路
水源地域周辺
水源地域周辺

水源地域周辺

新東京国際空
港関連県道
新東京国際空
港関連町村道
(故)
奥地等産業開
践口演路

水源地域周辺

水源地域周辺

水源地域周辺

新東京国際空
港関連県道
新東京国際空
港関連町村道

半島循環道路

⑭□令4附4

@ 9 I令6
@ 9 I令6附
2

@ 9 I令6附
3

@ 3 I別表附
3

@ 3 1別表附
3

@ 5口令4附
4

④9 1令6

⑦9 I令 6附
2

③ 9 1令6附
3

@ 3 1別表附
3

@ 3 I別表附
3

⑭4令3 I附
5

地

方

道

新 設

改 築

リ2

5.5/10

⑫56令28

⑩ 4令3 I附
5

8/10

6/10

8/lo

3/4

鰓

霊

⑭88 1令32
1附7

⑩88 I令34
の2の3附
8

⑭88 I 令 32
I附7

⑭88 1 令 32
II附7

9/10

8/10

9/10

8/lo

県道

市町村道

県道

市町村道

③5令2別表
1附4 II

⑱5令2別表
1

◎5令2別表
1附4 II

⑱ 5令2別表
l

6/10

7.5/lo

640

6/lo

7.5/10

6/10

離島県道、
市町村道
奄美県道

奄美市町村道

離島県道、
市町村道
奄美県道

奄美市町村道

⑥6令1別表
1附3

は別表附

令別表1

◎6令別表1

口別表附

令別表1
3

奥地等産業開 ⑭□令4附4

水源地域周辺
水源地域周辺

水源地域周辺

新東京国際空
港関連県道
新東京国際空
港関連町村道
(故)
奥地等産業開
践口演路

水源地域周辺

水源地域周辺

水源地域周辺

新東京国際空
港関連県道
新東京国際空
港関連町村道

@ 9 I令6
@ 9 I令6附

@ 9 I令6附
3

@ 3 I別表附
3

@ 3 1別表附

@ 5口令4附

④9 1令6

⑦9 I令 6附
2

③ 9 1令6附
3

@ 3 1別表附
3

@ 3 I別表附

令別表1 5.7ylo 半島循環道路 ⑭4令3 I附
3 5



表 6 平成4年度負担率 ･補助率一覧表 ②

事業
一 般 北 海 道 の 特 例 沖 縄 県 の 特 例 離 島 の 特 例 その他地域の特例

率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法 率 区 分 法

地

方

道

特 殊 改 良

麺安全種

修 繕

維 持

交通安全二種

その他管理

V2

1/3

1/2

5.5/10

l/2

1/2

市町村道通学路

⑩56令28

予算補助

@ 10ロ令3

@ 1o m附3

⑩4令3 II

@ 1o m

3/4

5･5/lo

6･5/10

6/10

6.5/10

6/lo

朧
路
鷲

霊

関

市
学
開

閉

開

閉

⑰88 I 令32
I附7
⑭88 1 令鬚
の2の3虹附7
⑭88 I令32
I附7
⑬88 I令
321附 7

⑰88 I令32
I附7
⑪88 1 令32
I附7

第

蜘

蹴
彌

縱

県道

市町村道

市町村道
通学路

県道

潰地の買収
(県道)
潰地の買収
(市町村道)

⑱5令2別表
1附4は

⑰5令2別表
1

@ 1o m
⑱5附7

@ 5令2別表
1附4 II

予算補助

予算補助

⑱5令2別表
m

5･5/10

5.ylo

奄美県道
市町村道

奄美県道災害防
除

◎ 6令別表1
附3

◎6令別表l
附3

共 同 溝

雪 寒

区 画 整 理
公共団体等
組 合 等

街 路

街路 交通 調査
自動車駐 車場
小 規 模 改 良

1/2
1/2
“3

6/10

5.5/10
5.ym
V2
5･5/lo

1/2

1/3
聡
V2

大臣施行
知事施行
大臣施行
知事施行(除雪)
知事施行
(凍雪害~ 防雪)

二種改良 ･二種舗
装

用地 ‐
その他

⑳22 1
◎22 II
⑰5の2

⑯6附2

⑯4令4附5

④4令2 I1,
3 I附5

⑫50 1

⑰56
予算補助
予算補助

8･5/10

2/3

6/lo

国道 ･開発
繊
除雪

凍雪害 ･防
雪

⑭88 1 令31、
32 I附 7
⑫ 6

⑫ 6附2

940

9/10

8/lo

8/lo

国県道

国県道

国県道の市
街地再開発
市町村道

@ 5令2別表
I

@ 5令2別表
1附4 II

@ 5令2別表
1

⑩5令2別表
1

5-5/10

6/10

7.5/lo

6/10

奄美従前10/10
の残騨

主要地方道等

奄美国県道

奄美市町村道

◎6令別表1
附5

◎9 II別表附
4

◎6令別表1
附3

◎6令別表 1
附3

2/3

5第/10
3/4

2β

6/lo

5.75ねo

新東京国際空
港関連市道

半島循環q活路
水源地域周辺

水源地域周辺

水源地域周辺

半島循環道路

@ 3 1別表
附3

⑩4令4附5
@ 9 I令 6

③ 9 I令6附
2

③ 9 I令 6附
3

◎4令4附5

凡例 ⑰道路法 ⑩撰證略整備緊急措置法 ⑳道路の修繕に関する法律 の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法 ⑲沖縄振興開発特別措置法 ◎離島振興法 ◎奄美群島振興開
発特別措置法 ⑫新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 ⑭奥地等産業開発道路整備臨時措置法 ◎共同溝の整備等に関する特別措置法 @積雪寒冷
特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 @水源地域対策特別措置法
※ この他、琵琶湖総合開発特別措置法による特例がある。



は
じ
め
に

平
成
二
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス

(そ
の
一
)
一
般
交

通
量
調
査
に
続
き
、
自
動
車
起
終
点
調
査

(以
下

｢O
D

調
査
｣
と
略
称
す
る
)
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
報
告
す

る
。一

般
交
通
量
調
査
が
、
そ
の
名
の
通
り
交
通
の
全
体
的

な
量
を
調
査
す
る
の
に
対
し
、
O
D
調
査
は
主
に
自
動
車

交
通
の
質
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
。

今
後
、
ま
す
ま
す
複
雑
か
つ
多
様
化
が
予
想
さ
れ
る
道

路
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
道
路
の
計
画
、
建

設
、
管
理
な
ど
に
つ
い
て
、
よ
り
き
め
細
か
な
対
応
を
す

る
た
め
に
は
、
O
D
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
。

一

0
D
調
査
の
経
緯

O
D
調
査
が
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
の
一
環
と
し
て
初
め

て
実
施
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
三
年
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、

道
路
局
で
は
本
州
以
南
に
つ
い
て
、
全
国
を
九
二
ブ
ロ
ッ

ク
に
分
割
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
境
界
線
上
の
主
要
道
路
に
お

け
る
路
側
O
D
調
査
を
行
い
、
都
市
局
で
は
全
国
一
〇
六

都
市
、
七
都
市
群
に
お
け
る
訪
問
及
び
路
側
O
D
調
査
を

実
施
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
順
次
範
囲
を
拡
大
し
、
昭
和
四
六
年
度
に
初

め
て
全
国
的
な
規
模
で
の
訪
問
及
び
路
側
O
D
調
査
を
実

施
し
た
。
表
1
に
O
D
調
査
の
経
緯
を
示
す
。

平
成
二
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
は
、
近
年

の
余
暇
活
動
の
活
発
化
に
対
応
す
る
た
め
、
は
じ
め
て
休

日
の
交
通
に
つ
い
て
も
平
日
同
様
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

今
回
の
調
査
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

二

調
査
の
概
要

1

調
査
の
目
的
及
び
構
成

O
D
調
査
は
、
自
動
車
交
通
の
起
終
点
、
連
行
目
的
、

積
載
品
目
等
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
の
利
用

実
態
、
道
路
交
通
の
形
態
等
を
把
握
し
、
今
後
の
道
路
の

計
画
、
建
設
、
管
理
等
に
つ
い
て
の
基
礎
資
料
を
得
る
目

的
で
実
施
さ
れ
る
。

o
D
調
査
は
路
側
O
D
調
査
及
び
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
0
D
調
査
か
ら
成
り
、
路
側
O
D
調
査
は
路
上
調
査

と
フ
ェ
リ
ー
0
D
調
査
か
ら
、
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

0
D
調
査
は
自
家
用
車
類
調
査
と
営
業
用
車
類
調
査
に
よ

り
構
成
さ
れ
て
い
る

(図
1
)
。

こ
の
O
D
調
査
の
結
果
か
ら
、
各
種
O
D
表
、
発
生
集

攣
成
二
筆
廳
週
雌
蘂
通
セ
ン
サ
ス
報
告

(そ
の
二
)自
動
車
旭
終
点
調
査

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

富
山

草
食鮒刊



表 1 自動車起終点調査の経緯

年 度 道 路 局 都 市 局

昭和33年度
内地を 80 ブロック、 北海道を 12 ブロックに分割
してブロック境界線上の主要道路における路側調
査を行った。

7都市群･106都市において、一斉に起終点調査(訪

問調査) と路側調査を実施。

37年度

昭和 33年度実施したO D 調査と同様、 内地を 80
ブロック、北海道を 12 ブロックに分割してブロッ
ク境界線上の主要道路における路側調査を行った

人口 20万人以上の都市をすべて対象とし、①輸送

調査、 訪問調査を併用、 ②行政区域界によってコ
ードンラインを想定し、 外部からの車はこの線上

にて路側調査を実施。 (5都市群 104 都市)

40年度

① 大都市周辺 ･東海 ･山陽地域の内部を除く都
道府県境における路側調査。

② 大都市周辺における交通を対象とし車両所有
者に対する訪問調査を実施した。

3都市群 17都市を対象とし行政区域内の車は訪
問調査を実施した。 区域外に在籍する車は、 コー

ドンライン上にて路側面接調査を行った。

43年度

① 都道府県道以上の路線を対象とし、都道府県
境及び大都市周辺地域コードンライン付近にて
路側O D 調査。

② 大都市周辺地域を対象とし、72時間を対象と
した訪問調査を実施。

3都市群 41都市を対象とし訪問調査を主調査と

し、 路側調査を併用した。 また調査精度を上げる
ためのスクリーンライン調査も実施した。
なお、 東京都市群はパーソントリップ調査を実施

46年度
① 県際及び大都市圏際における都道府県道以上

の全路線を対象とした路側調査。
② 訪問調査は、 離島部を除く全国を対象に実施

46都市を対象として実施。
なお、 道路局所管の調査が全国にわたって行われ
たため、 都市周辺部における調査結果を相互に交
換しあう事によって調査の補完をした。

49年度

① 設定されたコードンライン上において、 都道
府県道以上の全路線を対象とした路側調査 (24

時間)。
② 訪問調査は、 離島部を除く全国を対象とし、

平日及び休日に実施。

40都市を対象とし実施。
スクリーンライン調査は道路局の実施するオーナ

ーインタビューO D 調査日と同じ日に実施 (平日

24時間)。都市O D 調査区域は、調査対象都市の都
市計画区域。道路局と都市局は、調査結果を相互
に交換しあって、 調査の補完をした。

52年度

① 設定されたコードンライン上において、 都道
府県道以上の全路線を対象とした路側調査 (24

時間)。
② 訪問調査は、 離島部を除く全国を対象とし、

平日だけ実施。

29都市を対象として実施。
スクリーンライン調査は都市局の実施するオーナ
ーインタビューO D 調査日と同じ日に実施する

(平日 24 時間)。
都市O D 調査区域は調査対象都市の都市計画区域。
道路局と都市局は、 調査結果を相互に交換しあっ
て調査の補完をした。

55年度

① 設定されたコードンライン上において、 都道

府県道以上の全路線を対象とした路側調査 (24

時間)。
② 訪問調査は、 離島部を除く全国を対象とし、

平日だけ実施。

35都市を対象として実施。
スクリーンライン調査は都市局の実施するオーナ

ーインタビューO D 調査と同じ日に実施する (平

日 24 時間)。
都市O D調査区域は調査対象都市の都市計画区域。
道路局と都市局は、 調査結果を相互に交換しあっ
て調査の補完をした。

60年度

① 設定されたコードンライン上において、 都道

府県道以上の全路線を対象とした路側調査 (24

時間)。
② 訪問調査は、 離島部を除く全国を対象とし、

平日だけ実施。

34都市を対象として実施。
スクリーンライン調査は都市局の実施するオーナ
ーインタビューO D 調査日と同じに実施する (平

日 24 時間)。
都市O D 調査区域は調査対象都市の都市計画区域。
道路局と都市局は、 調査結果を相互に交換しあっ
て調査の補完をした。

平成2年度

① 設定されたコードンライン上において都道府

県道以上の全路線を対象とした路側調査 (24 時

間)
② 訪問調査は離島部も含む全国を対象とし、 平

日及び休日に実施

31都市を対象として実施。
スクリーンライン調査は都市局の実施するオーナ
ーインタビュー O D 調査と同じに実施する (平
日 ･休日 24時間)。
都市O D調査区域は調査対象都市の都市計画区域。
道路局と都市局は、 調査結果を相互に交換しあっ
て調査の補完をした。



中
交
通
量
表
、
連
行
原
単
位
表
等
が
、
車
種
別
、
貨
物
品

目
別
、
旅
行
目
的
別
等
の
区
分
で
作
成
さ
れ
、
自
動
車
交

通
の
内
容
分
析
、
人
口
や
経
済
指
標
と
の
関
連
付
け
が
行

わ
れ
る
。
こ
の
結
果
を
利
用
し
て
、
自
動
車
交
通
の
現
況

及
び
問
題
点
の
把
握
が
な
さ
れ
、
道
路
整
備
の
長
期
計
画

策
定
の
た
め
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
。

2

調
査
の
方
針

自動車航送船OD 調査 (平日 ･休日

貨切バス

O
D
調
査
は
、
基
本
的
に
は
自
動
車
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
対
し
て
、
調
査
日
の
連
行
状
況
及
び
各
ト
リ
ッ

プ
ご
と
の
連
行
内
容
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
オ

ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
方
式
に
よ
り
実
施
し
た
。
路
側
調

査
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
所
要

の
精
度
が
確
保
さ
れ
な
い
地
建
際
等
を
通
過
す
る
ト
リ
ッ

プ
を
効
率
よ
く
調
査
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
0
D
調
査
を
補
完
す
る
目
的
で
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
O
D
調
査
で
は
、
離
島
部
で
の
登

録
車
両
は
調
査
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
調
査
か
ら

は
、
我
が
国
全
体
の
交
通
を
捉
え
る
こ
と
、
休
日
調
査
の

実
施
に
あ
た
り
地
域
の
交
流
、
レ
ジ
ャ
ー
交
通
の
占
め
る

割
合
が
大
き
い
こ
と
等
を
考
慮
し
、
離
島
部
も
調
査
対
象

と
し
た
。

三

調
査
の
方
法

1

オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
0
D
調
査

オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
0
D
調
査
は
、
全
国
の
自
動

車
を
対
象
に
調
査
対
象
車
両
を
抽
出
し
、
訪
問
留
置
方
式

で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
自
家
用
車
及
び
貸
し
切
り
バ
ス
に
対
し
て
は
秋
季
の

平
日
二
四
時
間
の
連
行
状
況
と
休
日
の
完
結
し
た
運
行
状

況
に
つ
い
て
、
営
業
車
は
路
線
バ
ス
、
貸
し
切
り
バ
ス
を

除
き
、
秋
季
の
平
日
な
ら
び
に
休
日
の
二
四
時
間
の
運
行

状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

な
お
、
調
査
結
果
は
集
計
の
際
に
原
デ
ー
タ
を
拡
大
し

て
全
数
相
当
に
換
算
し
、
集
計
を
行
っ
た
。

の

調
査
対
象
地
域
及
び
調
査
実
施
機
関

調
査
対
象
地
域
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
調
査
か
ら

は
離
島
部
を
含
む
各
都
道
府
県
全
域
と
し
て
い
る
。

調
査
は
、
調
査
対
象
地
域
の
都
道
府
県
ま
た
は
指
定
市

が
実
施
す
る
が
、
営
業
用
車
の
実
査
に
つ
い
て
は
、
交
通

統
計
研
究
所
に
委
託
し
た
。

調
査
対
象
車
両
の
抽
出
は
、
自
動
車
検
査
登
録
協
会
、

目
終

路線バス

(平日 ･休日

図 1 O D 調査の構成

断面交通量調査

路側 OD 調査

(平日 ･休日)



表 2 有効調査台数と抽出率
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(注) 登録台数は、 各年とも 9月 30 日現在。

全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会
、
交
通
統
計
研
究
所
に
委
託

し
、
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
等
か
ら
行
っ
た
。
抽
出
率
は

建
設
本
省
に
よ
り
、
都
道
府
県
指
定
市
、
都
市
O
D
調
査

対
象
都
市
圏
別
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
抽
出
率
に

基
づ
き
、
車
種
別
、
業
態
別
に
ラ
ン
ダ
ム
抽
出
を
行
っ
た
。

な
お
、
抽
出
率
は
表
2
に
示
す
。

②

調
査
方
法

①

自
家
用
車
類

調
査
日
は
、
秋
季

(九
月
下
旬
5
一
〇
月
下
旬
)

の
平
日
及
び
休
日
各
一
日
を
調
査
対
象
車
両
ご
と
に

ラ
ン
ダ
ム
に
難
疋
し
た
。

調
査
方
法
は
、
調
査
日
の
一
、
二
日
前
に
調
査
対

象
車
両
の
使
用
者
を
訪
問
し
、
調
査
票
の
配
布
と
記

入
の
依
頼
を
行
い
、
調
査
日
の
数
日
以
内
に
調
査
員

が
再
訪
問
し
て
調
査
票
の
回
収
を
行
う
、
と
い
う
方

法
を
と
っ
た
。

②

営
業
用
車
類

営
業
用
車
類
の
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
0
D
調

査
は
、
ハ
イ
ヤ
ー
、
タ
ク
シ
ー
、
貸
し
切
り
バ
ス
及

び
貨
物
自
動
車
等
に
実
施
さ
れ
る
事
業
所
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
調
査
と
、
路
線
バ
ス
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
路

線
運
行
調
査
か
ら
成
っ
て
い
る
。

こ
の
内
、
路
線
連
行
調
査
は
交
通
統
計
研
究
所
に

表 3 オーナーインタビュー O D 調査の調査項目一覧

調 査 事 項 醐贓鯖鰯
一
一

ヤ
シ

イ
ク

ハ
タ 鯖鰔

切
ス

貸
バ

線
ス

路
バ

A
調
査
対
象
車
両
の
属
性

①運 転 者 の 性 別 O O

②運 転 者 の 年 齢 O O

③車 種 O O O

④所 有 の 形 態 O O

⑤業 種 O

⑥運 行 形 態 O

⑦乗 車 定 員 O O

行
況

B
運
状

①その日 1 日の走行距離 O O O O O

C
ト
リ
ッ
プ
内
容

(ト
リ
ッ
プ
ご
と
)

①出発地及び目的地 O O O O O O

②経 過 地 O

③施 設 区 分 O O O

④出 発 時 刻 O O O O O

⑥到 着 時 刻 O O O O O

⑥区 間 距 離 O O O O O

鑓 行 目 的 O O

⑧乗 車 人 員 O O O O O

⑨駐 車 場 所 O O 、、

⑩積 載 品 目 O O

⑪積 載 重 量 O O

⑫高速道路利用の場合 O O O O O

⑬系 統 キ ロ 数 O

⑭ 1 日当たりの運転回数 O

⑮年 間 輸 送 人 員
｣

O

⑯年 間 運 行 日 数 O

⑰年 間 走 行 キ ロ 数 O

⑩1 人平均輸送距離 O

委
託
し
、
平
成
二
年
三
月
三
一
日
現
在
の
運
行
系
統

別
輸
送
実
績
報
告
を
転
記
し
た
。

事
業
所
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
つ
い
て
は
、
調
査

日
は
秋
季
の
間
で
都
道
府
県
別
に
指
定
さ
れ
た
平
日

及
び
休
日
各
一
日
と
し
、
調
査
対
象
車
両
の
事
業
者

を
調
査
指
定
日
の
一
週
間
前
に
訪
問
、
調
査
票
を
配

布
し
、
調
査
日
の
数
日
後
に
再
訪
問
、
回
収
し
た
。

③

調
査
項
目

調
査
項
目
は
、
車
種
に
よ
っ
て
独
自
の
運
行
特
性
を
持



つ
た
め
車
種
別
に
六
種
類
あ
る
調
査
票
に
よ
っ
て
多
少
異

な
る
が
、
基
本
的
に
は
表
3
に
示
す
項
目
で
あ
り
、
調
査

票
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
項
目
か
ら
取
捨
選
択
を
行
う
か

た
ち
で
設
定
し
た
。

表 4 路側O D調査地点数一覧

道路の種別
地 点 数

腱 腱 鸚 霊 鸚 隧
道
道
道
道
路

方
県
回
航

国
フ
府
車
弓

地
道
動
ト

般
萎
都
目
じ

藝
般
速

ェ

一
主

一
高

フ

265

138

90

黛
"

118

45

総
乾
期

137

40

芻
94

80

邸
御
節
鰓
節

151

製

17

16

201

149

63

54

31

205

合 計 615 350 375 541 429 502

(注) 昭和 46 年は大都市圏際についても実施している。

2

路
側
O
D
調
査

路
側
O
D
調
査
は
、
オ
ー
ナ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
0
D
調

査
か
ら
で
は
十
分
な
精
度
を
確
保
し
難
い
地
域
間
交
通
や

長
距
離
ト
リ
ッ
プ
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
は
図
2
に
示
し
た
コ
ー
ド
ン
ラ
イ
ン
上
を
通
過
す

る
車
両
を
対
象
と
し
て
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
路
側
O

D
調
査
と
、
断
面
交
通
量
調
査
を
行
っ
た
。

原
則
と
し
て
全
数
調
査
で
あ
る
が
、
交
通
量
が
多
く
、

か
つ
路
肩
等
の
余
裕
が
十
分
で
な
い
観
測
地
点
に
お
い
て
、

全
数
調
査
が
困
難
と
思
わ
れ
た
場
合
に
は
抽
出
調
査
と
し

た
。の

調
査
地
点
及
び
調
査
実
施
機
関

調
査
路
線
は
、
原
則
と
し
て
コ
ー
ド
ン
ラ
イ
ン
を
横
切

る
都
道
府
県
道
以
上
の
全
路
線
と
し
、
調
査
地
点
は
調
査

路
線
の
コ
ー
ド
ン
ラ
イ
ン
付
近
で
路
肩
等
の
余
裕
の
あ
る

箇
所
を
選
ん
で
設
定
し
た
。
な
お
、
調
査
地
点
数
を
表
4

に
、
調
査
台
数
及
び
抽
出
率
を
表
5
に
示
す
。

ま
た
、
調
査
は
原
則
と
し
て
調
査
路
線
の
管
理
者
が
行

う
も
の
と
し
た
。

な
お
、
コ
ー
ド
ン
ラ
イ
ン
を
横
切
る
フ
ェ
リ
ー
航
路
が

あ
る
場
合
に
は
、
フ
ェ
リ
ー
利
用
自
動
車
を
対
象
に
調
査

を
行
い
、
調
査
は
地
方
建
設
局
等
が
行
っ
た
が
、
休
日
に

つ
い
て
は
、
運
輸
省
地
方
運
輸
局
が
実
施
す
る

｢自
動
車

航
送
船
利
用
動
向
調
査
｣
よ
り
転
記
し
て
い
る
。

②

調
査
時
期
及
び
調
査
項
目

調
査
は
秋
季
の
平
日
及
び
休
日
に
全
国
一
斉
に
実
施
す

る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
今
回
は
休
日
調
査
の
日

に
台
風
が
来
襲
し
た
た
め
、
西
日
本
で
調
査
を
延
期
し
て

い
る
。

な
お
、
平
日
は
午
前
一
〇
時
か
ら
翌
日
午
前
一
〇
時
ま

で
、
休
日
は
午
前
三
時
か
ら
翌
日
午
前
三
時
ま
で
行
っ
た
。

調
査
項
目
は
、
通
過
時
刻
、
車
種
、
所
有
の
形
態
、
陸

運
支
局
名
、
出
発
地
、
目
的
地
、
運
行
目
的
、
乗
車
人
員
、

積
載
品
目
、
積
載
重
量
で
あ
る
。

3

都
市
O
D
調
査

都
市
O
D
調
査
は
、
街
路
の
計
画
な
ど
の
た
め
に
都
市

内
の
O
D
交
通
量
を
把
握
す
る
目
的
で
都
市
局
に
よ
り
実

施
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
、
ゾ
ー
ン
を
細
か
に
し
、
調

査
対
象
車
両
も
高
い
抽
出
率
で
抽
出
を
行
っ
た
。
ま
た
、

調
査
結
果
を
検
定
す
る
た
め
に
、
対
象
圏
域
内
に
設
定
し

た
ス
ク
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
を
通
過
す
る
交
通
量
を
観
測
す
る

ス
ク
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
調
査
も
合
わ
せ
て
行
っ
た
。

な
お
、
調
査
対
象
は
表
6
の
三
一
都
市
圏
で
あ
る
。

表 5 路側O D調査台数

※ 通過台数 調査台数 抽出率(%)

度
度
度
度
度
度

年
年
年
年
年
年

麻
“
“
“
滋

締
組
欧
鸚
碗
椰

麟
蜘
647
584
篇
802

新
麟
襁
劔
却
纐

獨
鐡
580
544
632
680

繃
擬
靴
熱
戦
滯
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山縣
福島
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宮崎

一一- - 地建境界
一 .- -‐- コードンライン

図 2 路側 O D 調査コードン ･ライン図



表 6 平成 2年度都市O D調査対象都市圏

番号 都道府県名 都市圏名 市 町 村 名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

青 森
"

"

岩 手
"

宮 城
"

山 形
"

福 島
"

山 梨

新 潟
石 川

長 野
静 岡

"

福 井
島 根
山 ロ

"

徳 島
愛 媛
佐 賀

"

長 崎
熊 本
北 海 道

弘 前
五所川原
ニ 沢
北 上
一 関
古 川
気 仙 沼

庄 内
新 庄
会津若松
白 河
甲 府

長 岡
小 松
上 田

島 田

岳 南
敦賀 ･小浜
浜 田

山口 ･防府

周 南
阿 南
今 治
多 久
鹿島 ･嬉野
佐 世 保
八 代
帯 広
室 蘭
北 見
網 走

弘前市
五所川原市
三沢市
北上市、江釣子村
一関市、平泉町
古川市
気仙沼市
鶴岡市、 酒田市、 三川町

新庄市
会津若松市
白河市、西郷村
甲府市、 韮崎市、 竜王町、 敷島町、 玉穂町、 昭和町、 田富町、 春白居町、 石和町、 中道町

三珠町、 市川大門町、 増穂町、 鰍沢町、 八田村、 白根町、 若草町、 櫛形町、 甲西町、
双葉町、境川村、豊富村
長岡市、 小千谷市、 見附市、 栃尾市、 中之島町、 越路町

小松市、寺井町、根上町
上田市、 青木村、 丸子町、 東部町、 真田町、 坂城町

島田市、 金谷町、 吉田町、 榛原町、 相良町

富士市、富士宮市
敦賀市、 小浜市、 三方町、 美浜町、 高浜町、 大飯町

浜田市

山口市、 防府市、 小郡町

徳山市、下松市、新南陽市、光市
阿南市
今治市
多久市
鹿島市、嬉野町
佐世保市
八代市、 千丁町

帯広市、音更町、幕別町、芽室町
室蘭市、登別市、伊達市
北見市
網走市

2

発
生
集
中
交
通
量

(表
8
、
図
3
)

平
成
二
年
度
調
査
の
発
生
集
中
交
通
量
は
二
五
五
、
一

2 7
調
査
結
果
は
調
査
実
施
機
関
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
調
査

票
を
も
と
に
、
建
設
省
各
地
方
建
設
局
、
北
海
道
開
発
局

及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お
い
て
各
地
域
別
の
集
計
を
実

施
し
、
建
設
省
道
路
局
に
お
い
て
全
国
の
調
査
結
果
を
総

合
し
て
全
国
集
計
を
行
っ
た
。
集
計
項
目
に
つ
い
て
は
表

集
′四

　 　
容 認

　

単位･千トリップエンド/日
300

　　　
　　　　　　

　　　　　　100 ノノ-′

　　 　　　　　　　

0
S 4 6 4 9 5 2 5 5 6。 日2

一合計 - 乗用車類 貨窃陣類

図 3 発生集中交通量の推移



表 7 集計表一覧

樫鍋銚鋺鯛
糊鱗鏡鏡餅鏡
の鈍鱗鏡
雜饒鱗鏡鯛鏡鱗
漸①②鱗④
ゆ①②③④⑥⑥⑦⑧⑨⑩⑪

　

　

　

　

　

　

1) 標本集計 (平日 ･休日)
① 都道府県別調査票別サンプルトリップ数及びサンプル台数表
② 都道府県別運行目的別サンプルトリップ数表
③ 都道府県別積載品目別サンプルトリップ数表
④ 車種別B ゾーン別発生 ･集中サンプルトリップエンド数一覧表

2) 路側 O D 調査地点別集計 (平日 ･休日)
① 路側 O D 調査地点別車種別 O D 表
② 路側OD 調査地点別車種別業態別積載品目別貨物輸送トン数表
③ 路側OD 調査地点別車種別連行目的別旅客人数表
④ 路側 O D 調査地点別車種別トリップ長分布表
⑤ 路側OD 調査地点別上り下り別通過時刻別車種別交通量表

3) O D 表集計 (平日 ･休日)
① 車種別OD 表
② 車種別積載品目別貨物OD 表
③ 車種別連行目的別旅客OD 表
発生集中交通量集計 (平日 ･休日)

① 車種別業態別発生集中交通量表
② 車種別 (貨物車類) 業種別発生集中交通量表
③ 車種別業態別積載品目別貨物発着トリップエンド数及びトン数表
④ 車種別運行目的別旅客発着トリップエンド数及び人数表
⑥ 車種別時間帯別運行目的別発生交通量表
⑥ 車種別 (自家用) 時間帯別発生交通量表

5) 運行原単位集計 (平日 ･休日)
① 車種別業態別トリップ回数分布表
② 車種別 (貨物車類)業種別平均トリップ回数表
⑧ 車種別業態別走行キロ数分布表
④ 車種別 (貨物車類)業種別平均走行キロ数表

七
〇
千
ト
リ
ッ
プ
エ
ン
ド
で
あ
り
、
前
回
の
昭
和
六
〇
年

度
調
査
の
一
･
三

一一倍
と
な
っ
て
い
る
。
乗
用
車
、
貨

物
車
と
も
伸
び
率
は
、
昭
和
五
五
年
度
か
ら
六
〇
年
度
の

伸
び
に
比
べ
て
、
や
や
低
く
な
っ
て
い
る
。

車
種
別
の
伸
び
率
の
推
移
に
注
目
す
る
と
、
昭
和
五
二

年
度
ま
で
は
乗
用
車
類
の
発
生
集
中
量
の
伸
び
が
貨
物
車

類
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
近
年
に
お
い
て
は
、
貨
物
車
類

る の
伸
び
が
乗
用
車
類
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
は
、
ジ
ャ
ス
ト

･
イ
ン
･
タ
イ
ム
に
代
表
さ
れ
る
物

流
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
に
伴
う
貨
物
車
の
ト
リ
ッ
プ
数
の

増
加
が
表
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
今
回
の
調
査
で
は
、

貨
物
車
類
の
伸
び
率
が
や
や
低
下
し
て
お
り
、
特
に
小
型

貨
物
車
の
発
生
集
中
交
通
量
は
ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ
て
い

6) その他集計 (平日 ･休日)
① 車種別業態別トリップ長分布表
② 車種別連行目的別トリップ長分布表
③ 車種別 (貨物車類) 業態別積載品目別トリップ長分布表
④ 車種別トリップ長別高速道路利用率表
⑥ 車種別運行目的別高速道路利用率表
⑥ 車種別 (貨物車類) 業態別積載品目別積載率表
⑦ 車種別 (貨物車類) 業態別トリップ長別平均積載量及び実車率表
⑧ 車種別(貨物車類)業態別高速道路利用の有無別平均積載量及び実車率表
⑨ 車種別ゾーン内々 交通比率集計表
⑩ 車種別 (自家用) 連行目的別駐車場所別トリップ数表
⑪ 車種別業態別台数、 トリップ数、 平均トリップ数、 台キロ数及び平均走

行キロ数表
⑬ 車種別路側 O D 調査 ･オーナーインタビュー O D 調査対比表
⑩ 車種別年齢別性別トリップ回数分布表
⑭ 車種別年齢別性別走行キロ分布表

7) 平 ･休日対比集計
① 車種別業態別トリップ回数対比表
② 車種別 (貨物車類)業種別平均トリップ回数対比表
③ 車種別業態別走行キロ数対比表
④ 車種別 (貨物車類)業種別平均走行キロ数対比表

(単位 :千トリップエンド/ 日)表 8 発生集中交通量の推移

S ,46 S .49

伸び率

S.52

伸び率

S .55

伸び率

S.60

伸び率

H .2

伸び率伸び率 伸び率伸び率 伸び率 伸び率

乗 用 車
ノミ ス

乗用車類計

63 ,033

1,879

64 ,911

74 ,989

2 ,802

77,790

1.190

1.491

1.198

104 ,845

2,649

107 ,494

1.398

0 .945

1.382

117 ,335

2 ,725

120 ,060

1 .119

1.029

1.117

135,421

2,750

138,170

1.154

1.009

1.151

150 ,349

3 ,015

153 ,363

1.110

1.096

1.110

小型貨物
普通貨物
貨物車類計

39 ,173

8 ,454

47 ,627

39,451

7,607

47 ,058

1･007

0 .900

1.988

55 ,021

9 ,722

64,743

1.395

1.278

1.376

63 ,117

10 ,813

73 ,930

1.147

1.112

1.142

79,276

11,937

91,213

1.256

1.104

1.234

86 ,312

15 ,495

1OL 807

1.089

1.298

1.116

合 計 112 ,538 124 ,848 1.109 172 ,237 1.380 193 ,990 1 .126 229 ,383 1,182 255 ,170 1.112



3

平
均
ト
リ
ッ
プ
長

(表
9
)

平
成
二
年
度
の
平
均
ト
リ
ッ
プ
長
は
、
全
車
平
均
で
一

一
、
八
虹
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
六
〇
年
度
の
一
二
、
三

脳
か
ら
四
･
一
%
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
車
種
別
に
み

る
と
軒
並
み
減
少
し
て
い
る
中
で
、
営
業
用
バ
ス
の
ト
リ

ッ
プ
長
が
二
･
四
倍
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

近
年
の
都
市
間
高
速
バ
ス
路
線
の
増
加
等
の
影
響
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、
営
業
用
乗
用
車
と
軽
貨
物
車
の
ト
リ
ッ
プ
長
が

著
し
く
減
少
し
て
お
り
、
タ
ク
シ
ー
、
ハ
イ
ヤ
ー
の
短
距

離
で
の
利
用
や
軽
貨
物
車
で
の
短
距
離
輸
送
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

4

平
均
走
行
キ
口
数

(表
鱒
)

平
成
二
年
度
の
平
均
走
行
キ
口
数
は
、
一
日
一
台
あ
た

り
三
七
、
一
如
と
昭
和
六
〇
年
度
の
三
九
、
七
如
か
ら
約

六
･
五
%
減
少
し
て
い
る
。

車
種
別
に
み
る
と
、
比
較
的
走
行
キ
口
が
長
い
普
通
貨

物
車
が
、
一
三
0
、
九
短
か
ら
一
一
八
、
九
如
と
大
幅
に

減
少
し
て
い
る
他
、
バ
ス
と
特
殊
車
を
除
い
て
は
全
て
減

少
し
て
い
る
。

ま
た
、
バ
ス
に
つ
い
て
は
自
家
用
、
営
業
用
と
も
増
加

し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
二
五
%
以
上
の
増
加
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
比
較
的
走
行
距
離
の
長
い
営
業
用
バ

ス
に
つ
い
て
、

平
均
走
行
キ
口
の
伸
び
が
著
し
い
こ
と

(単位 :k m / トリップ ･日)表 9 平均トリップ長

S
.
46 9

燧
〔" 2

悩
〔" 5

犠
〔" 0

務
〔b 2

穫
H

伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

乗

用

車

類

軽乗用車 鉈 虹 卿 離 ㈱ 鰡 鱗 雛 鰡 靴 嬬
乗用車

自家用 鰍 聞 解 與 鯰 閉 鰡 吻 鰓営業用 醇 邸 臘 " 峨 黎 嬬計 範 鰡 鰍 @ 凹 廊 鰍 鱗
ノゞ ス

自家用 邸 鱒 臘 鰻 碗 贓 邸 邸 ◎営業用 凝 雄 峨 翔 嬬 猟 獨計 脇 刎 鯲 硼 約 鰡 猟 晦計 範 那 蹄 鰡 鯲 廊 螂 鰡

貨

物

車

類

軽貨物車 “ 郊 廊 競 鰔 " 鯉 “ 硼 僞 彌
型
顔

小
貨

自家用 吻 閖 鰔 塒 ◎ 鈎 吻 脇 鰡営業用 筋 ー 脚 解 即 螂 榔 硼計 % 鯲 ー 鞘 期 血 凹 鯲 鱗貨 客 車 脚 鰻 則 醗 饑 雄 鰡 竣 拗 粥 ㈱
搦

自家用 獺 鴉 篤 鰯 嬬 刎 鰡 鰡 鰔営業用 芻 - 観 解 樅 碗 僻 硼計 郷 概 - 鵜 彌 脚 與 鰈 鰓特 種 車 颯 脚 鞠 猟 鰍 邸 棘 翔 血 加 鰄計 雌 鯲 - 即 嬬 燭 卿 既 鮮合 計 蠣 朋 一 朋鰡 蹄 籤 邸 ㈱注 1) 伸び率は、 前年度に対する伸びである。 注 2) 昭和 49 年度は、 自家用車のみで集計したものである。



表 lo 平均走行キ口数 (単位 : K n1/ 台 ･日)

S,46 S.49

伸び率

S.52

伸び率

S ,55

伸び率

S ,60

伸び率

H .2

伸び率伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

乗

用

車

類

軽乗･用車 27.7 24.3 0 ,877 24.2 0 .996 24.0 0.992 24 1 l.004 23 .6 0 ,979

乗用車

自家用 40 .5 35 .6 33.1 0 .930 32.8 0 ,991 33 .5 1.021 31.8 0 .949

営業用 244 .4 234,6 236.1 1.006 219 .l 0.928 214.1 0.977

計 49 ,7 33.0 36 .0 1.091 36.O 1.000 33.7 0 ,936

バ ス

自家用 51.8 58,9 58 .4 0 .992 60 .3 L 033 65.5 1.086 67,9 1.037

営業用 208 ,7 198.2 208 .3 1,051 219 .O 1.051 248.4 1.134

計 87 ,3 84,7 84.4 0 ,996 97,5 1 155 l22.3 上254

小 計 44.6 35,5 35 4 0.989 35.4 1,009 33.7 0 ,952

貨

物

車

類

軽貨物車 23 .6 26 .5 1.123 25.4 0 .958 26 ,4 1.039 26 ,9 1,019 24,3 0,903

小 型
貨物車

自家用 46 ,2 44 ,5 43 .6 0 .980 45.8 1.050 46.9 1,024 45.9 0,979

営業用 91,O 108,7 97.7 0 .899 104 ,2 1,067 100.8 0 .967

計 47 .6 44,8 46.9 1.047 48.2 1.028 47,1 0 .977

貨 客 車 50 .6 46 .0 0 .909 45 ,2 0 .983 48 .3 1.069 50.8 1.052 49,6 0 .976

普 通
貨物車

自家用 90 .8 83 .5 78 .8 0 ,944 83.2 1.056 80 .6 0,969 70.2 0 .87l

営業用 153.1 173 ,0 186 .3 1･077 205.8 1,105 196 ,6 0 ,955

計 118.8 106 ,7 119 ,3 1.118 130.9 1.097 1l8 .9 0 .908

特 種 車 78 .O 69.6 0 ,892 79.7 1,145 79 ,4 0 .996 89.5 1.127 90.5 l･011

小 計 48 .7 47,1 49,3 1.047 46,4 0.941 42,3 0 .912

合 計 47.6
･

39.8 40,3 1.013 39 ,7 o,鰄5 37.1 0 .935

注 1) 伸び率は、 前年度に対する伸びである。 注 2) 昭和 49 年度は、 自家用車のみで集計したものである。注 3) 運休車を除いて集計したものである。

表 11 平均トリップ回数 (単位 :回 /台 ･日)

S.46 S ,49

伸び率

S.52

伸び率

S.55

伸び率

S .60

伸び率

H .2

伸び率伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

乗

用

車

類

軽乗用車 2.7 2 .6 0 ,963 3 ,1 l.192 3 .O 0 .968 3.O 1･000 3.0 1･000

乗用車

自家用 3 .1 2.8 0 .903 3.0 1･07l 3 ,O 1･000 3.O 1･000 2.9 0 .967

営業用 50 .O 52.6 52,3 0 ,994 48,1 0 ,920 44.4 0 .923

計 5.4 3 .9 3 .7 0 ,949 3 .6 0.973 3,3 0 .917

バ ス

自家用 4.2 3 ,9 0.929 4 .8 1.231 4.5 0 .938 5 .3 1.178 5,O 0 .943

営業用 5 .2 6 .3 5 ,6 0 .889 7.3 1.304 5.6 0 .767

計 4.4 5 1 4,7 0 ,922 5 .7 . 1.213 5 ,3 0 .930

小 計 4.6 3 ,8 3 .7 0 ,974 3 .6 0 .973 3,3 0 ,917

貨

物

車

類

軽貨物車 3.5 3 ,3 0 ,943 3 ,7 1,121 3 ,8 1,027 3.5 0 .921 3.1 0.886

小 型
貨物車

自家用 3.7 3 .4 0 ,919 3 .9 11 47 3,9 1.000 3.8 0 ,974 3 .6 0.947

営業用 6.3 6 ,6 5.6 0 .848 7.3 1.304 5.8 0,795

計 3 ,8 4 .O 3 .9 0 .975 3 .9 1.000 3 ,6 0 .923

貨 客 車 3.7 3 ,5 0.946 4.0 1,143 4 1 1.025 4.O 0.976 3 .7 0 .925

普 通
貨物車

自家用 3.8 3 ,7 0 .974 4 .1 1,108 4.2 L 024 4.O 0 .952 3.7 0 ,925

営業用 5,O 5 .O 4.4 0.880 4 ,9 1.114 4.6 0 .939

計 4,3 4.4 4.3 0 ,977 4.3 1.000 4,0 0 .930

特 種 車 4.3 4.1 0 .953 4.5 l.098 4.4 0 .978 4,6 1.048 4.3 0 .935

小 計 3.7 4.O 4 .O 1.000 3 .8 0 .950 3.4 0 .895

合 計 4 2 3,9 3,8 0 .974 3.6 0 .947 3.3 0 .917



表 12
①トリップ長分布の推移 (乗用車類計)

トリップ長

(k m )

S‐46

構成比

S .49

構成比 前回比

S .52

構成比 前回比

S .55

構成比 前回比

S .60

構成比 前回比

H .2

構成比 前回比構成比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比

0 ~ 30 未満
30()50 "

50()100 "

100()300 "

300^)600 "

600 以上

30,934

920

413

144

13

3

95 .4

2 -8

1･3

0-4

0･0

0‐0

36,345

1,650

444

191

17

2

94-O

4 .3

1･1

0 .5

0‐0

0.0

1.175

1.794

1.075

1 3 29

1-271

0.701

46,478

2 ,014

870

278

22

6

93‐6

4.1

1.8

0 .6

0 ･0

0 .0

1.279

1.220

1.961

1.457

1･317

2 .708

50 ,765

2 ,207

859

245

18

5

93 -8

4-1

L 6

0.5

0･0

0‐0

L O92

1.096

0.987

0 .879

0.829

0‐873

59,215

2 ,713

1,088

332

27

6

93 -4

4-3

1‐7

0‐5

0‐0

0.0

1‐166

1.229

1‐226

1‐355

1.500

L 200

66 ,499

3 ,135

1,351

428

36

9

93 ･1

4-4

1.9

0.6

0‐1

0.0

1･123

1-156

1-242

1‐289

1‐333

1.500

合 計 32 ,426 100‐0 38 ,649 100 .0 1-192 49 ,668 100‐0 1.285 54,099 100‐0 1‐089 63 ,381 100･0 L 172 71,459 100.0 1.120

(単位 :千トリップ)

(単位 :千トリップ)②トリップ長分布の推移 (貨物車類計)

トリップ長

(如)

S‐46

構成比

S .49

構成比 前回比

S .52

構成比 前回比

S‐55

構成比 前回比

S.60

構成比 前回比

H .2

構成比 前回比構成比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比

0 ~ 30 未満
30^)50 "

50^)100 "

100^)300 "

300^)600 "

600 以上

22,213

861

483

194

36

10

93･3

3-6

2 0

0･8

0‐1

0‐0

21,440

1,339

516

248

39

8

90.9

5 .7

2 .2

1‐1

0.2

0.0

0.965

1.554

1.068

L 281

L 103

0.823

29,190

1,693

943

367

46

12

90-5

5 .3

2 .9

1･1

0‐1

0‐0

1-361

1‐265

1 -827

1-479

1･169

1･540

33 ,404

1,912

1 ,045

388

58

20

90 .7

5 .2

2 .8

1･1

0 .2

0 .1

1.144

1.129

1.109

1.059

L 257

1.636

41,511

2 ,268

1,204

453

73

25

91-2

5-O

2-6

1‐0

0 2

0‐1

1‐243

1‐186

1‐152

1-168

1‐259

1‐250

46,004

2 ,501

1,321

553

107

26

91.1

5.O

2 .6

1･1

0 .2

0 .1

1-108

1-103

1.097

1.221

1.466

1.040

合 計 23 ,797 100‐0 23,591 100.0 0.991 32 ,252 100‐0 1･367 36 ,828 100 .0 L 142 45,534 100･0 1-236 50,512 100 .0 1.109

(単位 :千トリップ)③トリップ長分布の推移 (金車計)

トリップ長

(k m )

S.46

構成比

S‐49

構成比 前回比

S.52

構成比 前回比

S.55

構成比 前回比

S .60

構成比 前回比

H .2

構成比 前回比構成比 前回比 構成比 前回比構成比 構成比 前回比 構成比 前回比 構成比 前回比

0 ~ 30 未満
30()50 "

5けし100 "

100()300 "

300(〉600 "

600 以上

53 ,147

1,781

896

337

49

13

94 .5

3 .2

1-6

0‐6

0‐1

0‐0

57,785

2,990

960

439

56

10

92 .8

4 .8

1-5

0 .7

0 .1

0‐0

1.087

1-678

1‐071

1.301

1.148

0-795

75,669

3,707

1,813

645

68

18

92 .4

4‐5

2.2

0.8

0･1

0.0

1.309

L 240

1.889

1 .469

1.213

1.783

84,169

4,119

1,904

633

76

25

92‐6

4.5

2江

0‐7

0‐1

0.0

1-112

1.111

1-051

0 ･981

1-119

1.395

loo,726

4 ,981

2 ,292

785

100

31

92 .5

4 .6

2 -1

0 .7

0 .1

0‐0

1.197

1-209

1-204

1.240

1.316

1-240

112,503

5 ,636

2,672

981

143

35

92 .2

4‐6

2.2

0.8

0･1

0‐0

1･117

1‐131

1.166

1-250

1.430

1.129

合 計 56,223 100‐0 62 ,239 100‐0 1.107 81,920 100.0 1.316 90,927 100‐0 1‐110 108,915 100‐0 1.197 121‐971 100 .0 1.120
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が
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

5

平
均
ト
リ
ッ
プ
回
数

(表
u
)

平
均
ト
リ
ッ
プ
回
数
は
、
全
車
種
平
均
で
一
日
一
台
あ

た
り
三
･
三
回
と
昭
和
六
○
年
度
の
三
･
六
回
か
ら
若
干

減
少
し
て
お
り
、
調
査
を
重
ね
る
た
び
に
減
少
を
続
け
て

い
る
。

こ
れ
に
は
、
免
許
保
有
率
の
上
昇
、
保
有
台
数
の
増
加

等
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
自
動
車
の
利
用
が
一
般
的
に
な

り
、
一
台
あ
た
り
の
利
用
頻
度
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う

背
景
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
営
業
用
の
バ
ス
･
小
型
貨
物
車
の
減
少
幅
が
特

に
大
き
い
が
、
こ
れ
ら
は
昭
和
五
五
年
度
か
ら
六
〇
年
度

に
か
け
て
は
ト
リ
ッ
プ
数
が
一
時
的
に
大
き
く
増
加
し
て

い
た
車
種
で
あ
り
、
ほ
ぼ
昭
和
五
五
年
度
並
に
戻
っ
た
形

に
な
っ
て
い
る
。

6

ト
リ
ッ
プ
長
分
布

(表
複
)

平
成
二
年
度
の
ト
リ
ッ
プ
長
分
布
に
つ
い
て
昭
和
六
〇

年
度
と
比
較
を
行
う
と
、
五
〇
如
以
上
の
中
長
距
離
ト
リ

ッ
プ
の
伸
び
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

7

ブ
ロ
ッ
ク
間
O
D

(表
第
)

平
成
二
年
度
の
ブ
ロ
ッ
ク
間
交
通
量
の
状
況
を
昭
和
六

〇
年
度
と
比
較
す
る
と
、
全
体
的
に
発
生
集
中
交
通
量
は

増
加
し
て
い
る

(ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
に
つ
い
て
は
表
幹
)。

そ
の
内
訳
に
つ
い
て
み
る
と
、
ブ
ロ
ッ
ク
間
の
ト
リ
ッ

プ
数
の
増
加
が
内
々
ト
リ
ッ
プ
の
増
加
率
に
比
べ
て
大
き

く
、
自
動
車
交
通
に
よ
る
交
流
範
囲
の
拡
大
を
表
し
て
い

る
。こ

の
こ
と
は
、
先
に
み
て
き
た
平
均
ト
リ
ッ
プ
長
の
減

少
と
は
矛
盾
し
た
現
象
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
短
距
離

ト
リ
ッ
プ
は
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
絶
対

数
が
多
い
た
め
、
平
均
ト
リ
ッ
プ
長
で
は
短
距
離
ト
リ
ッ

プ
が
一
層
短
距
離
化
し
て
い
る
影
響
が
主
に
表
れ
た
の
で

あ
り
、
一
方
で
は
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
の
占
め
る
割
合
も
増

大
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

表 14 ブロック区分

0N ブロック名 都道府県名

14 北 海 道 北海道

リム 北 東 北 青森県
、

岩手県
、

秋田県

QJ 南 東 北 宮城県
、

山形県
、

福島県
、

新潟県

自生 関東内陸 茨城県
、

栃木県
、

群馬県
、

山梨県
、

長野県

に･J 関東臨海 埼玉県
、

千葉県
、

東京都
、

神奈川県

AU 東 海 静岡県
、

岐阜県
、

愛知県
、

三重県

ワ‘ 北 陸 富山県
、石川県、

福井県

RU 近畿内陸 滋賀県
、

京都府
、

奈良県

QV 近畿臨海 大阪府
、

兵庫県
、

和歌山県

m 山 陰 鳥取県
、

島根県

u 山 陽 岡山県
、

広島県
、

山口県

12 四 国 徳島県、香川県、愛媛県
、

高知県

13 北 九 州 福岡県
、

佐賀県、
長崎県、大分県

14 南 九 州 熊本県
、

宮崎県
、

鹿児島県

第 沖 縄 沖縄県

こ
の
よ
う
に
都
市
内
で
、
よ
り
短
距
離
で
の
自
動
車
利

用
が
増
加
し
て
い
る
一
方
、
全
国
に
わ
た
る
長
距
離
の
自

動
車
交
通
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
動
車
交
通
需
要

の
多
様
化
の
一
端
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
状
況
に
お
い
て
円
滑
な
自
動
車
交
通
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
特
性
の
異
な
る
交
通
の
混
在
を
防
ぐ
よ
う
、

道
路
の
機
能
分
化
を
進
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
こ
の
O
D
表
か
ら
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
地
域

間
の
自
動
車
利
用
を
比
較
し
て
み
た
。
表
髄
に
各
ブ
ロ
ッ

ク
に
お
け
る
発
生
集
中
量
の
全
国
値
に
対
す
る
シ
ェ
ア
を

示
す
。



や
は
り
、
関
東
臨
海
、
東
海
、
近
畿
臨
海
の
太
平
洋
ベ

ル
ト
地
帯
の
シ
ェ
ア
が
大
き
い
が
、
平
成
二
年
度
デ
ー
タ

と
人
口
、
あ
る
い
は
自
動
車
保
有
台
数
と
の
比
較
を
行
う

と
、
こ
れ
ら
都
市
圏
で
は
人
口
の
割
に
発
生
集
中
量
が
小

さ
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
大
都
市
圏
で
は
、
地

方
圏
に
比
べ
て
営
業
用
車
の
占
め
る
比
率
が
高
い
こ
と
も

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
大
都
市
圏
に
お
け
る
自
家
用
車
の

一
定
期
間
あ
た
り
の
利
用
回
数
は
全
国
平
均
に
対
し
て
か

な
り
低
い
値
を
と
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
、
自
動
車
保
有
台
数
に
つ
い
て
も
都
市
圏
で
は
ト

表 15 各ブロックの発生集中量が全国に占める割合

49 瑠 琉 印 nノムH 人口
車
台
数

動
有

目
保

北 海 道 5
,
9 % 6

.
9 % 6

.
7 % 6

.
2 % 5

.
5 % 4

.
6 % 4

.
8 %

北 東 北 乾 範 鞘 鯛 範 鯛 M
南 東 北 穏 ね 復 佑 " 獨 第
関東内陸 お 範 鰡 館 留 " 則
関東臨海 加 榔 第 犯 鰻 勾 鴉
東 海 鰻 雄 鼠 癩 閼 邸 鯲
北 陸 M 鰯 M M 範 鵜 猜
近畿内陸 狙 刎 " 拗 創 妙 “
近畿臨海 鰻 螂 駝 蛇 期 蹄 臟
山 陰 影 は M M M u 乾
山 陽 拗 聴 軸 M 駝 隨 騎
四 国 幻 綿 細 粥 幻 鵡 幻
北 九 州 芻 芻 " 鵺 復 鰐 鰓
南 九 州 第 狛 第 鵺 礪 離 鯛
沖 縄 物 u 影 u 蜷 ゆ ゆ

リ
ッ
プ
数
に
比
べ
て
大
き
め
の
シ
ェ
ア
を
持

っ
て
お
り
、

車
を
持
っ
て
い
る
人
で
も
あ
ま
り
使
わ
な
い
と
い
う
状
況

を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
主
に
大
都
市
圏
に
お
い
て
は
公
共
輸
送
機
関

が
整
備
さ
れ
、
特
に
通
勤
通
学
目
的
等
で
は
、
そ
れ
ら
が

十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
状
況
を
示
す
地
域
で
は
、
道
路
整
備
の
あ
り
方
と
し

て
、
公
共
輸
送
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
輸
送
体
系
を

確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
交
通
の
整

備
が
比
較
的
進
ん
で
い
な
い
地
方
圏
で
は
、
各
地
域
に
お

け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
需
要
に
対
応
し
た
体
系
的
な
道
路

整
備
が
必
要
で
あ
る
o

8

貨
物
輸
送
の
実
態

(表
16
)

貨
物
車
類
の
ト
リ
ッ
プ
数
は
平
成
二
年
度
で
は
四
八
、

六
四
二
ト
リ
ッ
プ
/
日
で
、
昭
和
六
〇
年
度
の
一
･
0
六

七
倍
と
な
っ
て
お
り
、
経
年
的
に
は
増
加
が
続
い
て
い
る
。

全
自
動
車
交
通
量
に
占
め
る
割
合
は
、
発
生
集
中
量
で
四

0
%
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

貨
物
車
類
の
車
種
別
内
訳
を
み
る
と
、
軽
貨
物
車
の
ト

図 4 貨物車類の車種別トリップ数の推移

トー.nU[訓
単

御

節

卸

m

o



リ
ッ
プ
数
が
急
激
に
増
加
し
て
お
り
、
平
成
二
年
度
の
シ

ェ
ア
は
五
二
･
六
%
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
貨
物
車
類
の

ト
リ
ッ
プ
数
は
昭
和
六
○
年
度
ま
で
は
増
加
が
続
い
て
い

た
が
、
平
成
二
年
度
に
お
い
て
は
、
や
や
落
ち
着
い
て
い

る

(図
4
)
。

輸
送
ト
ン
数
に
つ
い
て
は
堅
調
に
伸
び
て
お
り
、
中
で

も
普
通
貨
物
車
が
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
六
五
･
一
%
、
特

種
車
も
急
激
に
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
二
0
･
二
%
に
達
し

て
い
る
。

し
か
し
、
ト
リ
ッ
プ
数
で
急
激
に
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て

い
る
軽
貨
物
車
と
小
型
貨
物
車
は
、
反
面
、
輸
送
ト
ン
数

で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
･
七
%
、
一
一
･
0
%
と
減
少
し
て
い

表 16 車種別貨物品目別輸送トン数①
車

種
項 目 鰕

品 目 別 内 容
合 計 ア

a
エ
ハじ
V

シ
空 車 農水産品 原材料 加工製品 日用雑貨

軽

貨

物

車

の
ズ駕刊

仔
印

4
4
5
5
6
日

nU
連れ艶
nD
RU
GJ
AU

ワー
QJ
RU
AU
QU
OXU

QJ
QU
メハ畦
AU
獲れ生
RU

14
14

ハb
nソ
リム
に.〕
nU
?“

427
臘
硼
155
503
498

L
L
L
L

nU
連れ艶
nD
RU
GJ

郷
520
105
邸
顕
邸

R〕
14
に.〕
リム
QU
14

14
nv
nv
rD
14
nU

1具
マー
14
11
ハノム
nノ“

hb
nU
ro
RU
1ュ
RU

に･U
14
一Q
GJ
R〕
〆4

nu
“カ性
Q〉
nv
に･U
14

八対U
nV
にJ
RU
14
nv

.'
‐'
'′
,･
‐‐′
‐'

14
14
1ユ
ー▲
ハリ
うり

0ひ
14
に.〕
リム
QU
14

獨
520
儀
342
334
561

にU
14
“性

T上
り&
?“

リリ
ワ‘
リム
ワ“
RU
RU

器
27
26
30
46
靴

Av
nv
に･〕
?“
自生
14

輸送トン数(B)
(千トン/日)

AU
QJ
nノ“
にJ
nU
n乙

4
4
5
5
6
日

AU 第
職
瑯
螂
192
172

101
129
16
20
器
埒

期
215
101
142
169
162

272
201
解
離
214
鰍

即
鋤
蛇
鋼
瑠
璃

nX〕
?“
Q〉
7-
QU
ワ.-

AU
にU
nノム
リム
QU
nソ“

nU
ワ･‘

"小
A
ン

膨
卷
の

4
4
5
5
6
日

28
27
16
14
端
物

nv
nV
nU
nV
nU
nv

卸
お
お
国
蜷
聡

nV
nU
nU
nU
nU
nv

笏
祖
的
第
鱒
第

nv
ハU
nv
nU
nv
ハU

27
19
08
第
“
第

.
･
･
･
･
･

nv
nU
nU
ハU
nU
=̂〕

12
11
第
04
03
似

Û
nv
nU
nV
Û
nU

小
型
貨
物
車

翁
ガ駕紗

仔
助

4
4
5
5
6
日

QU
nくじ
QJ
リム
7I
QtV

リム
QJ
RU
nXU
QU
nV

14
イ性
QJ
リム
ワー
ワ!

'
'
'
'
'
'

QJ
QJ
にU
AU
に･U
に、〕

nU
にJ
り"
りの
り乙
hD

獲れせ
にJ
qゾ
ハU
qv
ワー

L
r

鍋
甥
灘
429
361
300

L
9
1▲
護れ喰
AV
らD
nU

にJ
にU
にJ
ワr
Qゾ
ハU

14
GU
RU
ワ‘
rb
“"

'
'
'
'
'
'

1上
14
り“
ノ̂ム
リム
リム

RU
ヴ‘
リム
にJ
14
14

‐
‐
･
･
.
･

RU
話召す
QJ
AU
ワ‘
〆召す

?“
【(J
QU
QJ
り′“
?“

輸送トン数(B)
(千トンノ日)

4
4
5
5
6
日

滯
360
460
479
407
鵠

琺
瑯
270
334
269
224

015
692
870
閲
燃
839

L

L
･

836
860
036
995
渕
773

L
′

ワ･‘
にJ
に、U
にJ
ワ･‘
nU

器
卸
焔
齢
第
11

"亦
A
ン

馨
の

4
4
5
5
6
日

視
力
46
47
45
狙

.
･
･
･
･
･

n〉
ハU
nU
nU
nU
nU

知
力
72
78
75
75

-
‐
･
･
.
･

nV
nU
nV
nU
nU
nU

67
52
部
35
34
総

nY
AV
〔=V
n"U
nv
ハU

“
靴
鈴
範
製
靴

.
･
･
･
･
･

nU
nU
〔U
nU
ハU
nU

40
34
加
盟
20
18

.
･
･
･
･
･

nU
AU
nv
Û
nU
ハ…U

貨

客

車

鱒
力駕紗

仔
印

4
4
5
5
6
日

14
′̂“
!"",
nV
14
ハソ

｣4
ワ‘
グー
ハb
ワー
護れ性

QJ
ヤリ
ワ‘
RU
QJ
“淀

'
'
'
'
'
'

QU
リム
hD
らD
QU
リム

蘂
熔
291
342
278
143

187
394
57
鰡
船
第

郷
期
断
閲
端
戦

L
L

似
023
220
264
204
691

山
九
山
九

AU
RU
QJ
RU
Qゾ
ー▲

QJ
nV
QJ
ワ‘
GJ
]̂〉

に〉
にJ
RU
AU
R･〕
QJ

1上
月4
ぬU
リム
nU
1▲

.
･
･
･
･
･

に･〕
14
0J
RU
○、〕
RU

リム
リム
ー上
14
1よ

数

則
杉
冴

馨
僑

4
4
5
5
6
日

"
税
“
“
51
24

150
274
帯
磁
11
9

隣
粉
鱒
鰍
雌
84

鰡
沸
増
加
蟠
踞

3
め
杠
0
5
5

0
0
3
隻
説
教

L
L

RU
nV
nく,〕
“侵
nb
nV

RU
RU
リム
QU
14
11

"舂
A
ン

馨
の

4
4
5
5
6
日

邱
騎
蜷
19
18
17

nU
nU
nV
nU
nv
Û

卸
70
32
27
第
錐

nv
nV
nv
nV
nU
nU

“
"
12
M
u
13

.
･
･
･
-
‐

nU
nU
nv
ハU
nU
nU

稀
的
乾
聡
銘
聡

.
･
･
･
･
･

nv
nv
nv
n〉
nv
nU

野
れ
05
06
第
鮪

.
･
･
･
･
･

nu
nV
nU
nV
nV
nU

る

(図
5
)
。

次
に
輸
送
効
率
を
表
す
平
均
輸
送
ト
ン
数
は
、
全
体
で

○
、
四
○
ト
ン
ノ
ト
リ
ッ
プ
で
あ
り
、
昭
和
六
〇
年
度
か

ら
横
ば
い
、
車
種
別
に
み
る
と
全
体
的
に
低
下
し
て
い
る
。

品
目
別
に
み
る
と
農
水
産
品
の
輸
送
量
が
減
少
し
て
お

り
、
一
方
で
加
工
製
品
の
伸
び
が
著
し
い
。
ま
た
、
空
車



で
の
ト
リ
ッ
プ
が
貨
物
車
類
の
全
ト
リ
ッ
プ
に
占
め
る
割

合
が
、
昭
和
五
五
年
度
で
五
一
･
二
%
、
昭
和
六
〇
年
度

五
六
･
三
%
、
平
成
二
年
度
で
は
六
一
･
0
%
と
、
急
激

に
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、
軽
貨
物
車
の
ト
リ
ッ
プ
に
占

め
る
空
車
ト
リ
ッ
プ
の
割
合
は
、
六
七
･
二
%

(昭
和
六

○
年
度
)
か
ら
、
七
三
･
八
%

(平
成
二
年
度
)
と
、
非

常
に
大
き
い

(図
6
)
。
こ
れ
は
、
軽
貨
物
車
が
必
ず
し

長
の
短
縮
、
輸
送
ト
ン
数
の
低
下
な
ど
、
近
年
の
物
流
輪

も
貨
物
輸
送
の
用
に
の
み
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
乗

送
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
に
よ
る
輸
送
の
非
効
率
化
の
状
況

用
車
代
わ
り
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
も
多
い
こ
と
も
影

が
う
か
が
え
る
。
一
方
で
は
、
普
通
貨
物
車
や
特
種
車
の

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ト
リ
ッ
プ
数
と
輸
送
量
の
増
加
な
ど
、
大
型
貨
物
の
増
加
、

全
体
と
し
て
、
本
調
査
の
結
果
か
ら
み
た
物
流
の
傾
向

貨
物
車
の
大
型
化
に
よ
る
輸
送
の
効
率
化
と
い
っ
た
面
も

を
ま
と
め
る
と
、
物
流
の
ト
リ
ッ
プ
の
増
加
、
ト
リ
ッ
プ

み
ら
れ
、
二
極
分
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

表 16 車種別貨物品目別輸送トン数②

項 目 鱸
品 目 別 内 容

合 計 ア
分

工
↑“〉

シ

空 車 農水産品 原材料 加工製品 日用雑貨

数
ヅ

ッ

秒
秒
@
拝
印

4
4
5
5
6
日

断
蝋
御
鮒
鱗
知

89
爛
既
知
剔
鏑

蛆
723
鰡
漸
450
475

臨
畑
綿
"
閲
翻

し
L
L

蹴
饅
郷
934
057
蛆

L
L

ĥ〕
?“
にU
nb
ハU
RV

施
13
12
n
m
u

数

日

杉
冴

能辯

4
4
5
5
6
日

257
294
539
762
泓
伽

即
瑯
総
悠
肋
戦

捌
鸚
都
節
復
飾

1具
nU
QJ
AU
QU
T1

52
53
班
錠
館
鋳

勝
A
ン

髪
の

4
4
5
5
6
日

絮
邸
お
%
"
俎

聡
筏
能
91
90
12

即
第
19
26
幻
第

蘂
認
鞘
第
那
"

64
29
廃
嫡
斑
燐

数
ヅ

ツ

刃
秒
鑓
仔
団

4
4
5
5
6
日

閲
沸
郷
444
那
篤

4
10
邱
40
94
56

53
雌
蘂
錠
幻
総

49
74
筋
232
概
観

QU
AU
AU
にU
1上
ワ･‘

QJ
1具
14
ワ‘
にJ
1上

りム
n′“
?“
?“
QU
自生

524
観
戦
052
燐
724

L
L
L

リム
nv
rh･U
nる
14
に･〉

り"
QJ
リム
り“
QJ
QJ

数

日

彰
冴

犠盤

4
4
5
5
6
日

13
25
84
108
137
248

334
601
組
458
瑯
241

郷
俄
鰓
鰤
郷
鷆

L
上
物

354
682
概
鸚
㈱
瑯

L
L

011
拗
769
鸚
263
952

AU
QJ
!4
0XU
QJ
14

8
13
12
16
"
"

ゆ疎搦め

4
4
5
5
6
日

範
弼
斑
お
鰭
鶉

(こ
り′ム
ー▲
リム
ー鼻
14

聡
概
10
51
節
総

範
45
09
第
“
虹

だO
AU
にU
AU
にJ
RU

49
16
19
40
館
"

兜
M
雛
76
32
29

数
ヅ

ッ

秒

初
@
仔
印

4
4
5
5
6
日

螂
895
478
伽
670
664

13
m
16
18
騎
"

棚
卸
棚
郡
硼
難

概
戦
㈱
216
062
郷

L
a

L
し

"̂U
ハU
AV
AV
Û
nU

nU
nU
nU
nV
nU
nV

14
1ユ
ー上
14
1▲
1上

数

)

ン

伯

ト

ン
彎
飜

4
4
5
5
6
日

鵠
912
297
576
571
540

L
L
L
L

鋼
親
鯛
幻
筋
統

nU
nU
ハU
nv
nV
AV

nU
nU
nU
nU
nV
O

1ユ
ーム
ーユ
ー4
1エ
ー▲

鯲聡労

4
4
5
5
6
日

74
68
鼠
56
51
53

旧
都
10
51
髭
節

%
税
乾
留
91
12

総
鵠
"
お
73
78

49
57
44
“
40
拗

nU
nU
nU
nU
ハU
nU

輸送トン数
伸び率

4
5
5
6
日

乾
物
銘
⑪
窕

菊
琉
筍
艶
館

お
即
鍋
物
郎

ハU
14
1具
14
1具

卸
靴
難
14
02

馬
第
銘
第
館

車

種

普
通
貨
物
車

特

殊

車

合

計
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6 貨物車品目別トリップシェア

9

旅
客
輸
送

(表
g

平
成
二
年
度
の
自
動
車
に
よ
る
旅
客
ト
リ
ッ
プ
は
、
合

計
七
六
、
四
〇
一
ト
リ
ッ
プ
で
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
約

一
割
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
全
旅
客
ト
リ
ッ
プ
の
九
二
%
を

占
め
て
い
る
乗
用
車
に
よ
る
ト
リ
ッ
プ
数
の
伸
び
が
、
そ

の
ま
ま
合
計
値
に
表
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
目

的
別
に
み
る
と
自
家
用
目
的

(営
業
用
以
外
)
が
全
体
で

一
五
%
以
上
の
増
加
を
示
し
て
お
り
、
出
勤
登
校
、
社
交

娯
楽
、
家
事
買
い
物
目
的
の
交
通
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
0
%

前
後
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
タ
ク
シ
ー
や
ハ
イ

ヤ
ー
を
主
と
す
る
営
業
車
の
利
用
は
減
少
し
て
い
る
。

ま
た
、
利
用
人
数
も
ト
リ
ッ
プ
数
と
同
様
の
推
移
を
見

せ
て
い
る
が
、
平
均
乗
車
人
員

(利
用
人
数
/
ト
リ
ッ
プ

数
)
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
で
向
上
し
て
い
る
以
外
は
、
総

じ
て
低
下
し
て
い
る
。

旅
客
輸
送
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
旅
客
用
自
動

車
の
利
用
は
全
体
と
し
て
増
加
し
て
い
る
が
、
輸
送
人
数

の
伸
び
が
鈍
く
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
ト
リ
ッ
プ
数

の
増
加
は
堅
調
で
、
輸
送
効
率
が
低
下
し
て
い
る
。
車
種

別
に
み
る
と
、
大
多
数
を
占
め
る
マ
イ
カ
ー
の
利
用
に
つ

い
て
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

目
的
別
に
み
る
と
、
近
年
の
余
暇
拡
大
や
女
性
の
社
会

進
出
な
ど
の
風
潮
を
反
映
し
て
か
、
家
事
買
物
や
社
交
娯

楽
と
い
っ
た
私
事
目
的
が
増
え
て
い
る
。

的

休
日
交
通

発
生
集
中
交
通
量
に
つ
い
て
休
日
と
平
日
の
比
較
を
行

う
と
、
全
体
量
で
三
0
%
減
少
し
て
い
る
が
、
貨
物
車
の

減
少
幅
が
五
三
%
と
大
き
く
、
乗
用
車
類
に
つ
い
て
は
一

五
%
の
減
少
に
留
ま
っ
て
い
る

(表
焔
)
。

ブ
ロ
ッ
ク
別
O
D

(表
的
)
に
つ
い
て
み
る
と
、
内
々

交
通
が
全
ト
リ
ッ
プ
に
占
め
る
割
合
が
、
平
日
で
は
九

八
･
七
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
休
日
で
は
九
八
･
一
%
と

や
や
減
少
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
間
の
ト
リ
ッ
プ
の
比
率
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
。

個
々
の
ト
リ
ッ
プ
の
休
日
･
平
日
比
に
注
目
し
て
み
る

と
、
内
々
交
通
で
平
日
の
七
割
前
後
、
隣
接
ブ
ロ
ッ
ク
へ

の
ト
リ
ッ
プ
数
は
平
日
の
五
割
;
七
割
程
度
と
な
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
遠
距
離
で
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
比
較
的
平
日
の
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
が
多
い
貨
物
車
の

ト
リ
ッ
プ
の
減
少
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

次
に
ト
リ
ッ
プ
の
目
的
別
に
み
る
と
、
や
は
り
社
交
娯

楽
や
家
事
買
物
と
い
っ
た
目
的
の
ト
リ
ッ
プ
が
多
く
、
こ

の
二
者
で
全
体
の
四
一
･
六
%
を
占
め
て
い
る

(図
7
)
。

ま
た
、
平
均
ト
リ
ッ
プ
長
が
平
日
に
比
べ
か
な
り
長
く

な
っ
て
い
る
こ
と

(表
知
)
、
平
均
走
行
キ
ロ
で
乗
用
車

類
が
平
日
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と

(表
れ
)
、
乗
用

車
に
つ
い
て
は
ト
リ
ッ
プ
数
も
平
日
に
匹
敵
す
る
量
が
あ

る
こ
と

(表
左
)
か
ら
も
、
休
日
交
通
が
比
較
的
長
距
離

の
レ
ジ
ャ
ー
交
通
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
休
日
の
方
が

鎧
即

第

蜷

円

盤

10

8

6

4

2

0

単

囮軽貨勣蝉 園′;浬蹟勣輝 斑貨諸障 圀普通甜貝物南 圏特殊車

図 5 貨物車の車種別輸送トン数の推移



表 17 車種別旅客目的別輸送人数表

年 度 出勤登校 業 務 社交娯楽 家事買物 帰 宅 他 自家用計 営業用計 合 計

軽

乗

用

車

トリップ数(A )
(千トリップ/
日)

AU
OJ
リム
に･U
Û
リム

4
4
5
5
6
日

1驫
14
14
1上
1具
14

209
445
337
133
025
168

1具
1上
すユ
ー上

219
094
201
087
809
802

291
209
247
217
261
319

珀
熊
田
56
62
お

1,72

, 1,85
1,70
1,54
1,49
1,67

カ性
“性
にJ
月仕
一生
“優

総
難
解
範
れ
囮

2 0
8 1
2 1
3 1
6 1
2 2

イマ
一月性
にU
J4
自生
“""

総
剪
偲
琉
れ
巧

人 数(B )
(千人 / 日)

hhU
qv
n乙
にJ
nV
?“

4
4
5
5
6
日

14
14
1具
1上
すユ
ー▲

476
738
573
344
187
340

14
1ユ
ーユ
ー4
14

573
481
528
334
008
983

513
371
444
377
447
537

66
69

1,02
94

1,02
1,18

り"
り乙
リム
リム
ーユ
n乙

212
387
246
035
974
190

AU
ハO
AU
AV
にJ
RU

434
670
818
039
639
268

nU
14
nU
1具
?“
リム

ĥU
AU
AU
AU
にU
RU

434
671
818
040
641
28‘

B / A
(人 / トリップ)

ぬU
qゾ
リム
にJ
nV
リム

4
4
5
5
6
日

1.22
1.20
1.18
1.19
1.16
1.15

1.29
1.35
1 .27
1 ,23
1.25
1.23

1.77
1.78
1.80
1.74
1.71
1,68

1 .69
1.76
1.73
1.67
1.64
1.57

1.28
1.29
1.32
1.31
1.32
1 ,31

1.33
1.33
1.34
L 33
1.34
1.32

1.63
1 .63
1 .39
1 .34
2 .00
1.19

1.3:,
1.33
1.34
1.33
1.34
1.32

乗

用

車

トリップ数(A )
(千トリップ/
日)

RU
OJ
9“
rb
ハU
リム

4
4
5
5
6
日

QU
獲れ★
nd
nU
?“
RU

14
1具
1上

059
974
632
556
574
230

6
6
m
員
蜷
聡

322
816
554
564
285
669

1上
1具
リム
?“
QJ
まれ性

111
028
025
474
399
062

1ム
ー▲
らの
らくJ
R.〕
AU

022
336
322
871
283
72{

5
7
n
乾
け
拗

174
068
264
025
538
462

齢
牡
節
42
52
卸

68で
222
797
490
079
371

m
n
u
11
11
9

000
277
545
625
414
83:

第
笠
47
54
“
"

688
499
342
115
493
343

人 数(B )
(千人/日)

AU
QJ
リム
にu
nU
り“

4
4
5
5
6
日

4
6
m
12
14
17

214
327
590
753
644
467

9
m
M
脆
舒
野

578
345
752
779
487
516

り“
↑上
らく･U
｣4
AU
AU

301
958
823
490
089
984

1
2
5
6
8
10

94E
393
928
753
961
786

ワー
qv
にJ
RU
?“
rD

1上
す上
り乙
リム

561
566
157
524
743
901

第
30
50
那
69
78

602
589
250
299
924
993

3
9
18
19
野
郎

702
918
782
814
362
726

“
御
鐙
78
概
%

304
507
032
113
286
900

B / A
(人 / トリップ)

AU
Q〉
り“
にソ
nU
?“

4
4
5
5
6
日

1.38
1.27
1.23
1.21
1.16
1,15

1 .52
1.52
1.40
1.36
上32
1.28

2.07
1.91
1.89
1.82
1.79
1.72

1.91
1.79
1.78
1.74
1 .70
1.60

1.46
1.35
1.35
l.32
1.30
1.27

1.53
1.44
1.40
1.37
1.34
1.31

0 .37
0 .88
1 .63
1 ･70
1 .70
1･70

1.10
1.25
1.46
1.44
1.41
1,36

ス

トリップ数(A )
(千トリップ/
日)

AU
QJ
?“
に･〕
"̂U
?“

4
4
5
5
6
日

隻
幼
“
臨
め
拗

166
213
250
247
251
268

7
6

14
17
26
25

2
1
3
2
2
4

45
42
45
42
33
40

264
299
391
374
362
410

677
1,103
934
989

1,013
891

941
1,402
1,325
1,363
1,375
1,303

人 数(B )
(千人/日)

AV
QJ
リム
にJ
AU
?&

4
4
5
5
6
日

540
640

1,316
1,214
956

1,325

1,994
2 ,882
2 ,831
2 ,762
3 ,111
3 ,183

114
111
245
276
437
391

18
5
12
18
22
20

336
471
486
530
419
511

3 ,002
4 ,109
4 ,890
4 ,800
4 ,945
5.491

8
12
27
30
31
30

651
578
193
257
825
942

11
16
32
35
36
36

653
687
083
057
770
455

B / A
(人 / トリップ)

AV
〔け
り乙
に〕
ハU
リム

4
4
5
5
6
日

12,38
17.50
16 .75
18 .58
19.12
19 .24

12 .04
13 .54
11.33
11.19
12.39
11.88

16 .29
18 .50
17.50
16 .24
16 .81
15.78

9 .95
5 .46
4.04
7.24
11･00
5.20

7.48
11.18
10 ･77
12 .59
12 .70
12 .81

11.37
13.74
12.51
12.83
13.66
13 ,39

12 .78
11.40
29 .11
30.59
31.42
34.73

12 .48
11.90
24.21
25 .72
26 ,74
27.98

計

トリップ数(A )
(千トリップ/
日)

AU
〔け
り′“
にJ
nV
り“

4
4
5
5
6
日

4
6
m
虹
蜷
齢

311
455
047
755
649
467

7
8

賜
物
14
14

707
123
005
898
345
739

14
1▲
nノ“
?“
QJ
メ生

409
243
286
708
686
407

1
1
3
4
5
7

414
732
919
441
907
487

6
8
13
15
19
22

941
965
012
615
070
177

21
26
41
47
56
65

788
518
269
417
657
524

10
12
12
12
12
10

677
380
479
615
428
726

32
38
53
60
69
76

459
898
748
032
085
401

人 数(B )
(千人/日)

AU
Q〉
り"
にU
nU
り“

4
4
5
5
6
日

6
8

蜷
施
16
20

229
704
479
312
787
132

13
M
ゆ
ゆ
れ
れ

145
703
110
874
606
683

リム
リ′“
“"
にU
“0
7#

927
439
511
142
973
912

2
3
6
7

10
11

624
091
967
720
006
993

10
12
17
21
25
28

109
424
888
089
136
602

35
41
61
69
80
90

034
361
955
137
508
751

12
22
45
50
51
47

353
496
975
072
189
669

47
63
107
119
131
138

387
857
930
209
697
638

B / A
(人 / トリップ)

AU
Qソ
リム
にJ
nU
〔ヲ乙

4
4
5
5
6
日

1.44
1.35
1.34
1.30
1.23
1.22

1･71
1.81
1,59
1.54
1.51
1 .47

2.08
1.96
1 .97
1.90
1.89
1.80

1.86
1.79
1.78
1.74
1.69
1 .60

1.46
1.39
1.37
1.35
1.32
1.29

1.61
1.56
1.50
1,46
1.42
1.39

1.16
1.82
3.68
3 .97
4 .12
4 .44

1.46
1.64
2.01
1.99
1.91
1.81

人数伸び率

49 / 46
52 / 49
55/ 52
60 / 55
H 2 / 60

1.40
1.55
1 ,14
1･lo
1.20

1.12
1 .30
L 04
1.09
1･00

0 .83
1.85
1.14
1.36
1.13

1.18
2 .25
1 .11
1.30
1.20

1.23
1.44
1.18
1.19
1.14

1.18
1.50
1.12
1.16
1.13

1.82
2 .04
1.09
1.02
0 .93

1.35
1.69
1.10
1･10
1.05



自
家
用
車
に
つ
い
て
は
か
え
っ
て
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ト
リ
ッ
プ
の
特
徴

と
し
て
乗
車
人
員
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
全
ト
リ
ッ

プ
の
平
均
で
二
･
三
七
人
/
ト
リ
ッ
プ
と
、
平
日

(
一
･

八
一
人
/
ト
リ
ッ
プ
)
に
比
べ
、
か
な
り
輸
送
効
率
が
高

く
な
っ
て
い
る
。

休
日
交
通
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
平
日
は
業
務
･
通

勤
と
い
っ
た
比
較
的
短
い
ト
リ
ッ
プ
が
多
く
あ
る
の
に
対

し
て
、
休
日
に
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
目
的
の
交
通
が
増

え
る
た
め
、
ト
リ
ッ
プ
数
で
は
少
な
く
な
る
も
の
の
、
平

日
よ
り
も
遠
方
へ
出
か
け
る
ト
リ
ッ
プ
が
乗
用
車
を
中
心

に
大
量
に
発
生
し
て
い
る

(ト
リ
ッ
プ
長
分
布
の
平
日
休

日
比
較
は
表
器
)。

今
後
、
予
想
さ
れ
る
余
暇
活
動
の
増
大
に
よ
り
、
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
強
ま
っ
て
ゆ
く
も
の
と
み
ら
れ
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
ト
リ
ッ
プ
の
特
性
に
も
配
慮
し
た
道
路

整
備
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

ま
と
め

以
上
が
、
平
成
二
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
の
調
査
結
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単鶏千トリップ

囮出動登校 圏業務 圏社弱娯楽 圀家事買物 圏j謂縄 圏営業用

図 7 乗用車利用品目別トリップ数平日休日比較

表 21 平均走行キ口数
(単位 : K m / 台 ･日)

平 日 休 日 休
平
日
日
/

乗

用

車

類

軽 乗 用 車 23 .6 30 .4 1.29

乗用車

自家用 31.8 43 .4 1.36

営業用 214.1 226 .3 1.06

計 33.7 45 .2 1 .34

ノミ ス

自家用 67 .9 101.0 1 .49

営業用 248 .4 347 .7 1.40

計 122.3 249.1 2 .04

小 計 33.7 45.3 1 .34

貨

物

車

類

軽 貨 物 車 24 .3 24.9 1.02

小 型
貨物車

自家用 45.9 38 .9 0 .85

営業用 100.8 82 .1 0 .81

計 47 .1 39 .3 0 .83

貨 客 車 49.6 41.3 0 .83

普 通
貨物車

自家用 70.2 58 .8 0 .84

営業用 196.6 219 .O 1.11

計 118.9 99.6 0.84

特 種 車 90.5 82 .7 L 02

小 計 42 .3 32.3 0 .76

合 計 37.1 41.4 1.12

注1) 連休車を除いて集計したものである。

表 20 平均トリップ長
(単位 : K m / トリップ ･日)

平 日 休 日 休
平
日
日
/

乗

用

車

類

軽 乗 用 車 8.2 10.7 1.30

乗用車

自家用 11.2 15.2 1.36

営業用 5.4 5.7 1 ,06

計 10.7 14.5 1.36

ノミ ス

自家用 14 ,3 28 ,7 2 .01

営業用 29.6 33.6 1.14

計 25 .4 32 .8 1.29

小 計 10 .9 14.7 1 .35

貨

物

車

類

軽 貨 物 車 7.8 8 .8 1 .13

小 型
貨物車

自家用 12 .6 13 .5 1.07

営業用 19.3 27 .5 1 .42

計 12.9 13 .7 1.06

貨 客 車 14.6 17 .8 1.22

普 通
貨物車

自家用 20 ,7 24.2 1･17

営業用 48 ,8 85 .3 1.75

計 33 .3 45 .1 1.35

特 種 車 22.0 34 .1 1.55

小 計 13 .1 12 .3 0 .94

合 計 11 .8 14.O 1.19

　　　　　
　　

4
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4
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平日 休日



器表
①トリップ長分布 (乗用車類計)

(単位 :千トリップ)
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回

リ
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合 計 鵺 鰓 鵤
②トリップ長分布 (貨物車類計)

(単位 :千トリップ)
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鮑
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合 計 戦 耽 鰭
③トリップ長分布 (全車計)

(単位 :千トリップ)

トリップ長
(k m)

平 日 休 日 酪休

稀

〃
〃
〃
趾

卸

即

100

300

600

00

~
~
~
~
~
6

郡
鍋
物
蝋
燭
蘂

蛇
覆
れ

252

瑯
984

瑚
118
23

五
偽
残
L

即
芻

夘
後

れ

52

合 計

劇 纖 賄

果
の
概
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
個
々
の
デ
ー
タ
か
ら
現
在
の
道
路
交
通
の
姿

を
明
確
に
ま
と
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
注
目
す
べ

き
点
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
交
通
の
二
極
分
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
貨
物
車
に
つ
い
て
の
大
型
車
に
よ
る
長
距
離
輸

送
と
、
小
型
車
に
よ
る
短
距
離
輸
送
へ
の
分
化
、
乗
用
車

に
お
い
て
は
、
極
短
距
離
の
都
市
内
ト
リ
ッ
プ
と
長
距
離

ト
リ
ッ
プ
へ
の
分
化
、
と
い
っ
た
現
象
が
調
査
回
数
を
重

ね
る
ご
と
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
道
路
整
備
と
は
、
文
中

に
も
述
べ
た
と
お
り
、
道
路
の
機
能
分
化
の
推
進
が
必
要

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
を
快
適
に
す

る
た
め
の
規
格
の
高
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
や
、

市
街
地
へ
の
通
過
交
通
の
流
入
を
排
除
す
る
た
め
の
環
状

道
路
の
整
備
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

第
二
点
と
し
て
、
乗
用
車
、
貨
物
車
と
も
に
み
ら
れ
る

輸
送
効
率
の
低
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
移

動
す
る
人
や
物
資
に
対
し
て
、
自
動
車
交
通
量
が
過
剰
に

増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
点
は
、
単
に
自
動
車
交
通
の
性
質
の
変
化
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
!
問
題
や
環
境
問
題
に
も
関

わ
っ
て
く
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

単
に
交
通
容
量
を
増
や
し
て
、
増
加
し
続
け
る
交
通
量
を

さ
ば
く
ば
か
り
で
な
く
、
自
動
車
の
効
率
的
利
用
を
促
す

よ
う
な
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

表 22 平均トリップ回数
(単位 :回 /台 ･日)

平 日 休 日 彬軸

乗

用

車

類

軽 乗 用 車 蜘 2
.
9 0

.
97

乗用車

自家用 芻 2
.
9 1

.
00

営業用 蝋 45
.
6 1

.
03

計 編 3
.
3 1

.
00

ノミ ス

自家用 即 拗 @
営業用 稀 7

･
1 1

.
27

計 潴 邱 L O9

計 穏 鉛 則

貨

物

車

類

軽 貨 物 車 鑓 第 脚
型
砿

小
貨

自家用 範 芻 僻
営業用 弼 獨 鯛
計 範 第 硼

貨 客 車 銘 第 鮖
通
轆

晋
貨

自家用 幻 第 鵤
営業用 “ 綿 饑
計 如 紅 鯛

特 種 車 猜 乾 劔小 計 翔 第 鰡
合 計 鯛 糀 鰡

注1) 連休車を除いて集計したものである。



最
後
に
、
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
休
日
交
通

の
量
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
経
年
的
変
化
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
社
会
の
動
向
を
見
て
い
て
も
増
加

傾
向
に
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

休
日
交
通
に
対
応
し
た
道
路
整
備
を
考
え
る
と
き
、
景

観
や
快
適
性
に
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
観
光

等
レ
ジ
ャ
ー
目
的
の
交
通
に
は
、
平
日
に
は
交
通
量
が
少

な
い
観
光
地
の
道
路
に
、
一
時
に
一
方
向
に
集
中
す
る
と

い
う
特
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
発
生
す
る
渋
滞
の
対
策

も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
交
通
の
質
に
対
応
す
る
た
め

に
は
、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

道
路
整
備
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
と
し
て
、
将
来
の
ニ
ー
ズ

に
も
耐
え
得
る
道
路
づ
く
り
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

ど
っ
て
い
る
。
そ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
道

路
交
通
の
情
勢
を
多
面
的
に
分
析
し
、
認
識
す
る
こ
と
が

必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
は
、
そ
の
よ

う
な
要
請
に
応
え
得
る
わ
が
国
唯
一
の
総
合
的
調
査
で
あ

る
。
今
後
、
さ
ら
に
調
査
の
高
度
化
を
目
指
す
と
と
も
に
、

デ
ー
タ
を
効
果
的
に
活
用
し
て
ゆ
く
た
め
の
努
力
が
不
可

欠
で
あ
ろ
う
o

本
成
果
が
各
方
面
で
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望

す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
が
平
成
二
年
度
の
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
の
概
要
で

あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
か
ら
で
も
道
路
交
通
の
情
勢
に

つ
い
て
様
々
な
見
方
を
す
る
事
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
よ

り
詳
細
に
集
計
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
欠

け
て
い
た
道
路
交
通
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
を
発
見
で
き
る
こ

と
も
あ
り
得
る
。

国
土
構
造
の
変
化
、
高
齢
化
社
会
へ
の
移
行
、
国
民
の

価
値
観
の
多
様
化
等
を
背
景
と
し
て
、
わ
が
国
の
道
路
整

備
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
高
度
化
、
多
様
化
の
一
途
を
た



一
は
じ
め
に

自
動
車
保
有
台
数
、
免
許
取
得
人
口
が
増
加
し
、
自
動

車
の
運
転
は
生
活
そ
の
も
の
に
な
り
、
道
路
は
身
近
で
不

可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
道
路
サ
ー
ビ
ス
は
こ
れ
ま

で
ハ
ー
ド
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
安

心
し
て
快
適
に
使
え
る
ソ
フ
ト
面
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

が
、
よ
り
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
サ
ー
ビ
ス
の
概
念
は
時
代
と
と
も
に
変
わ

っ
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
、
人

に
や
さ
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
道
路
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り

方
の
検
討
を
し
つ
つ
道
路
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
道
路
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
わ

か
り
や
す
く
使
い
や
す
い
道
路
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た

め
の
『道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会

(座
長
中
村
英

夫
･
東
京
大
学
工
学
部
教
授
)
』
の
設
置
経
緯
に
つ
い
て

は
、
本
誌
九
一
年
三
一月
号
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の

『道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
』
は
、
平
成
三

年
一
〇
月
に
発
足
し
て
以
来
、
四
回
に
わ
た
る
懇
談
を
重

ね
、
路
線
番
号
や
案
内
標
識
等
五
項
目
を
柱
と
す
る
提
言

を
ま
と
め
、
平
成
四
年
四
月
に
道
路
局
長
に
提
出
、
引
き

続
い
て
建
設
大
臣
に
説
明
し
た
。
ユ
ー
ザ
ー
の
立
場
に
立

っ
た
道
路
案
内
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
探
っ
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
こ
こ
に
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

こ
の
懇
談
会
の
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

座
長

中
村
英
夫

東
京
大
学
工
学
部
教
授

生
内
玲
子

交
通
評
論
家

河
合
恭
平

道
路
評
論
家

岩
越
和
紀

J
A
F

M
A
T
E
編
集
長

柳
沢
京
子

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ナ
ー

金
窪
敏
知

㈱
日
本
地
図
セ
ン
タ
!
常
務
理
事

尾
仲

章

鰯
日
本
デ
ジ
タ
ル
道
路
地
図
協
会

専
務
理
事

三

P
O
I
N
T
E
R
ブ
□
ジ
エ
ク
ト
の
由
来

も
g
z
弓
□
男

と
は
、
位
置
を
決
め
る

(も
o
盟
[5
日
口
ぬ

命
))、
行
き
先
の
方
向
を
決
め
る

(0
口
の已
脾
目
吸

(0
))
た
め
の
情
報

合
員
0
門口
)程
5
ロ
ロ
Z
)
)
で
、
交
通

(一
馬
酸
R
(弓
))

の
た
め
の
、
道
路
上

命
口

刃
0
巨
①

(囮
刃
))
の
シ
ス
テ
ム
を
指
す
言
葉
で
英
文
の
頭
文
字
を

取

っ
た
も
の
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
指
示
棒
等
、
ポ

イ
ン
ト
を
指
す
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
北
斗

七
星
の
柄
杓
の
先
の
二
つ
の
星
を
目
印
に
し
て
、
そ
れ
を

結
ぶ
線
の
延
長
上
に
北
極
星
を
見
つ
け
て
い
た
も
の
で
こ

週
騰
艀
1
ヒ
ス
噛
廳
化
唱
鬮
嚇
る
礎
轡
鑑
つ
い
で

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室



図 2 猟犬のポインターを使ったた

ク
つ

一

吏

マ

を
ゴ

一
口

　
　

ン

の
星
を
ポ
イ
ン
タ
ー
と
い
う
。
そ
し
て
、
猟
犬
の
ポ
イ
ン

タ
ー
、
同
じ
よ
う
に
獲
物
を
狙
っ
て
探
す
犬
と
い
う
意
味

が
あ
る
。

今
回
の
も
O
MZ
一
国
兜
は
、
自
分
の
場
所
は
ど
こ
か
、

行
き
先
へ
は
ど
う
行
く
か
、
そ
れ
を
的
確
に
行
う
と
意
味

を
こ
め
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
称
で
あ
る
。

七
○
の
一宮
o
b
"□

熊
P
b
亀
6
耳
一①
□
什
"
[…□
吸
赫ロ
崎
o
]ロ
謡
N
□
○
□
壗
O
H

弓
門田
靴
8

g

力
o日
の
(道
路
上
の
交
通
の
た
め
に
位
置
と

方
向
を
示
す
情
報
シ
ス
テ
ム
)

以
下
に
五
項
目
の
提
言
内
容
に
つ
い
て
、
要
点
を
示
す
。

三

道
路
番
号
の
あ
り
方

道
路
番
号
は
道
路
利
用
者
へ
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
で
あ

る
と
と
も
に
、
商
標
、
案
内
図
等
に
も
広
く
利
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
路

線
番
号
の
付
番
及
び
表
示
に
、
一
層
努
め
て
行
く
必
要
が

あ
る
。

今
後
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
一
四
、
0
0
0
虹
の
整
備
、

国
道
網
の
拡
大
等
幹
線
道
路
網
の
再
編
成
が
進
む
ほ
か
、

社
会
の
動
向
と
し
て
は
、
交
通
の
長
距
離
化
、
情
報
化
の

進
展
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
、
外
国
人
の
増
加
、
高
齢
化

の
進
展
等
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
路
線
番
号
の
付
番
、
表
示

等
に
つ
い
て
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
の
視

点
か
ら
一
層
改
善
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

1

高
規
格
幹
線
道
路
の
路
線
番
号

高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
道
路
利
用
者
に
と
っ

て
わ
か
り
や
す
い
系
統
的
な
付
番
方
法
を
定
め
、
道
路
名

称
と
あ
わ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ

･
る
の
で
、
そ
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

高
規
格
幹
線
道
路
に
路
線
番
号
を
付
け
る
に
あ
た
っ
て

は
、
次
の
よ
う
な
特
性
を
備
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

①

わ
か
り
や
す
く
規
則
性
の
あ
る
番
号

②

一
般
道
路
と
区
別
で
き
る
番
号

(例
･･M
-
1

等
)

③

路
線
の
格
や
機
能
、
存
す
る
地
域
、
方
向
性
、
路

線
網
の
階
層
的
な
つ
な
が
り
等
の
情
報
を
知
る
こ
と

が
で
き
る

④

将
来
、
新
た
に
路
線
が
追
加
さ
れ
た
場
合
に
規
則

性
が
崩
れ
な
い

⑤

こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
道
路
名
称
に
つ
い
て
は

継
続
す
る
も
の
と
し
、
番
号
と
併
記
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い

高
規
格
幹
線
道
路
の
路
線
番
号
の
付
番
に
つ
い
て
は
図

3
に
示
し
た
案
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
導
入
を
検
討
す
る
。

2

一
般
国
道
の
路
線
番
号

現
在
の
国
道
の
う
ち
、
路
線
番
号
の
統
合
等
に
よ
り
利

用
者
の
感
覚
に
、
よ
り
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
地
元
の
意
向
等
を
確
認
の
上
、
路
線
番
号
の
付

け
替
え
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

図 l P O IN T E R プロジェクトのロゴマーク





ま
た
、
国
道
番
号
を
体
系
的
な
番
号
に
改
め
る
場
合
、

社
会
的
影
響
や
標
識
･
地
図
等
の
変
更
の
た
め
の
コ
ス
ト

等
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
利
用
者
に
と
っ
て

も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
国
道
番
号
体

系
化
の
ニ
ー
ズ
、
付
番
方
法
、
社
会
的
影
響

(行
政
上
の

各
種
台
帳
、
沿
道
の
商
店
の
名
前
等
)、
変
更
の
た
め
の

コ
ス
ト

(標
識
･
地
図
な
ど
)、
制
度
上
の
整
理
、
時
期
、

移
行
方
法
等
に
つ
い
て
体
系
化
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

図 4 高規格幹線道路の路線番号標識 (例) (単独標識例)

3

都
道
府
県
道
の
路
線
番
号

都
道
府
県
道
に
つ
い
て
は
路
線
番
号
の
表
示
を
積
極
的

に
推
進
し
、
利
用
者
へ
の
案
内
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
都
道
府
県
道
は
路
線
名
と
し
て
、
一
般
に
起
終

点
名
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
て
お
り
、
路
線
番
号
が
知
ら
れ

て
い
な
い
場
合
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
は
延
長
と

し
て
は
一
六
%
に
す
ぎ
な
い
が
、
交
通
量
で
は
七
0
%
を

分
担
し
て
お
り
、
し
か
も
案
内
を
必
要
と
す
る
長
ト
リ
ッ

プ
の
交
通
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県

道
に
つ
い
て
も
路
線
番
号
を
表
示
し
、
利
用
に
供
す
る
こ

と
は
効
果
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四

道
路
案
内
標
識
の
あ
り
方

道
路
案
内
標
識
は
道
路
上
で
ド
ラ
イ
バ
ー
に
現
在
地
や

目
的
地
に
至
る
ま
で
の
経
路
を
案
内
す
る
も
の
で
あ
り
、

ド
ラ
イ
バ
ー
が
正
し
く
経
路
を
選
択
し
、
走
行
す
る
た
め

に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
施
設
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
従

来
の
地
点
表
示
に
路
線
番
号
表
示
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
案
内
情
報
の
提
供

を
行
う
と
と
も
に
的
確
な
位
置
へ
の
標
識
の
設
置
に
努
め

て
行
く
必
要
が
あ
る
。

都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
が
相
互
に
交
差
す
る
交
差
点

に
は
路
線
番
号
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
置
す
る
。
そ

関越自動車道藤岡ジャンクションの本線

※地名は仮に表示したものです。

例

の
際
、
設
置
す
る
場
所
は
多
数
に
上
る
た
め
、
景
観
に
対

識

し
て
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
交
差
点
の
大
き
さ
に
応
じ
た

標(ジャンクション標識例)影

小
型
の
標
識
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
o

図 5 高規格幹線道路の路線番号標識 (例)

図 6 交差道路の小型路線番号標識

例
の

路
綜
覧

標
識
に
っ
ぃ
て
は
図
6
に
示
し
た
案
を
参
考

(

ン

に
し
て
、
そ
の
導
入
を
検
討
す
る
。

東北自動車道郡山ジャンクションの本線



ま
た
、
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
れ
ば
、
国
道
番
号

に
対
す
る
不
満
の
相
当
部
分
は
表
示
が
不
適
切
な
こ
と
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
国
道
路
線
番
号
に
つ
い

て
は
表
示
方
法
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
の
国
道
番
号
の
わ
か
り
に
く
さ
は
表
示
方
法
を
工

夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
次
の

よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
案
内
標
識
に
よ
っ
て
路
線
を
わ

か
り
や
す
く
す
る
努
力
を
積
極
的
に
行
う
。

①

バ
イ
パ
ス
と
旧
道
で
同
じ
番
号
が
表
示
さ
れ
て
お

り
、
混
同
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合

②

複
数
の
路
線
の
重
用
区
間
で
一
方
の
路
線
番
号
の

み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

図 8 小型案内標識設置例

き
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〆
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変
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図 7 路線番号を主体にした案内標識体系

こ
そき
杉瀞
影
を
熊

　　
　
　　



五

地
点
標

(キ
ロ
ポ
ス
ト
)
の
あ
り
方

地
点
標

(キ
ロ
ポ
ス
ト
)
は
一
定
間
隔
で
現
在
位
置
を

示
す
道
路
管
理
用
施
設
で
あ
る
が
、
ド
ラ
イ
バ
ー
等
の
道

路
利
用
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
正
し
い

位
置
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が

も
た
ら
さ
れ
る
。

現
状
に
お
け
る
地
点
標
は
道
路
管
理
の
目
的
で
、
主
と

地の色を薄いブルーに路線の種別を地図に合わせて、色
分けして示すアイデアもあります。
例えば、国道は淡い赤、主要地方
遵は淡い緑、 一般都道府県連は淡

　　

　　
　

横
き
Jべ

き

{

国
緑

o

、
い
ど

ば
淡
な

え
は
黄

例
遭
い

し
て
国
道
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
利
用
者
に
と
っ

て
は
利
用
し
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
点
標
を
一
般
の
道
路
利
用
者
に
も
活

用
で
き
る
よ
う
に
、
国
道
以
外
の
道
路
も
含
め
て
、
わ
か

り
や
す
い
も
の
に
付
け
替
え
る
、
ま
た
は
設
置
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
の
地
点
標
の
整
備
に
よ
り
、
現
在
地
の
確
認
、
目
的

地
ま
で
の
距
離
の
確
認
、
走
行
方
向
の
確
認
等
、
よ
り
わ

か
り
や
す
く
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
現
行
の
地
点
標
に
代
え
て
以
下
の
よ
う
な
道

路
利
用
者
の
多
岐
に
わ
た
る
利
用
形
態

(利
用
ニ
ー
ズ
)

に
対
応
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
地
点
標
の
整
備
に
努
め
て

行
く
必
要
が
あ
る
。

①

円
滑
な
走
行
の
た
め
の
情
報
提
供

②

非
常
時
に
お
け
る
目
印
の
提
供

③

道
路
の
管
理
業
務
や
事
故
調
査
等
の
高
度
化

④

道
路
に
対
す
る
意
識
の
向
上

な
お
、
地
点
標
の
設
置
に
は
以
下
の
点
に
充
分
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
o

図 10 地点標の例 (パネル型)

(縦型)

榊
盛

館
*

鷲
鰡
鰤農

嫌
鱗
鯛
鬘

藁

図 9 地点標の表示内容



①

歩
行
者
、
自
転
車
の
安
全
な
通
行
の
妨
げ
に
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

②

路
上
の
設
置
物
と
し
て
美
観
や
沿
道
環
境
と
の
調

和
に
配
慮
す
る
こ
と

③

積
雪
寒
冷
地
に
お
い
て
は
特
に
冬
期
の
視
認
性
を

充
分
配
慮
す
る
こ
と

目的地までの距離や現在

図 11 地点標の例 (三角柱型)

た
と
え
ば
こ
ん
な
時
、
キ
ロ
ポ
ス
ト
は
活
躍
し
ま
す
。

◎
現
在
、
自
分
が
ど
の
路
線
の
ど
の
地
点
を
走
っ
て
い
る

の
か
、
目
的
地
ま
で
は
あ
と
何
蝿
あ
る
の
か
、
ど
こ
で
曲

が
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
時
、
キ
ロ
ポ
ス
ト
は
活

躍
し
ま
す
。

こまれた時。

◎路線のどの地点から渋滞しているの

か、地点を特定することができます。

　
　

　

　
　
　

　　
　　

　
　
　
　

ず
跡
鱗
を

　
　

　
　
　
　

　
　

◎故障したり、事故にまきこまれた時、
J A Fや警察など-こ、場所を正確に連絡

することができます。

鬱山道をドライブ中、道に迷った時、道

路地図とキロポストで、地点を特定する

ことができます。



そ
の
た
め
に
は
、
路
線
番
号
を
道
路
地
図
上
に
表
現
し

た
り
、
道
路
上
で
表
示
さ
れ
て
い
る
情
報

(地
点
名
、
キ

ロ
ポ
ス
ト
等
)
を
道
路
地
図
で
確
認
で
き
る
よ
う
工
夫
し

た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
あ
る
程
度
の
縮
尺
以
上
に
つ
い
て
は
路
線
番
号

の
始
点
か
ら
終
点
ま
で
の
ル
ー
ト
の
連
続
性
と
路
線
の
接

続
状
況
、
交
差
点
や
I
C
、
J
C
T
の
接
続
状
況
を
正
確

に
道
路
地
図
上
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
路
地
図
を
制
作
す
る
た
め
に
は
様
々
な
工

夫
、
膨
大
な
情
報
が
必
要
で
あ
り
、
道
路
地
図
に
も
り
込

む
べ
き
情
報
を
開
発
、
集
積
、
共
有
、
交
換
す
る
仕
組
み

を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

六

道
路
地
図
の
あ
り
方

道
路
地
図
は
案
内
標
識
と
合
わ
せ
て
ド
ラ
イ
ブ
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
情
報
源
で
あ
り
、
快
適
な
ド
ラ
イ
ブ
を

実
現
す
る
た
め
に
は
現
地
と
整
合
し
た
わ
か
り
や
す
い
道

路
地
図
を
製
作
す
る
必
要
が
あ
る
。

図 13 路線番号及び路線の接続状況を
強調して表示した地図の例
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図 14 インターチェンジ等の接続状況を強調して表示した地図の例

図 12 キロポストの設置表示をした例



を
と
っ
て
路
線
番
号
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効

果
的
な
道
路
案
内
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
。

さ
ら
に
は
路
車
間
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
新
し
い
道
路
案

内
の
媒
体
か
ら
も
路
線
番
号
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

旅
行
前
の
計
画
に
利
用
し
た
り
、
旅
行
中
の
位
置
や
方
向

の
確
認
に
利
用
し
た
り
様
々
な
場
面
で
路
線
番
号
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
各
種
の
幅
広
い
媒
体
で
総
合
的
に
連
携

七

将
来
の
道
路
案
内
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

路
線
番
号
を
案
内
標
識
及
び
道
路
地
図
等
に
わ
か
り
や

す
く
表
示
す
る
、
ま
た
案
内
標
識
の
情
報
や
距
離
標
を
地

図
に
表
示
す
る
等
、
各
種
の
情
報
媒
体
と
連
携
を
と
っ
た

総
合
的
な
道
路
案
内
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

八

お
わ
り
に

建
設
省
は
こ
れ
ら
の
提
言
を
受
け
て
、
地
域
や
ユ
ー
ザ

ー
等
の
意
見
を
考
慮
し
つ
つ
積
極
的
に
改
善
を
図
る
こ
と

と
し
、
地
点
標

(キ
ロ
ポ
ス
ト
)
に
つ
い
て
は
平
成
四
年

度
か
ら
設
置
を
は
じ
め
る
ほ
か
、
路
線
番
号
･
案
内
標
識

等
の
改
善
に
つ
い
て
も
、
平
成
五
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
盛
り
込
む
予
定
で
あ

る
。ま

た
、
路
線
番
号
を
新
た
に
付
け
る
、
あ
る
い
は
既
存

の
番
号
を
改
め
る
場
合
は
、
新
体
系
の
路
線
番
号
に
よ
っ

て
多
く
の
利
点
が
得
ら
れ
る
一
方
、
社
会
的
な
影
響
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
道
路
利
用
者
、
地
域
住
民
等
の

意
見
を
聴
取
し
て
社
会
的
な
影
響
の
軽
減
に
努
め
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
路
線
番
号
標
識
、
地
点
標
を
新
た
に
設
置
す

る
場
合
は
そ
の
デ
ザ
イ
ン
等
に
つ
い
て
道
路
利
用
者
、
地

域
住
民
等
の
意
見
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
適
切
な
も
の
を
選

択
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

P
O
I
N
T
E
R
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
よ
り
、
印

象
の
悪
さ
を
改
善
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
貢
献
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。
路
線
番
号
や
標
識
デ
ザ
イ
ン
の
決

定
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

図 15 路車間情報システムのイメージ図

路車間情報システムのイメージ図

癲の収集処理提供) 車誠装置の例
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一
は
じ
め
に

道
路
管
理
者
の
整
備
す
る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
と
、
市
町
村

な
ど
が
設
け
る
各
種
の
地
域
振
興
施
設
と
を
一
体
的
に
整

備
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
、
多
機
能

化
を
図
り
、
｢道
の
駅
｣
と
呼
ん
で
、
地
域
情
報
の
発
信

基
地
と
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
い
く
つ
か
の
地
域
で
行
わ

れ
て
い
る
。

駐
車
ス
ペ
ー
ス
を

｢道
の
駅
｣
と
し
て
整
備
し
、
地
域

振
興
や
交
流
の
核
と
す
る
こ
と
は
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
、
安
全
で
快
適
な
み
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
う
え

で
貴
重
な
発
想
で
あ
り
、
今
後
一
般
道
路
の
駐
車
ス
ペ
ー

ス
の
整
備
を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
こ

の
発
想
が
さ
ら
に
発
展
す
る
よ
う
、
道
路
や
休
憩
施
設
を

整
備
す
る
側
か
ら
も
積
極
的
に
支
援
、
協
力
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
｢道
の
駅
｣
が
今
後
と

も
国
民
の
身
近
な
交
流
の
場
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
設
置
、

運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
色
々
な
方
々
の
ご
意
見
を
頂
く

た
め
、
道
路
局
で
は
こ
の
度

｢道
の
駅
｣
懇
談
会
を
設
置

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
路
に
お
け
る
休
憩
施
設
の
状
況
、

こ
れ
ま
で
の
な
が
れ
も
含
め
て
、
｢道
の
駅
｣
に
つ
い
て

以
下
に
紹
介
す
る
。

二

道
路
に
お
け
る
休
憩
施
設
の
状
況

1

高
速
道
路
及
び
一
般
道
路
に
お
け
る
現
況

高
速
道
路
に
お
け
る
休
憩
施
設
は
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

と
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
二
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
休

憩
施
設
の
設
置
は
、
運
転
者
の
生
理
的
要
求
を
満
た
し
、

連
続
高
速
走
行
の
疲
労
と
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
あ
る
い

は
自
動
車
に
対
す
る
給
油
や
整
備
点
検
の
必
要
性
を
満
足

さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
表
1
の
設
置
間
隔
で
、
表
2
の
と

お
り
設
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
高
速
道
路
利
用
者
の
よ
り
高
度
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
た
め
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

(高
速
道
路
周

辺
の
都
市
公
園
等
の
な
か
に
休
憩
施
設
と
連
結
し
た
公
園

側
駐
車
場
を
整
備
し
、
都
市
公
園
等
に
利
用
者
が
直
接
出

入
り
で
き
る
)、
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル

(休
憩
施
設
等
の
拠

点
に
お
い
て
、
道
路
交
通
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の

情
報
を
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
パ
ネ
ル
、
ビ
デ
オ
テ
ッ

ク
ス
等
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
提
供
す
る
)
と

い
っ
た
、
休
憩
施
設
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
が
図

ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
一
般
道
路
に
お
い
て
道
路
管
理
者
が
設

『週
の
駅
』
に
つ
い
て建

設
省
道
路
局
国
道
第
一
課
交
通
安
全
事
業
係
長

蓮
見~
右
~鮒
…



置
し
た
休
憩
施
設
は
、
バ
イ
パ
ス
建
設
等
で
生
じ
た
残
地

の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
整
備
さ
れ
た
箇
所
が
多
く
、
そ

の
整
備
状
況
は
、
直
轄
国
道
に
お
い
て
は
表
3
の
と
お
り

で
あ
り
、
道
路
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
量
的
に
も
質

的
に
も
極
め
て
低
水
準
に
あ
る
。

2

休
憩
施
設
整
備
の
必
要
性

近
年
の
社
会
、
経
済
は
、
国
際
化
、
高
齢
化
、
情
報
化
、

二
四
時
間
化
が
急
速
に
進
展
し
て
お
り
、
人
々
の
生
活
は
、

精
神
的
な
豊
か
さ
や
多
様
さ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
道
路
交
通
に
お
い
て
夜
間
、
週
末
、
休
日
交
通
、

あ
る
い
は
レ
ジ
ャ
ー
交
通
の
増
加
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
、

免
許
保
有
者
は
約
六
千
万
人
と
国
民
皆
免
許
時
代
が
到
来

し
て
お
り
、
女
性
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
の
社
会
活
動

へ
の
参
加
も
増
大
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

人
々
に
配
慮
し
た
、
人
に
や
さ
し
い
道
路
施
設
の
設
備
に

よ
る
、
安
心
し
て
運
転
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
道
路
整
備
は
円
滑
な
交
通
、
い
わ
ば

｢な

が
れ
｣
に
重
点
を
置
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一

方
で
、
駐
車
や
休
憩
あ
る
い
は
に
ぎ
わ
い
の
場
と
い
っ
た

｢た
ま
り
｣
の
機
能
に
つ
い
て
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
た
状

況
に
あ
る
。
違
法
路
上
駐
車
が
円
滑
な
交
通
の
妨
げ
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
、
｢た
ま
り
｣
機
能
の
立
ち
遅
れ
は
、

い
ま
や
安
全
で
円
滑
な

｢な
が
れ
｣
を
実
現
す
る
う
え
で

も
大
き
な
支
障
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
余
暇
活
動
の
活

発
化
な
ど
を
背
景
に
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
が
増
大
す
る
と
と

も
に
、
女
性
や
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
が
増
加
す
る
な
か
で
、

道
路
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
の
た
め
に

｢た
ま

り
｣
空
間
の
整
備
を
強
力
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

昨
今
行
わ
れ
た
道
路
交
通
環
境
整
備
懇
談
会
に
よ
り
と

り
ま
と
め
ら
れ
た
提
言
に
お
い
て
も
、
｢夜
間
及
び
長
距

離
交
通
の
増
加
に
対
し
て
、
疲
労
運
転
と
路
上
長
時
間
違

法
駐
車
を
防
止
す
る
た
め
、
都
市
周
辺
地
域
に
お
け
る
休

憩
施
設
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。｣
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成
三
年
度
か
ら
は
、
こ
の
提
言
等
も
踏
ま
え
、
交
通

安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
お
い
て
新
た
に
一
般
道
路
の
休

憩
施
設
の
整
備
に
取
り
組
み
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平

成
四
年
度
は
新
規
一
七
箇
所
、
継
続
二
一
箇
所
に
お
い
て

事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

表 1 休憩施設の設置間隔 (単位 :km )

標準間隔 最大間隔

すべての休憩施設相互 $ 25

サービスエリア相互 50 100

パーキング工

(この基準は、東名 ･名神の経験及び諸外国
の実例により作成されたものである。)

表 2 供用区間のサービスエリア、　ア==′エ
ア=

′ 現在

離
回

翻
鰻
(

サービスエリア パーキングエリア

箇所数 短廟 鰍 師鏑
合 計

導
83 54 186 舒

(率 サービスエリアを含む)　

　

含

4

　
　
　

表 3 直轄国道における休憩施設整備状況

翻
回

雛
嫉
( 錢⑯魂

うち便所のあるもの

羸魂
東 北 2

,
551

.
6 % 26

,
9 nU

関 東 2
,
230

.
2 菊 49

.
6 に,〉 446

.
O

北 陸 1
,
010

.
1 れ 14

.
3 10 l01

･
0

中 部 1
,
600江 46 滯 まれ性 鰍近 畿 1

,
739

.
4 24 偽 ワ‘ 燃中 国 1

,
623

.
6 103 贓 RU 獺四 国 1

,
205

.
2 20 鰈 QU 飢九 州 2

,
024

.
3 筑 臨 nその 総北海道 5

,
850

.
9 碗 幻 0ゾ 剱沖 縄 286

.
1 れ 鯲 ny -

全国計 20
,
121

.
5 646 狐 49 蝋小型車 20台以上駐車可能 (470 m 2以上)の箇所で、 道路本線

とガードレール、 緑石、 植樹帯等により分離されているもの。

三

｢道
の
駅
｣
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の

な
が
れ

昨
今
、
全
国
各
地
で
ア
メ
ニ
テ
ィ
あ
る
ま
ち
づ
く
り
や
、

地
域
の
個
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い



｢道の駅｣ のイメージ図



様
駐車場、園地、公衆便所 (身体障害

者用便所を含む)、無料休憩所の他

に、営業施設として食堂、給油所(修

理所含む)、売店等のサービス機能を

備えた休憩所をいう。

駐車場、園地、公衆便所及び売
店等のサービス機能を備えた休

憩施設をいう。必要に応じ給油騨じも応

る

に

き

要

で
必
が

0
、と

う
こ

い
る

を
け

設
設

o

施
を
る

憩
所
す

図 1 高速道路の休憩施設の概要

る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
美
し
い
み
ち
づ
く
り
、
楽
し
い

み
ち
づ
く
り
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
年

一
月
に
中
国
地
方
で
行
わ
れ
た
地
域
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム

(中
国
･地
域
づ
く
り
交
流
会
主
催
)
で
、
｢鉄
道
に
駅

が
あ
る
よ
う
に
道
路
に
駅
が
あ
っ
て
も
い
い
で
は
な
い

か
｣
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
三
年
一
〇
月
か
ら
三

月
に
か

け
て
中
国
地
方
と
中
部
地
方
に
お
い
て
、
ま
た
、
平
成
四

年
四
月
に
関
東
地
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
地
元
市
町
村

な
ど
が
中
心
と
な
っ
て

｢道
の
駅
｣
の
実
験
が
行
わ
れ
た
。

実
験
の
概
要
は
、
表
4
、
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
実
験
で
は
、
建
物
も
既
存
の
も
の
を
利
用
し
た
箇

所
と
仮
設
の
テ
ン
ト
等
を
利
用
し
た
箇
所
が
あ
り
、
施
設

も
ト
イ
レ
、
ゴ
ミ
箱
、
電
話
が
共
通
で
あ
る
以
外
は
、
箇

所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
運
営
は
、
役
場
を
中
心
に

観
光
協
会
や
婦
人
会
な
ど
各
種
の
協
力
者
に
よ
ら
れ
て
お

り
、
特
産
品
の
販
売
を
行
っ
た
り
、
下
呂
町
で
は
温
泉
を

引
く
な
ど
、
地
域
の
創
意
工
夫
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

久
々
野
町
で
は
チ
ッ
プ
ト
イ
レ
の
試
行
を
行
っ
て
お
り

(ト
イ
レ
の
維
持
の
見
通
し
が
付
き
、
実
験
後
も
続
け
て

い
る
と
の
こ
と
)、
興
味
深
い
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
実
験
を
行
っ
た
市
町
村
の
代
表
の
方
々
の
、

｢計
画
、
整
備
、
運
営
を
通
じ
て
住
民
の
連
携
が
図
ら
れ

た
｣、

｢ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
住
民
の
積
極
的
な
取
り

組
み
が
み
ら
れ
た
｣
と
い
っ
た
感
想
を
耳
に
し
、
｢道
の

駅
｣
は
、
地
域
あ
る
い
は
道
路
を
軸
と
し
た
地
域
相
互
の

ビスロー

lサービスエリアi

lパーキングエリア1

l売店 l w c -

差 / 小型車 ノ大型車 /＼、 、
/ 、、、 ･

　 　　 　　 　　　　　



連
携
の
強
化
に
も
寄
与
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
0な

お
、
平
成
三
年
三
月
に
は

｢道
の
駅
｣
を
素
材
と
し

た
、
｢美
し
く
豊
か
な
地
域
づ
く
り
｣
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。

四

｢道
の
駅
｣
懇
談
会
に
つ
い
て

方
③

｢道
の
駅
｣
へ
の
支
援
の
あ
り
方

④

利
用
者
に
と
っ
て
よ
り
良
い

｢道
の
駅
｣
と
す
る

た
め
の
工
夫

⑤

そ
の
他

(
一
般
道
路
の
休
憩
施
設
に
関
す
る
提
案

等
)

で
あ
り
、
第
一
回
の
懇
談
会
が
五
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ

に
し
た
う
え
で
、
五
箇
年
計
画
の
ひ
と
つ
の
柱
と
し
て
、

重
点
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

｢道
の
駅
｣
の
発
想
は
、
こ
の
よ
う
に
地
域
か
ら
生
ま

て
い
る
。

れ
、
地
域
を
主
体
と
し
た
実
験
と
い
う
形
で
育
ま
れ
て
き

今
後
は
、
七
月
に
第
二
回
の
懇
談
会
を
開
催
し
、
中
間

た
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
一
般
道
路
の
休
憩
施
設
の
整
備

と
り
ま
と
め
を
行
い
、
二

月
に
第
三
回
の
懇
談
会
を
関

を
推
進
し
て
い
く
う
え
で
、
極
め
て
有
意
義
な
手
法
で
あ

催
し
て
、
提
言
と
し
て
と
り
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。

る
。
実
験
の
運
営
に
ご
苦
労
さ
れ
た
地
域
の
方
々
に
、
深

五

お
わ
り
に

く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
｢道
の
駅
｣
の
発
想
が
さ

ら
に
発
展
す
る
よ
う
、
道
路
整
備
の
側
か
ら
も
支
援
、
協

｢道
の
駅
｣
は
、
地
域
に
密
着
し
た
、
国
民
と
行
政
が

力
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
な
っ
て
り
っ

〕
く

ジ
ェ

ト
"

り
･
池

五

お
わ
り
に

｢道
の
駅
｣
は
、
地
域
に
密
着
し
た
、
国
民
と
行
政
が

一
緒
に
な
っ
て
創

っ
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
地

域
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
楽
し
い
企
画
が
た
く
さ
ん
出

て
く
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
道
路
利
用
者
に
と
っ
て

の
快
適
な
休
憩
施
設
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

地
域
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、
ま
た
、
広
く
国
民
の
交

流
の
場
と
し
て
、
利
用
者
に
親
し
ま
れ
る

｢道
の
駅
｣
と

な
る
よ
う
、
こ
の
発
想
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
道
路
整
備
の
新
し
い
長
期
構
想
を
策
定
中
で
あ
り
、

平
成
五
年
度
か
ら
は
第
11
次
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が

ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
後
こ
の

｢道
の
駅
｣

の
コ
ン
セ
プ
ト
、
道
路
整
備
の
側
の
果
た
す
役
割
を
明
確

そ
こ
で
、
有
識
者
の
方
々
か
ら
な
る

｢道
の
駅
｣
懇
談

会
を
設
置
し
、
よ
り
良
い

｢道
の
駅
｣
と
す
る
た
め
の

種
々
の
ご
意
見
を
頂
く
こ
と
と
し
た
。
｢道
の
駅
｣
懇
談

会
に
は
、
座
長
の
越
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
実
験
を
行

わ
れ
た
三
地
域
及
び
道
路
利
用
者
の
代
表
の
方
々
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

様
々
な
視
点
か
ら
の
貴
重
な
ご
意
見
が
頂
け
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
懇
談
会
で
検
討
項
目
は
、

①

｢道
の
駅
｣
の
コ
ン
セ
プ
ト

②

｢道
の
駅
｣
の
設
置
、
運
営
の
た
め
の
道
路
管
理

者
と
地
域
、
あ
る
い
は
地
域
と
地
域
の
連
携
の
あ
り



表 4 実験の概要 (その 1)

地

域
市 町 村 施設 ･場所

交通量
(台/
1日)

面積 m 2 建 物 ト
イ 薙

電
話
機

F
A
X

特
産
品

食

堂

自
販
機

運営主体 ･協力者
駐車台
数(台) 既設仮設 内 容

中

国

阿武町
国道 191号
沢松海岸 (道
の駅予定地) 4,000

5
5 ,000

3 ,000

100
O テント 4

O O O O O
テ 3

× O

･役場 ･商工会
･漁協 ･農協
･阿武町産業開発
協会

1,600

100
O テント 8

○
し O O O O

テ 7
× O

･役場
･漁協 ･農協
･商工会 ･婦人会

田万川町
国道 191号
郊外部
市味地区

中

部

古川町 国道 41号
市街地の民地 10 ,000

5
14 ,000

1,000

10
O 民間施設

テント 1
○
し

O O O O
テ l × ×

･役場
･民間企業 1社

2 ,717

100
O

プレハブ
テント 3

○
既 O O O

O
テ 2 × O

･役場
･農協 ･商工会 ･
観光協会

国府町
国道 41号
郊外部
農協用地

丹生川村
国道 158号
緑化センター
(役場裏)

4 ,000
2 ,200

100
O

プレハブ
3

テント 1

○
既 O O O O

プ 1 × O

･役場 ･森林組合
･農協 ･観光協会
･商工会
･野菜出荷組合

久々 野町
国道 41号
郊外部
女男滝公園 10 ,000

5
14,000

6 ,000

60
O 既存施設 O

既 O O × O
既 1 O O ･役場

･なぎさ観光組合

2,117

30
O

お土産屋
プレハブ

1
テント 1

O O O × O
既 1

× O ･役場
･観光協会下呂町

国道 41号
市街地
バイパス沿い

加子母村

国道 257号
郊外バイパス
沿い
ゆうらく館 7,000

5
8 ,000

1 ,200

15
O 既存施設

テント 3
O
既 O O ×

O
テ 1
既 1

× ×
･役場
･ゆうらく会館
(木曽谷産直組合)

6 ,000

200
O 既存施設

テント 3
O
既 O O ×

O
テ 2
既 1

O O
･役場
･花街道センター
(付知町振興公社)

付知町
国道 257号
郊外バイパス
沿い
花街道センター

関

東

河内町
国道 4号
郊外部
下岡本

33 ,000
1'000

20
O

プレハブ
1

テント 2

O
し O O × O

テ 2
× O

･役場
･ボランティアグ
ループ

上三川町 国道新4号
(拡幅予定地)

30,00O

2 ,950

80
O

プレハブ
3

テント 4

O O O × O
テ 4

× O
･役場 ･農協
･市民グループ 2
.民間企業 4社

2,000

100
O

プレハブ
2

テント 7

O O O ×
O

テ 6
× O

･役場
･農協 ･酪農組合
･民間企業 2社

南河内町

国道新4号
薬師寺南交差
点
(拡幅予定地)

※し :レンタル、 既 :既存施設、 テ :テント、 プ :プレハブ



表 5 実験の概要 (その 2)

地

域
市町村 実施期間

進入台数

通過台数

立寄
り率
(% )

施 設 利 用 状 況 ( )内は利用率 (% ) 累 計

難産鬚
(万円)

サンプ
ル数 トイレ ごみ箱 電話機翼鴻物産販売 その他

中

国

阿武町 平成3年
10月10日

5
11月 9日

175

3 ,100
5.6

1,980
人

272人
(13 .7)

10人
( 0 .5)

15人
( 0 .8)

93人
( 4.7)

1,400人
(70 .7)

392人
(19.8)

328

田万川町
298

2 ,400
12 .4 565人 68人

(12 .0)
13人

( 2.3)
9人

(主6)
41人

( 7 ,3)
440人
(77 .9)

73人
(12.9)

708

中

部

古川町

平成3年
10月12日

5
11月10日

19

8,583
0.2 152台 28人

(18.4)
1人

( 0 ,7)
2人

( 1.3)
11人

( 7 .2)
115人
(75.5)

1人
( 0 .7)

未集計

国府町
57

8 ,583
0 ･7 759台 383人

(50 .5)
97人

(12 .8)
0人

( 0 .0)
299人
(39 .4)

1,056人
(139 .5)

150人
(19 .8)

55

丹生川村
250

5 ,010
4 .8

1,716 558人
(32 .5)

40人
( 2 .3)

91人
( 5 .3)

166人
( 9 .7)

1,356人
(79 .0)

226人
(13 .2)

250

久々 野町
276

7 ,635
3 .5 486台

338人
(69 .5)

50人
(10.3)

0人
( 0 ,0)

2人
( 0.4)

226人
(46 .5)

74人
(15.2)

90

下呂町
54

7,952
0.7 713台 315人

(44 .2)
47人

( 6 .6)
28人

( 3 .9)
134人
(18 .8)

300人
(42 .1)

83人
(11.6)

未集計

加子母村
237

6 ,282
3.6 658台 240人

(36 .5)
35人

( 5.3)
17人

( 2.6)
56人

( 8 .5)
587人
(89.2)

7人
( 1.1)

300

付知町
749

7,176
9 .5 調査せず 1,050

関

東

河内町

平成4年
4月 5日
5

4月26日

78

14,879
0 .5 35台 19人

(54 .3)
0人

( 0.0)
6人

(17.1)
4人

(11 .4)
13人

(37 .1)
0人

( 0 .0)
未集計

上三川町
78

11,145
3 .7 536台

175人
(32 .6)

28人
( 5.2)

30人
(5,6)

34人
( 6 .3)

375人
(70 .0)

34人
( 6.3)

337

南河内町
411

11,145
5 .O 962台 123人

(12 .8)
13人

( 1.4)
22人

( 2 .3)
53人

( 5.5)
453人
(47.1)

4人
( 0 .4)

382

※進入台数 ･通過台数の調査日及び時間は以下のとおりである。
･阿武町 ･田万川町 ･国府町 ･久々野町 10/20 (日)

下呂町 ･加子母町 ･付知町
･古川町 10/20 (日) 9
･丹生川村 11/4 (休日) 9
･河内町 ･上三川町 ･南河内町 4/26 (日) 9

9 :00()17 :00

(ただし、 南河内町は10 :00 ~ 16 :00)
9 :00^)17 :00

9 : 00()17 :00

9 :00()17 :00

(ただし、 付知町は9 :00 ~ 18 :00)
※施設利用状況の調査日は以下のとおりである。

･阿武町 10/18 (金) ~ 20 (日) ･26 (土) ･27 (日) ･ 1 1 /1 (金) ~ 5 (火)
･田万川町 10/18 (金) ~ 20 (日) ･26 (土) ･ 1 1 /5 (火)
･中部地方 7町村 実験期間中の数日
･関東地方3町 4/11 (土) ~ 12 (日) ･ 15 (水)

なお、 中国地方については各日の利用者の多い時間を見計らって、 中部 ･関東地方については終日にわたって利用
状況の調査を行なったものである。

また、 図中の施設の利用率については、 中国地方のみ分母 (サンプル数) を利用者数とし、 中部 ･関東地方につい
ては、 施設の構造上利用者が施設付近に密集し正確な人数が把握できないため進入車両数を分母とした。 よって、 1
台あたりの乗員が 2名前後となるため、 結果として、 利用率が100% を超えるものがある。



,

。纖
月
.
日

世
界
の
動

き

○
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
て
い
た
主
要
七
カ
国
蔵
相
･
中
央

銀
行
総
裁
会
議

(G
7
)
は
共
同
声
明
を
発
表
、
日
本
の
内
需
拡

大
を
求
め
る
と
と
も
に
、
円
安
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
た
。
ま

た
、
旧
ソ
連
諸
国
に
対
す
る
二
四
〇
億
ド
ル
の
支
援
を
確
認
し
た
。

○
国
連
が
発
表
し
た
今
年
三
月
末
現
在
の
財
政
状
況
に
よ
る
と
、

国
連
平
和
維
持
活
動

(P
K
O
)
の
特
別
会
計
不
足
分
を
加
え
る

と
、
赤
字
額
は
、
二
〇
億
ド
ル
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
額
は
通
常
予

算
の
約
二
倍
。

○
米
ゼ
ネ
ラ
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ

(G
M
)
の
発
表
に
よ
る
と
、
今

年
第
一
･
四
半
期

(
一
;
三
月
)
の
決
算
は
、
純
利
益
一
億
七
、

九
三
〇
万
ド
ル
で
、
一
九
九
〇
年
第
三
･
四
半
期

(七
5
九
月
)

以
来
続
い
て
い
た
赤
字
か
ら
黒
字
に
転
換
。

○
米
フ
ォ
ー
ド
の
発
表
に
よ
る
と
、
今
年
第
一
･
四
半
期
の
決
算

は
、
純
利
益
三
億
三
、
七
九
〇
万
ド
ル
で
、
九
〇
年
第
四
･
四
半

期

(
一0
5
一
二
月
)
以
来
の
赤
字
を
脱
却
。

0
米
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
発
表
に
よ
る
と
、
今
年
第
一
･
四
半
期
の

決
算
は
、
純
損
失
一
、
三
〇
〇
万
ド
ル
で
、
依
然
赤
字
。
し
か
し
、

赤
字
額
は
大
幅
に
減
少
。

○
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど
独
立
国
家
共
同
体
(C

I
S
)
の
中
央
ア
ジ
ア
四
カ
国
と
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
、
パ
キ
ス
タ

ン
の
首
脳
会
議
は
、
ア
ジ
ア
横
断
鉄
道
と
参
加
国
の
首
都
を
結
ぶ

自
動
車
道
の
建
設
な
ど
交
通
網
の
整
備
や
原
油
、
天
然
ガ
ス
の
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
建
設
な
ど
の
協
定
に
調
印
。

○
タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ク
で
ス
チ
ン
ダ
首
相
の
退
陣
を
求
め
る
群

衆
に
軍
が
発
砲
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
。

事

項

鰡
月
･
日

国
内
の

動

き

○
日
本
自
動
車
工
業
会
の
発
表
に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
度
の
自

動
車
生
産
実
績
は
一
、
三
一
四
万
五
、
七
四
二
台
で
、
前
年
度
に

比
べ
三
･
三
%
の
減
少
。
前
年
度
割
れ
は
八
六
年
以
来
五
年
ぶ
り
。

○
運
輸
省
は
東
京

〈二
三
区
、
三
鷹
、
武
蔵
野
市
)
と
多
摩
、
横

浜

(川
崎
、
横
須
賀
を
含
む
)
地
区
の
タ
ク
シ
ー
値
上
げ
に
つ
い

て
平
均
一
二
%
の
値
上
げ
を
認
可
し
た
。
九
〇
年
五
月
以
来
二
年

ぶ
り
の
値
上
げ
。
五
月
二
六
日
か
ら
実
施
。

○
日
本
自
動
車
工
業
会
に
よ
る
と
、
一
九
九

一
年
度
の
四
輪
車

會
兀成
車
)
の
自
動
車
輸
出
額
は
、
五
八
五
億
一
、
七
六
一
万
ド

ル
で
、
前
年
度
に
比
べ
九
･
五
%
増
。
八
六
年
度

(
一
七
･
二
%

増
)
以
来
の
高
い
伸
び
率
。

○
自
治
省
に
よ
る
と
、
地
方
公
務
員
の
総
数
は
昨
年
四
月
一
日
現

在
で
三
二
四
万
一
、
九
三

人
。
三
年
連
続
の
増
加
で
七
四
年
の

調
査
開
始
以
来
最
高
。

○
総
務
庁
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
子
供

(
一
五
歳
未

満
)
の
人
口
は
二
、
一
六
四
万
人
で
、
前
年
よ
り
五
七
万
人
減
少
。

総
人
口
に
占
め
る
比
率
も
一
七
･
四
%
と
前
年
比
○
･
五
ポ
イ
ン

ト
の
ダ
ウ
ン
。

○
建
設
省
が
発
表
し
た
一
九
九
一
年
度
の
公
共
工
事
着
工
総
計
に

よ
る
と
、
総
工
事
費
は
一
七
兆
二
、
六
八
五
億
円
で
、
前
年
度
に

比
べ
一
八
･
二
%
の
伸
び
。
七
年
連
続
の
増
加
で
、
初
め
て
一
七

兆
円
を
越
え
た
。

○
経
済
企
画
庁
が
新
し
い
国
民
生
活
指
標

(P
L
I
)
を
発
表
。

全
国
平
均
を
五
○
と
し
た
総
合
的
な
豊
か
さ
は
、
北
陸
が
ト
ッ
プ

で
五
三
･
一
、
次
い
で
北
海
道
五
一
･
三
、
関
東
内
陸
五
一
･
0
、

以
下
中
国
、
四
国
、
東
海
、
近
畿
内
陸
、
沖
縄
、
東
北
、
九
州
、

関
東
臨
海
、
近
畿
臨
海
の
順
。

事

項

Mt
月
.
日

道
路
行
政
の
動
き

○
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
職
権
を
都
道
府
県
知
事
等

に
委
任
す
る
政
令
及
び
軌
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
四
年
政
令
第
一
六
七
号
)、
運
輸
省
、
建
設
省
関
係
許
可
認

可
等
臨
時
措
置
令
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令

(平
成
四
年

運
輸
省
建
設
省
令
第
二
号
)
公
布

○
五
月
二
〇
日
施
行

○
阪
神
高
速
道
路
公
団
創
立
三
〇
周
年

○
第
二
〇
回
道
路
審
窒愛
云有
料
道
路
部
会
開
催

○
第
一
回
道
の
駅
懇
談
会
開
催

○
第
三
二
回
道
路
審
議
会
基
本
政
策
部
会
開
催

○
第
八
〇
回
道
路
審
議
会
開
催

事

項

@
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o
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o
睨
o
崗
o
齢
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フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
は
ド
イ
ツ
最
大
の
国
際
金
融

都
市
で
あ
る
。
空
港
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
な
ど
交
通
の

便
が
良
い
せ
い
か
外
国
人
の
流
出
入
が
多
く
、
治
安

は
良
く
な
い
。
特
に
夜
間
の
独
り
歩
き
は
危
険
と
添

乗
員
か
ら
注
意
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
仲
間
数
人
と
酒

飲
み
に
外
出
し
て
、
夜
遅
く
地
下
鉄
の
ホ
ー
ム
に
立

っ
て
い
た
ら
シ
ェ
パ
ー
ド
犬
を
つ
れ
た
警
官
が
パ
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
並
み
に
地
下
鉄

で
の
犯
罪
も
多
い
ら
し
い
。
翌
朝
、
日
本
人
の
ガ
イ

ド
さ
ん
が

｢私
も
つ
い
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
脱
出

し
て
、
電
車
で
一
時
間
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
移
り

ま
し
た
｣
と
言
っ
て
い
た
。

そ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
市
は
人
口
一
三
万
人
、
山

と
川
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
学
園
都
市
で
あ
る
。
市
内

を
東
西
に
流
れ
る
ネ
ッ
カ
ー
河
は
ラ
イ
ン
上
流
部
の

一
支
川
だ
が
、
河
中
は
広
く
一
〇
0
m
近
く
あ
る
。

豊
か
な
水
量
が
岸
辺
を
洗
い
、
大
型
の
鉄
鋼
船
が
楽

に
航
行
で
き
る
。
市
の
北
と
南
に
は
高
さ
三
〇
0
m

ほ
ど
の
な
だ
ら
か
な
山
が
連
な
り
、
ネ
ッ
カ
ー
河
の

部
分
だ
け
削
り
取
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
山
と
川
の
狭
間
に
古
城
が
あ
る
。
古
城
か
ら
下
流

の
南
岸
は
城
下
町
に
な
っ
て
い
て
、
中
世
の
家
並
み

と
教
会
そ
し
て
ド
イ
ツ
最
古
の
大
学
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
見
ど
こ
ろ
は
何
と
言
っ
て

も
古
城
で
あ
る
。
現
在
の
規
模
に
な
っ
た
の
は
都
市

国
家
や
封
建
領
主
が
割
拠
し
た
中
世
の
頃
で
、
こ
の

城
も
絶
え
ず
攻
防
の
対
象
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
内

ば
か
り
で
は
な
い
。
他
国
に
よ
る
侵
攻
は
情
容
赦
な

く
残
酷
で
あ
る
。
城
郭
の
中
で
一
番
目
立
つ
西
北
と

東
南
角
に
あ
る
城
塔
は
、
三
〇
〇
年
前
フ
ラ
ン
ス
軍

の
攻
撃
に
よ
っ
て
爆
破
さ
れ
た
ま
ま
パ
ッ
ク
リ
と
大

き
な
口
を
開
け
て
、
塔
の
中
の
室
々
が
白
日
の
も
と

に
曝
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
何
と
も
無
惨
で
あ
る
。

空
濠
の
中
に
こ
ろ
げ
落
ち
た
厚
さ
三
m
も
あ
る
塔
の

大
壁
に
は
、
蔦
が
か
ら
み
紅
葉
し
て
い
る
光
景
な
ど

古
城
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
と
言
う
よ
り
も
〃
い
た

わ
し
さ
“
の
方
が
先
立
つ
。
城
を
こ
ん
な
惨
め
な
姿

に
し
た

"
フ
ラ
ン
ス
の
野
郎
め
“
と
い
う
ド
イ
ツ
人

の
積
年
の
恨
み
は
、
そ
の
後
三
〇
〇
年
の
間
に
時
に

爆
発
し
復
仇
の
連
鎖
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

城
内
の
中
庭
に
は
代
々
の
城
主
に
よ
る
宮
廷
建
物

群
が
あ
る
。
城
郭
の
規
模
と
い
い
こ
の
建
築
物
群
と

い
い
随
分
と
贅
を
こ
ら
し
た
城
で
あ
る
。
城
の
北
面

に
は
ネ
ッ
カ
ー
河
に
向
っ
て
広
い
バ
ル
コ
ニ
ー
が
張

出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
下
す
と
古
い
橋
を
行
く

人
や
車
、
運
搬
船
の
積
荷
な
ど
が
手
に
と
る
よ
う
に

見
え
る
。
城
壁
が
河
岸
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
河
の

7
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は

｢有
料
道
路
制
度
｣

の
予
定
で
す
。

水
位
を
調
整
す
る
水
門
が
対
岸
ま
で
連
な
り
、
城
寄

り
の
水
扉
は
舟
の
遡
上
用
の
運
河
に
な
っ
て
い
る
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
古
い
絵
図
を
見
る
と
こ
こ
に
順
番

待
ち
の
数
隻
の
舟
が
画
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
積

荷
に
か
け
る
税
金
や
通
舟
料
の
徴
収
が
行
わ
れ
た
施

設
も
あ
っ
た
ろ
う
。

山
峡
の
地
に
あ
る
に
し
て
は
豪
華
な
こ
の
城
は
、

輸
送
手
段
を
水
運
の
み
に
た
よ
っ
て
い
た
時
代
、
ラ

イ
ン
河
を
経
て
奥
地
の
諸
都
市
に
物
や
人
を
運
ん
だ

舟
の
運
上
金
に
よ
っ
て
賄
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
城
下
町
に
轢
え
る
教
会
や
大
学
も
こ
の
運
上

金
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と

す
れ
ば
河
沿
い
の
こ
の
城
を
め
ぐ
る
内
外
の
執
着
ぶ

り
も
理
解
で
き
る
。
国
の
政
治
の
中
心
と
も
な
ら
ず

こ
れ
と
言
っ
た
産
業
も
な
く
、
た
だ
中
世
の
古
城
と

街
並
、
教
会
、
大
学
の
三
点
セ
ッ
ト
が
揃
っ
た
、
日

本
流
に
言
え
ば
山
紫
水
明
の
こ
の
文
化
都
市
を
、
永

年
支
え
て
来
た
の
は
河
川
通
行
料
に
あ
り
と
に
ら
ん

だ
の
は
旅
人
の
僻
目
か
。

(崎
)
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